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巻頭のことば

七つの区役所を拠点に進める市民本位のまちづくり
 川崎市長　阿部 孝夫

平成24（2012）年は、川崎市が昭和47（1972）年に指定都市に移行し、川崎、幸、中原、高津、多

摩の５区による区制が施行されてから40年という節目の年でした。また、昭和57（1982）年の行政区

の再編により分区して誕生した宮前区と麻生区が30周年を迎えました。40年前に約98万人だった人

口は今や144万人に達し、本市は大都市へと変貌を遂げています。

平成12（2000）年に地方分権一括法が施行されて以降、国では大都市制度の改革について具体的な

検討が進められていますが、本市としても指定都市間で協力しながら制度の検討を進めています。真

の分権型社会の実現には、市民に身近な基礎自治体が一体的・総合的に地域行政を担い、地域で課題

解決を行う制度への改革が求められます。基礎自治体を支えているのは地域住民であり、日常的に地

域の課題に直面している市民の力が十分に発揮され、自治により課題が解決されるような土台づくり

が必要です。

本市はこれまで、市民に最も身近な区役所が主体的に地域の課題解決に取り組むことができるよう、

区行政改革を進めてきました。平成17（2005）年に施行した「川崎市自治基本条例」では、区および区

役所を参加と協働の拠点として位置付けました。そして、「区役所を快適な窓口サービスの提供に加え、

地域の課題を自ら発見し、解決する市民協働拠点へ」という基本的な考えに基づき、区役所の機能・

組織を整備し、区民会議制度を設けてその運営などに取り組んできました。現在区民会議は第４期目

を迎えましたが、市民が自ら課題を発見し解決していこうという事項について、区民会議が提案を行

い、モデル事業を実行し、それを全区域に広げていくという方向性が見えてきつつあります。

今回、「指定都市川崎における区役所のあり方」を特集テーマとして取り上げ、都市内分権組織とし

ての区役所の目指すべき方向性について、行政組織や市民自治の拠点としての機能を概観し、これま

での取り組みの変遷をたどりながら展望しています。また各区では、誕生30周年・40周年の節目を

迎えて、「区の木」「区の花」の制定、記念誌の発行、イベントの開催など、さまざまな周年事業を実施

しており、こうした取り組みについても関連施策として紹介しています。これらによって、区民との

参加・協働をより一層進めることが何より重要です。

今後とも、市民や事業者などの力が発揮できる活力ある地域社会づくりに向けて、七つの区を舞台

としながら、市民本位のまちづくりを推進してまいります。
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市制を施行してから48年後の1972年４月１日、川
崎市は札幌市、福岡市と同時に指定都市へ移行し、
川崎区、幸区、中原区、高津区、多摩区の５区が設
置された。
時は高度経済成長期、京浜工業地帯を抱え産業振

興を目指してきた川崎は、その恩恵を享受する一方、
公害という新たな都市問題に直面していた。それま
での「工業都市・川崎」から、「人間都市・川崎」づく
りを目指した施策を打ち出していった時期であり、
全国的には、札幌冬季オリンピックの開催、沖縄返
還、日中国交正常化などがあった年である。
それから40年経った2012年、約98万人だった人口

も144万人にまで増加し、「環境先進都市」としてその
技術を世界に発信するなど、川崎は今や大都市へと
変貌を遂げている。
一方で、指定都市である川崎市は住民に身近な行

政サービスを提供する「基礎自治体」であり、住民に
とって最も身近な行政機関は「区役所」である。５区
でスタートした10年後には分区により宮前区、麻生

特集企画に当たって

指定都市川崎に
おける区のあり方
～これまでの歩みとこれからの行方を探る～

特 集

1972年、川崎市は指定都市に移行した（写真：川崎市市民ミュ
ージアム所蔵）

1969年当時の川崎駅前（写真：川崎市市民ミュージアム所蔵）
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区が誕生し、現在は７つの区を中心に市民本位のま
ちづくりを進めている。
国の第30次地方制度調査会がまとめた中間報告で
は、都市内分権による住民自治強化を図るために、
指定都市の区の役割拡充を検討する必要があるとし
ている。行政区の特性を最大限に活かした住民自治
の充実は、真の分権型社会実現のためにも今後ます
ます重要性を増していくこととなるだろう。
今特集では、指定都市移行
40周年という節目を捉え、都
市内分権組織としての区役
所についてこれまでの変遷
をたどるとともに、参加・協
働の拠点としての今現在の
区役所における実践につい
ても取り上げ、川崎市におけ
る今後の「区」、「区役所」の目
指すべき方向性について掘
り下げていく。 現在の川崎駅前。石敢當は今も残る。

現在の川崎臨海部

1970年に建てられ
た石敢當。
1960年の宮古台
風災害に対し全市
で行われた募金活
動への返礼として、
当時の琉球政府か
ら送られたもの。
（写真：川崎市市
民ミュージアム所
蔵）
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指定都市川崎における
区のあり方

巻頭座談会

～これまでの歩みとこれからの行方を探る～

特集

法政大学法学部教授 名和田 是彦
元宮前区長 大 下 勝 巳
麻生区長 瀧 峠 雅 介
市民・こども局区政推進部長 向 坂 光 浩

《司会進行》　総合企画局自治政策部長 三 橋 秀 行
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指定都市川崎における区のあり方特集

司会　本日は「政策情報かわさき」第28号の座談会に
お集まりいただきありがとうございます。
今回の特集では「指定都市川崎における区のあり
方」をテーマとしています。本年、平成24（2012）年は、
川崎市が指定都市に移行し、区制が施行されてから
40周年の節目の年に当たります。同時に分区によっ
て宮前区と麻生区が誕生してから30周年を迎えてい
ます。
指定都市の区は、地方自治法に基づいて行政事務
の円滑な処理のために設置される、行政上の区画で
す。行政区の機能を拡充し、さらには地域における
市民自治拡充の拠点とする取り組みが本市でも進ん
できています。
そこで本日は、都市内分権、自治体内分権といわ
れる側面に着目して、区役所の目指すべき方向性に
ついてこれまでの取り組みの変遷をたどりながら検
討を進めたいと思います。

Ⅰ　制度面からみる区役所

指定都市川崎の変遷と区の役割

司会　川崎市は大正13（1924）年に市制の施行によっ
て誕生しました。昭和47（1972）年４月に指定都市に
移行し、川崎、幸、中原、高津、多摩の５区が誕生
しました。10年後、昭和57（1982）年７月には、高津
区から宮前区が、多摩区から麻生区がそれぞれ分区

して７区の体制となりました。
この間、市誕生時は約５万人だった人口は、指定

都市移行時には98万人となり、現在では144万人に
まで増加しています。最近15年間では、全ての区で
人口が増加していまして、特に武蔵小杉駅周辺を中
心に中原区への若い世代の流入が目立つなど、指定
都市の中では若年人口割合が高くなっています。本
市にはこのような特徴がありますが、指定都市、そ
して「区」の法的な位置付けなどの制度面についてま
ず確認したいと思います。
地方自治法に定められていますが、指定都市の区

に法人格はありません。区長は、事務所の長という
ことで、公選ではなく職員の中から市長が任命する
という位置付けになっています。区の議会もありま
せん。この他、選挙管理委員会などが置かれている
などの特徴があります。こういうことで、東京都の
23区、特別区とはかなり違う内容になっています。
本市の区役所機能や役割については、川崎市新総

合計画「川崎再生フロンティアプラン」の重点プラン
９「市民自治と区役所機能の充実」、および「新たな行
財政改革プラン」において位置付けがされています。
川崎市自治基本条例でも、第19条から22条まで区

について規定を設けていまして、19条では「身近な
行政サービスを効率的、効果的かつ総合的に提供し、
参加及び協働による暮らしやすい地域社会を築くた
め、それぞれの区域を単位として区を設け、区役所
を置く」ということで、これまでの地域における行
政サービスの総合窓口としての拠点であるだけでな
く、地域の課題を解決するための参加と協働の拠点
としての機能についても定めています。
その具体的な取り組みなどについては、市民・こ

ども局の向坂部長からもう少し説明いただければと
思います。

向坂　川崎市では地方分権改革や高齢化が進む中で、
より豊かな市民生活を継続的に支えていくため、自
己決定、自己責任の原則を基本とした地域社会の確
かな枠組みの構築が求められていることから、平成
15（2003）年11月に、学識者などからなる区行政改革
検討委員会を設置しました。
この委員会における検討の結果、窓口サービス機

・法人格はなし
・区長（事務所の長）を置く（職員のうちから長が命ずる）
・事務所を置く（必要があると認めるときはその出張所を
置く）

・選挙管理委員会、区会計管理者を置く
・区地域協議会（※）を置くことができる（構成員は区の区域
内の住民から長が選任。任期は４年以内で条例で定め
る期間）
※区に係る事項について審議し、市町村長等に意見を
述べることができる
※区地域協議会を置く指定都市は、その一部の区の区
域に地域自治区を設置することができる

・事務は次のものを行う
　①個別法に基づき処理することとされている事務
　②市長の権限に属する事務を分掌させるもの

 （地方自治法第252条の20、施行令第174条の43等より）

表１　指定都市の区の概要
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能中心であった区役所を、「快適な窓口サービスの提
供に加え、地域の課題を自ら発見し、解決する市民
協働拠点」へとする区行政改革の基本方向が平成16
（2004）年５月に取りまとめられました。
その後、平成17（2005）年の新総合計画の作成に併

せて、市政運営を進める三つの柱が示される中で、
特に区行政改革に関わる施策および事業を計画的に
推進するため、平成17（2005）年から３年ごとを計画
期間とする「区行政改革の実行計画書」を取りまとめ、
現在は第３期実行計画書に基づき取り組みを進めて
います。
計画書では、区行政改革により「めざすべき４つ
の区役所像」を明らかにし、その実現に向けた具体
的な取り組みを進めることとしています。

４つの区役所像

向坂　４つの区役所像の内容をご説明します。一つ
目は「地域の課題を発見し、迅速、的確な解決を図
る区役所」です。
これまで、地域の魅力や個性を活かしたまちづく
りの推進のため、川崎市地区まちづくり育成条例を
制定した他、区役所に道路公園センターを設置し、
市民に身近な道路や公園の維持管理機能の強化を図
りました。また、区役所にこども支援室を設置し、
保育所、地域子育て支援センター、こども文化セン
ターの管理運営業務を移管することで、区における

総合的な子ども支援を推進してきました。
二つ目は、「地域活動や非営利活動を支援する市民

協働の拠点としての区役所」です。
区における市民活動支援の推進が主な内容です。

市民活動団体と行政が協働で事業を行うときの基本
的な考え方や標準的な手順を示した「協働型事業の
ルール」を策定した他、出張所への市民活動支援コ
ーナーの整備や学校跡地を市民活動拠点として利用
できるようにしてきました。また、市民館、スポー
ツセンター等の市民利用施設を区が管理運営するこ
ととしました。
三つ目は、「市民に便利で快適なサービスを効率的、

効果的かつ総合的に提供する区役所」です。
内容としては、利便性の高い快適な窓口サービス

の提供、区役所と支所、出張所等の窓口サービス機
能再編の取り組み、区役所等庁舎の計画的・効率的
な整備です。具体的には、「区役所サービス向上指針」
を策定し、フロア案内を設置し、また、毎月第２・
第４土曜日に区役所区民課、保険年金課の受付窓口
を開設しています。平成23年度には出張所の届け出
業務を区役所に集約して窓口業務の分かりにくさの
改善を図ってきました。
最後に四つ目が、「地域住民の総意に基づく自治を
実践する区役所」です。
内容は、区民会議の充実、区における総合行政の

推進です。区役所と局の円滑な調整、区役所の企画
調整機能の強化を目的に「区における総合行政の推
進に関する規則」を制定するとともに、区役所の予
算権限強化も図っています。現在、各区役所には地
域課題対応事業費として、年間5,500万円の予算が
付与されています。また、地域における課題解決や
協働に伴う区役所職員の育成のため、「第３次区人材
育成計画」を策定し、取り組みを進めています。

司会　ありがとうございました。区役所の制度面を
中心に確認しましたが、ここからは「参加・協働の
拠点としての区役所」という視点で話を進めていき
たいと思います。区役所の機能強化と市民協働拠点
としての動きや、都市内分権組織としての区役所の
考え方について、名和田先生にお話を伺いたいと思
います。

⑴地域の課題を発見し、迅速・的確な解決を図る区役所
→区における地域課題への的確な対応
①区役所を地域のまちづくり拠点として整備
②区役所を総合的な子ども支援拠点として整備

⑵地域活動や非営利活動を支援する市民協働の拠点としての区役所
→区における市民活動支援施策の推進
①区における市民活動支援の推進
②区における市民活動拠点の有効活用

⑶市民に便利で快適なサービスを効率的、効果的かつ総合的に提供する区役所
→便利で快適な区役所サービスの効率的・効果的・総合的な提供
①利便性の高い快適な窓口サービスの提供
②区役所と支所、出張所等の窓口サービス機能再編の取り組み
③区役所等庁舎の計画的・効率的な整備

⑷地域住民の総意に基づく自治を実践する区役所
→市民参加による区行政の推進
①区民会議の充実
②区における総合行政の推進

図１　めざすべき４つの区役所像
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治体となるという制度構想を提唱しました。この場
合は、合併によってなくなった旧自治体が「政府」と
なることが目標とされていますので、法人格や課税
権や条例制定権を持つことが必要だという考えです。
しかしこれだとあまりに分散的すぎて、都市空間

の一体的管理が難しくなると危惧する向きもあるか
もしれません。そこで、合併によってなくなった自
治体を、再度自治体にするのはかなわないまでも、
役所の出先機関を置いて、住民から役所が遠くなっ
てしまう不便に対応する。あるいは住民代表組織、
場合によっては選挙制のそれを置いて、民主主義が
薄くなるのに対応する、という仕組みが考えられま
した。これが都市内分権です。
指定都市の区役所は市の中の一機関という位置付

けです。区というものは置くけれど、法人格は持た
ない。課税権も当然ありませんが、一定の予算に関
する権限を与えられています。それから、条例制定
権は与えられませんが、一定の決定権が与えられる。
指定都市の区役所も、都市内分権組織としての機能
を有しているといえます。

都市内分権の背景としての市町村合併

名和田　法政大学の名和田です。川崎市
ではいろいろ仕事をさせていただいてい
まして、もともと住んでいた時期も長い
ので、川崎には愛着を持っています。
さて、今司会から問題提起のありまし
た「都市内分権」について、まずはお話さ
せていただきます。
国際的に見ますと、都市内分権が制度
的に展開されたのは、市町村合併が主た
る要因だといえます。
この市町村合併が行われる背景には二
つ要因があると思います。一つは、生産
力の向上や文明の発展によって健康で文
化的な最低限度の生活に関する人々の欲
求水準が向上して、公共サービスに求め
られる水準が向上した。そのため公共サ
ービスの重要な担い手である市町村がよりしっかり
しなくてはならないという要請が出てきます。だか
ら合併をしましょうというものです。
ただこれだけなら、例えばフランスのように、新
しい高度な公共サービスは中央政府が出先機関で行
い、市町村合併はしないというやり方もある。しか
し、フランスも実は都市部では合併しているのです。
では、都市で合併が起きたのはなぜか。これが合
併の要因の二つ目ですが、従来の都市自治体の区域
をはるかに超えて、資本主義都市が膨張していくと
いう工業化の時代を迎えたとき、この膨張した都市
空間を一体的に管理する必要が生じ、そのためのシ
ステムとして、都市自治体が位置付けられたわけで
す。そのために都市の周辺部後背地の合併が行われ
たということだと考えられます。川崎、横浜といっ
た神奈川県内の大都市もそういった事情で合併が行
われて、今日の市域が形成されたと思います。
合併すると当然、民主主義が薄くなる、役所が遠
くなる、地域として必要な独自の振興策が取れなく
なるといった不都合が生じます。
アメリカで1960年代に活躍した公民権運動家、ミ
ルトン・コトラーは、合併によって自治体としての
地位を失った地域が、「近隣政府」としてもう一度自

名和田 是彦（なわた よしひこ）氏
東京大学法学部卒業。横浜市立大学、東京都立大学を経て平成17年4
月から法政大学法学部教授を務める。専攻は、法社会学、公共哲学、
コミュニティ論。横浜市を中心にコミュニティと住民参加の実態を研
究しており、「都市内分権研究会」代表や総務省「新しいコミュニティの
あり方に関する研究会」座長、総務省「第29次地方制度調査会」委員等
を務めた。現在、第４期川崎市自治推進委員会委員長、コミュニティ
政策学会会長。
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「分散」と「分権」

名和田　この都市内分権の性質を、現在の日本で理
解する助けになる概念として、フランスやドイツの
行政法学で語られる「分散」と「分権」というものがあ
ります。
「分散」というのは、行政サービスの身近さを確保
するために役所の出先を地域展開し、行政組織内部
での役割分担をしていくものです。
これに対して「分権」とは、自治体の中で決定権限
を地域に移譲するということです。この分権を本格
的に行うには、行政の出先に住民代表的な機関を置
いてこれを地域住民が選挙するという仕組みが究極
的には必要でしょう。日本の地方制度調査会※1でも
何度かこういう議論がされましたが、その都度頓挫
して今日に至っております。選挙制の地域組織の設
置は、日本ではまだ法制化されていませんが、諸外
国ではたくさん例があります。
随分抽象的な話をしましたけれども、ここで日本
の指定都市の仕組みに立ち返りますと、先ほど申し
ました「分散」は、1990年代ぐらい、ちょうど札幌市
や広島市など指定都市が増えた時期ですが、あの頃
から区役所機能強化が取り組まれて、随分進みまし
た。
一方、「分権」の方はあまり進んでいないと思いま

す。後ほどお話があるかと思いますけれども、川崎
市では条例によって区に区民会議を設置したという
のが、この「分権」の側面における大きな試みであり
まして、私としては高く評価しています。
もともと日本では、都市内分権というのは非常に
弱くて、恐らくその要因は、昔の殖産興業、富国強
兵という、追い付き追い越せ型の開発主義的な体質
にあると考えています。つまり、国を挙げて先進国
に追い付くために、身近な住民サービスは後回しに
されたのです。
この結果できたのが、自治会、町内会という独特
の民間地域組織であると思います。諸外国では、合
併で地域運営の仕組みを失った地域がきちんと運営
されるように都市内分権や近隣政府をあてがったわ
けですが、日本の場合は明治の大合併や昭和の大合
併の際には、それが民間に任され、地域社会は完璧

に制度の外に放置されたということでしょう。この
点で、日本の町内会、自治会は独自な重要性を持っ
ているともいえます。

地域自治区制度～第27次地方制度調査会答申～

名和田　平成の大合併で、ようやく都市内分権の制
度が法律によって用意されました。「地域自治区制
度」です。この制度を利用している自治体はそれほ
ど多くはありませんが、この制度設計思想には大変
興味深いものがあります。平成15（2003）年11月の第
27次地方制度調査会答申にはこう書かれています。
「地方分権改革が目指すべき分権型社会において
は…（中略）…団体自治ばかりではなく、住民自治
が重視されなければならない。基礎自治体は、その
自主性を高めるために一般的に規模が大きくなるこ
とから、後述する地域自治組織を設置することがで
きる途を開くなどさまざまな方策を検討して住民自
治の充実を図る必要がある。」
ここで言われている「地域自治組織」が「地域自治

区」になるものです。住民自治の充実、民主主義を
しっかりしましょうということです。私は、川崎市
の自治基本条例における「参加」とは、「住民自治の充
実」のことだと理解しています。
ところが、この答申は続いて地域自治組織の役割

をもう一つ述べています。
「また、地域における住民サービスを担うのは、
行政のみではないということが重要な視点であり、
住民や、重要なパートナーとしてのコミュニティ組
織、NPOその他民間セクターとも協働し、相互に連
携して新しい公共空間を形成していくことを目指す
べきである。」 この「また」の後に書いてあることは、
「協働」です。川崎市の自治基本条例でも「協働」とい
う概念で語られています。
諸外国における都市内分権の狙いは、一般的に今

引用した前者、住民自治の充実・参加の方です。薄
くなった民主主義を再び身近なものにするという要
請に基づいています。ところが、私が主宰して行っ
た国際比較研究によると、この答申でもう一つの重
要な狙いとしている「協働」という観点が強いのが、
日本の都市内分権の大きな特徴であると思います。
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これは地域自治区制度を採用した自治体ではもちろ
ん、採用していない自治体でも同様です。独自の条
例や要綱を作って都市内分権を試みる自治体が今は
非常に増えているわけですが、いずれも例外なくこ
の「協働」を重視した仕組みであるといえます。

Ⅱ　参加・協働の拠点としての区役所

司会　ありがとうございました。本市でも、区にお
ける参加・協働の取り組みは、1970年代頃から始ま
っています。本日は、麻生区から瀧峠区長においで
いただいていますので、これまでの変遷や最近の取
り組みなどについて、区長としての実感も踏まえて
お話をいただきたいと思います。

川崎市の区における参加・協働と機能強化

瀧峠　川崎市は市制施行から50年ほど経った昭和47
（1972）年に指定都市になり、行政区が設置されまし
た。翌48（1973）年に人口が100万人を突破しました
が、区レベルでの行政サービスや地域振興をもっと
充実をさせていこうという大きな方向性があったと
思います。
組織的には、まず昭和53（1978）年に「区民懇話会」

が各区に設置されました。これは諮問機関的な組織
で、団体の代表や区民の委員に集まっていただいて、
提言書のようなものをまとめる趣旨で設置されてい
ました。
少し間が空いて平成２（1990）年に、これは財政面

ですが、「区政推進事業」が創設されまして、１区当
たり3,000万円の予算が付きました。併せて、区政
推進担当主幹および主査を各区に配置し、今の区役
所企画課の前身となる担当組織を置きました。
さらにこのとき、町内会・自治会や団体代表の方々

が中心だったと思いますが、「区政推進会議」という
組織も立ち上がっています。さまざまな区政の課題
や区政推進事業費の使い方について審議、議論して
いました。
その後、平成５（1993）年ごろから「区づくり白書」

の策定が３年ほどかけて各区で進められていきます。
これは区政推進担当や地域の方々が中心になりなが

ら策定されたもので、各区で名称は異なりますがい
わゆる白書というものを作りました。
平成７（1995）年頃からは、住民サービス、行政サ

ービスの面で区役所の組織も含めた枠が拡大してい
きます。平成７（1995）年にまず福祉事務所が、その
２年後に保健所が区役所に編入されています。
また少し内容は違いますが、「まちづくり推進組

織」がこの頃立ち上がって、平成11（1999）年くらい
までにそれぞれの名称で各区に設置されています。
市民活動団体などさまざまな団体の代表の方々が区
の地域の課題に取り組んでいくもので、区づくり白
書で挙げた課題の解決などを区民が自分たちで一つ
ずつ実現していこうというものです。ちなみに、麻
生区の場合は、「まちづくり市民の会」という名称で
したが、平成23年度で幕を閉じています。区によっ
て状況は異なりますが、こういう組織についても設
置されているということです。
それから、１区3,000万円の予算で始まった「区政

推進事業費」は、平成14（2002）年に現在と同じよう
な形の「魅力ある区づくり推進事業費」になり、１区
5,000万円に拡充されています。またこのとき、市
の「行財政改革プラン」も策定されて取り組みが本格
化しました。
区役所の組織では、平成15（2003）年、道路関係の
土木事務所が本格的に区役所に入りました。平成17
（2005）年にはいわゆる生涯学習も、生涯学習支援課
として区の機構の中に一部入ってきました。今は「こ
ども支援室」という名称になっていますが、初めて
区の中にこども関係の組織も整備されています。
また、平成17（2005）年には、新総合計画が出来上

瀧峠 雅介 氏



12 政策情報かわさき　第28号

がり、平成18（2006）年に区民会議が本格的に設置、
平成21（2009）年には住民投票条例が施行され、全市
的な規定、枠組み等についても整備されてきていま
す。平成23（2011）年に公立保育園の管理・運営が区
に移管され、平成24（2012）年には、子どもが放課後
等に遊びを通じて仲間づくりを図るわくわくプラザ
事業や、こども文化センターの管理・運営について
も各区役所に移管されました。
こうして、大きくは市民に身近なレベルでの行政
サービスの充実、そして地域でのまちづくり、協働
につながる取り組みが、区役所の組織改正等を中心
にして、拡充してきているということだと思います。

麻生区の特徴～麻生市民交流館「やまゆり」と市民
提案型事業～

瀧峠　区における参加・協働というと、大きく３点
ポイントがあると思います。１点目は、区役所の組
織も含めた推進体制あるいは地域活動拠点づくりと
いったもの。２点目は、区民会議に代表されるよう
な、参加や協働を進めていく上での仕組みに類する
もの。３点目は、行政と地域が協働で事業を進めて
いく上での財政面の仕組みです。

こうした観点を踏まえて、少し麻生区の取り組み
を紹介したいと思います。はじめに市民活動の拠点
の関係で、麻生市民交流館「やまゆり」の設立です。
新百合ケ丘周辺のまちづくりは区画整理事業の中

で展開されてきましたが、そのまちづくりの中で事
業者から活動拠点施設の提供という形で市への寄附
があり、平成19（2007）年に麻生市民交流館「やまゆ
り」が開設されました。最初は（仮称）新しい市民利
用施設市民検討委員会という、先ほどのまちづくり
市民の会のような組織が主体となって運営していま
したが、その後NPO法人あさお市民活動サポートセ
ンターが設置されて、現在はそこが運営を担ってい
ます。
具体的な運営方法は、区から施設をNPO法人に貸

し、区は賃借料をもらいながら必要な補助金や運営
委託をする。NPO法人では「やまゆり」の利用者にサ
ービスを提供し、一定の利用料を得て運営をしてい
ます。現在登録団体は574団体、稼働率は89%程度で、
かなり利用されています。あまり大きな施設ではあ
りませんが、会議室二つとサロンを設け、場の提供
や相談窓口、情報提供、人材育成などの事業を展開
しています。こうした独立型の拠点があるのは、地
域活動・市民活動の推進における麻生区の特徴では

年 区役所の予算・組織に関すること 区における参加・協働の取組
昭和53 1978 ・「区民懇話会」設置（2000年に解消）

平成2 1990 ・区政推進事業費を創設　（１区3,000万円)・総務部総務課に区政推進担当主幹及び主査を配置
平成5 1993 ・「区づくり白書」の策定（～1996）
平成7 1995 ・福祉事務所を区役所に編入
平成9 1997 ・保健所を区役所に編入 ・「まちづくり推進組織」順次設置（～1999）
平成10 1998 ・「市民健康の森」事業順次開始
平成11 1999 ・区パートナーシップまちづくり事業費創設　（１区 300万円） ・「都市計画マスタープラン」区別構想の策定順次開始
平成13 2001 ・「市民活動支援指針」を策定

平成14 2002 ・区政推進事業費と区パートナーシップまちづくり事業費を廃止　⇒魅力ある区づくり推進事業費を創設 （１区5,000万円）
平成15 2003 ・土木事務所を区役所へ編入 ・「かわさき市民活動センター」を設置

平成17 2005
・款・区役所費の創設
・生涯学習支援課を設置
・区役所付け担当組織として、こども総合支援担当を配置

・「自治基本条例」を施行
・各区で「区民会議」を試行（H17年度内３回）

平成18 2006 ・魅力ある区づくり推進事業費を協働推進事業費に改める（1区5,500万円に増額）・区の課題解決に向けた取組の予算を創設 ・「区民会議条例」を施行、各区に「区民会議」を設置

平成20 2008 ・「協働型事業のルール」を策定

平成22 2010

・協働推進事業費１区5,500万円の予算権限を区長に付与
・協働推進事業費と区の課題解決に向けた取組の予算を統合
　⇒地域課題対応事業費として統合（予算権限を区長に付与）
・道路公園センターを設置
・教育文化会館・市民館の管理運営業務を教育委員会から各区役所に委任
・スポーツセンター・とどろきアリーナ・体育館・武道館を各区役所が管理運営

平成23 2011 ・公立保育園の管理運営及び地域子育て支援センター事業を各区役所に移管・市税事務所（市税分室）の開設

平成24 2012 ・出張所の届出業務を区役所区民課に集約・こども文化センター・わくわくプラザ事業の管理運営業務を各区役所に移管

表２　区における参加・協働の変遷
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ないかと思います。
それから、協働を推進していく仕組みの一つに「市

民提案型事業」があります。これも各区にあります
が、麻生区の場合は少しきめ細かくて、現在、三つ
の制度を持っています。一つ目は「地域課題解決型
提案事業」です。これは一般的な制度として、さま
ざまな分野にまたがる提案をいただくもので、今年
度については12件応募があり、５件が選定されてい
ます。
二つ目は、地域活動、住民自治の母体になってい
る町内会・自治会組織をより活性化しようというこ
とで、町内会に限定した「町内会提案事業」制度を設
けています。そこでは、例えば自治会の農園活動で
すとか、地元の片平川に架かる橋に名前を付けるよ
うな事業が提案されています。
それから三つ目は、先ほどの麻生市民交流館「や
まゆり」の中で、少し小さな市民活動からも育てよ
うという趣旨で「麻生区地域コミュニティ活動支援
事業」制度を設けています。
これら３種類の提案制度を組み合わせながら、地
域活動、市民活動の振興を図っているところです。

司会　どうもありがとうございました。続いて、こ
れまでさまざまなお立場で長年川崎のまちづくりに
かかわってこられた大下さんに、ご自身の経験をも
とにお話を伺います。

「川崎都民」から「川崎市民」へ

大下　私は市民という立場から、参加と協働に至る
プロセスを少し振り返ってみたいと思います。

私が川崎に移り住んだのは、市が指定都市へ移行
した２年後の昭和49（1974）年です。前年に第１次オ
イルショックがありましたが、時代はまだ高度成長
期、地方から都市圏へ人口が流入していた時期で、
私もその１人でした。その頃の生活は、朝起きて東
京の職場へ出ていって１日東京で暮らして夜に帰っ
てくるというものでした。「川崎都民」という言葉が
はやるくらいで、この川崎都民をいかに「川崎市民」
にするかというのが、社会教育の分野では一つの大
きな課題であったようです。私もその頃は文字通り
の「川崎都民」でして、参加と協働とか、市民として
の当事者意識などは皆無でした。
それが一転してガラッと変わったのは、昭和57

（1982）年、川崎市が指定都市に移行してちょうど10
年目の宮前区が誕生した年です。近くのこども文化
センターで「父親家庭教育学級」が開かれました。高
津市民館（教育委員会）と当時の菅生こども文化セン
ター（民生局）が共同で企画・実施したもので、い
わゆる会社人間の男たちを家庭・地域に取り戻す、
すなわち「川崎都民」を「川崎市民」にするというのが
コンセプトでした。
現在の参加や協働という意識からは程遠い、はる

か以前の話です。まだ会社も半ドンでしたが、２週
間に一度、土曜日の夜に計10回父親学級に通いまし
た。男が家庭に帰るとはどういうことか、男の自立
とは何か。あの頃、職業人としては一人前の仕事を
していたが、市民として生活人としては自立どころ
か存在すら危うかった。地域住民としては全く何も
していない、川崎市民としての意識も全くなかった
のです。
そんなときに行政が、父親家庭教育学級を仕込ん

でくれた。学習プログラムは、「男の子育てを考える」、
「現代の子どもと親子関係」、「地域教育力と父親の役
割」、「男の自立と地域」というものでした。地域教育
力を立て直す上で、男たちは、父親は何ができるか
ということを考えたのです。この学習機会は参加し
た男たちの生き方を大きく変えた。おやじたちの中
で、地域性とか市民性というものが少しずつ育って
いったと思います。
学級終了後は、自主的に「おやじの会」を立ち上げ
ました。会の名前は「いたか」。めったに顔を合わせ

麻生市民交流館「やまゆり」で開催された「健康見本市」。
市民団体によるパフォーマンスや展示が行われた。
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ない子どもが父親を見て、「あ、お父さん、いたか！」
と叫んだことからネーミングしたのです。それほど、
父親は家庭・地域を留守にしていたんですね。この
会は今でも続いていまして、平成25（2013）年で30年
になります。
「会社人間から地域の人間へ」。おやじの会として
は、ちょっとかっこいい言葉なのですが、子どもが
育ち、独立していくと、おやじは自然と「わが子の
おやじ」から「地域のおやじ」へと転換していく。そ
の過程で市民、そして地域社会の一員として、個と
しての親から地域のおじさん、おやじになっていく。
「個から公へ」という一つの歩みといえると思います。
父親家庭教育学級は、私にとって、今日の参加と
協働の起点になったのではないでしょうか。川崎は
よくやってくれたとつくづく思います。

民から公へ～宮前区長としての経験～

大下　その後、宮前区長として平成17年度から19年
度にかけて行政の仕事をさせていただきました。３
年間でしたが、サラリーマン生活一筋の私にとって
は極めて貴重な経験で、個から公へと立ち位置を変
えて、自分自身の生き方も含めて参加と協働、地域

社会の重要性を知ることができました。
当時を振り返ると、「常に全体に関わ
る」立ち位置にいたと思います。多様な
市民のニーズがある中、大局的にどう優
先順位を判断していくのか。緊急性、必
要性、公平性の問題など、さまざまな要
素を考えて決めなければなりません。公
とは何かということについて、「不特定多
数の第三者利益」というどなたかの学者
の言葉がその当時非常に印象深く、「私に
背いて公に向かう」という視点をいただ
きました。１人のおやじ、１人の地域住
民がそういう立場の経験をさせていただ
いたおかげで、自分自身の生きがいや自
己実現を、どう「公」の世界につなげてい
くかという視点を得られたこと、自分の
中で「個と公」をどう絡めていくかが大事
だなと思えたこと、これは得難い経験で

した。
行政に入ってみて、良いところも悪いところも含

めて「公」がよく分かっただろうと、多くの方から聞
かれました。確かにそういう一面もありましたが、
それ以上に私にとって大事だったこと、それは市民
としてのありようです。「公」のサイドに立って初め
て市民が見えたという感じですね。
市民はどうあるべきか。「参加と協働」といいます

が、まちづくり、協働、新しい公共を担っていく市
民はどうあるべきなのか。これは私自身の課題でも
あり、生きる意味の実現につながることです。
今、私たちの世代は、会社人生に終止符を打って

個人に戻り、自分自身の歴史をつくりつつ、生きて
いる意味をどこに求めていくかということを考える
わけです。そのとき「公」が一つの大きな目標になる
ので、そこに至る過程に参加と協働の仕組みがある
というのは非常に勇気づけられることです。さまざ
まな地域の活動に参加することによって「公」に身を
置くことができるからです。それがひいては自分個
人の人生を深く生きることにつながる。そのために、
市民もきちっと自分自身を育てて参加と協働を担う
市民としての当事者意識を育むこと、この点が非常
に大事ではないかと思います。

大下 勝巳（おおした かつみ）氏
40歳の頃より、おやじの会「いたか」や自治会などを通じて地域活動
に関わる。（公社）日本広報協会（理事）を退職後、全国初の民間人区長
として川崎市宮前区長に就任（任期：平成17年４月１日～20年３月
31日）。文部科学省今後の家庭教育支援充実についての懇談会委員、
第２・３期川崎市自治推進委員会委員を務めた。現在、おやじの会「い
たか」世話人、ＮＰＯ法人かわさき創造プロジェクト代表理事、川崎
市社会教育委員会議議長、（公財）かわさき市民活動センター副理事長。
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居場所イコールつながり

大下　それからもう一つ付け加えたい話があるので
すが、私は多摩区に住んでいるので、区役所に登録
して区民活動支援コーナーを何かと使わせてもらっ
ています。印刷機も会議室もあり、身近なところに
活動の拠点があるというのはありがたいことです。
他にも、かわさき市民活動センターやこども文化セ
ンター、各区の市民館・分館など、川崎には活動の
拠点となる場所がいろいろあります。一方で、まだ
足りないという声もありますが、財政的には、新し
く建物を作る時代ではないわけですから、今後は新
たな方向性が必要になるかと思います。
私はやはり、居場所というのは、単純に場所やス
ペースであるだけでなく、根底にあるのは「人のつ
ながり」だと思います。おやじの会では、この30年
の間に、「川崎おやじ連」というネットワークをつく
り、麻生区、多摩区、宮前区、高津区のおやじの会
５団体がつながって活動しています。一つの「個」と
してのおやじあるいはおやじの会ではなくて、横に
つながることによって「地域の一員としてのおやじ」
の役割を考えようと、そういう意識をみんなで共有
しています。
つながりがあってネットワークがあるから、そこ
が居場所となる。だから、居場所というときは、場
よりもつながりの方をまず考えたいと思っています。

宮前区菅生こども文化センターの「わかば祭」に、おやじの会
「いたか」が参加。特大シャボン玉に子どもたちもビックリ！

求められる住民自治充実の仕組み

名和田　今、皆さんのお話を伺いまして、二つ考え
るべきことがあるなと思います。

まず一つ目として、瀧峠区長が参加と協働の仕組
み、拠点、財源が重要だとおっしゃった点。もう一
度、参加と協働の論点に戻って考えてみると、各指
定都市では区役所の機能強化は横浜市を筆頭に1990
年代からずっと進んでいて、言い方はちょっと大げ
さですがこれ以上やったら区長独裁になります。つ
まり、市長も住民もコントロールできない、特殊な
政治権力が生じてしまうといったようにならないか
と危惧するわけです。
やはり、区長あるいは区役所にそれだけの権限を

与え機能強化を進めるのであれば、それを選挙民が
民主的にコントロールできるような、住民自治の充
実の仕組みが必要になるところまで、もう差し掛か
っているのではないかと思います。
ですから、「分散」は随分進んだけれども、「分権」が

進まないこのギャップを埋めなければならない。こ
れは川崎市だけでどうこうできることではなく、ま
さに今の第30次地方制度調査会で議論されていまし
て、区長を特別職にするとか、区長の公選とか、区
議会みたいなものの可能性についても今後検討する
という方向性が出されているようであります。
ただ川崎市でも、いろいろと努力をしておられて、

条例上の存在として区民会議を設けていることは非
常に高く評価される取り組みだと思います。
二つ目に、大下さんからは、民の精神、個から公

へというお話がありました。市民はどうあるべきか
ということを、大下さんが区長経験の中で感じられ
たのは、まさに協働のための豊かな人間をどうつく
るかが課題だということだと思います。これは恐ら
く決め手はなくて、活動しやすい仕組みづくりと併
せて、さまざまな活動を通じて豊かな民をつくりあ
げていくしかないのだろうと思います。その意味で
は、瀧峠区長からご紹介いただいたように素晴らし
い取り組みが系統的に行われ、民の力の掘り起こし
が行われている点は、注目に値すると思います。

Ⅲ　区における市民自治の取り組み

司会　ありがとうございました。ここまで、参加と
協働としての区役所という視点で話を進めてきまし
た。次に、区における参加・協働の仕組みとして川
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崎市の「区民会議」について取り上げたいと思います。
では、区民会議の仕組みやこれまでの取り組みにつ
いて向坂部長から説明をお願いします。

進化している区民会議

向坂　それでは私から区民会議の概要について説明
させていただきます。区民会議は自治基本条例第22
条に基づいて設置されているもので、平成18（2006）
年に区民会議条例が施行され、現在第４期目を迎え
ています。
主な役割は、区における地域社会の課題を把握し
て、その解決を図るための方針や方策について調査
審議を行うことです。委員は、団体推薦、公募、区
長推薦という形で選任し、20人以内の組織として市
長が委嘱します。任期は１期２年。団体推薦委員に
は、地域での活動等を通じて多様な意見をいただく
ことと、審議結果を活動の場に持ち帰って課題解決
の取り組みにつなげていただくことを考え合わせ、
活動分野のバランスを配慮しながら区の状況に合わ
せて推薦依頼する団体を選定しています。また、公
募委員は、広く区民の意見を反映させることを目的
に各区で人数を定めて選任しています。区長推薦委
員は、公募、団体からの選任を補完するものとして、
委員の性別や年代、地域バランスを考慮して選任し
ます。市議会議員、県議会議員には選挙区となる区
の区民会議参与として出席できるようにしており、
話し合いの場で必要な助言をいただいています。
続いて区民会議の仕組みですが、流れとしては、
まず地域の状況について意見交換し、整理分析する

中から課題の把握を行い、審議テーマを選定します。
そして課題解決の方向性や取り組みの担い手などさ
まざまな視点から話し合って解決策の検討を行い、
審議結果について区長へ報告します。
区長はその審議結果を尊重して、区民の自主的な

取り組み、区民と行政の協働による取り組み、行政
による取り組みなどを進めて課題の解決に努め、区
民会議が提案した取り組みを地域で実践することで
課題の解決を図るということになっていきます。
第１期の区民会議においては、まだ各区とも手探

りの中で運営しながら、一定の調査審議結果を出し
ていったところです。第２期では、第１期の委員が
多く再任されたこともあり、第１期ではまだ不十分
であったものについて審議を継続するとともに、新
しいテーマを見つけて調査審議を行いました。第３
期になると、ほとんどの区で再任が２期までとなっ
ている関係から、当初の委員が多く入れ替わり、第
１期以降の調査審議の仕方や解決していない課題テ
ーマの取り組みの仕方など、調査審議の方向が少し
ずつ進化していきました。また、一つのテーマに絞
り込んだ新しい課題にするなど、取り組みの仕方が
収束してきまして、徐々に制度の定着が図られてき
ていると感じています。
今年度からは第４期区民会議がスタートしていま

す。現状の区民会議としては、区域内の課題を持ち
寄って、課題の解決に向けた調査審議を行って実践
することで、着実に成果を上げてきていると考えて
います。

 

 

  

 

 
 

 

図１　区民会議の流れ

司会　ありがとうございました。それでは次に、区
民会議における具体的な取り組み状況や課題につい
て、瀧峠区長からお願いします。

向坂 光浩 氏
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人と人とのつながりを踏まえた地域づくり

瀧峠　第４期麻生区区民会議では、「安全・安心のま
ちづくり」と、「若者が住みたくなる魅力あるまちづ
くり」という二つの部会があります。大枠は条例で
定まっていますが、麻生区は委員構成が少し特徴的
です。
団体推薦、区長推薦、公募という大きく三つの委
員の枠があり、団体推薦については町会連合会や、
商店街連合会、文化協会、社会福祉協議会など、大
体どこの区も同じかと思いますが、７人の委員さん
がいます。
区長推薦についても７人で、麻生区は農業のかな
り盛んなところなので、いわゆる農協さん、JAセ
レサ川崎から入っていただき、また学識経験者等で
昭和音楽大学や芸術のまちづくりのNPOの方々に
も入っていただいています。
公募については７人以内という規定を設けていま
すが今期は６人です。他の区では２、３人程度かと
思いますが、麻生区の場合にはなるべく幅広くいろ
いろな委員さんに入っていただこうということで、
公募が少し多くなっています。
それから、第１期からの調査審議の全体テーマを
振り返ってみると、表現こそ変わっていますが、人
と人とのつながりを踏まえた地域づくりをどう進め
ていくか、ということで一貫しています。個別テー
マでは、例えば、「高齢者が輝く地域づくり」や、地
域のつながりと言ってもいろいろありますが、「文化
芸術」「環境・緑」といったものがある程度引き継が
れてきています。委員自身が議論する中で、前期の
提言や取り組みの内容も踏まえながら進められてき
ているといえます。
実践としての取り組みでは、例えば、エコカルテ
やパンフレットの作成などがあります。また、特に
緑の関係では、里山のボランティア活動をやろうと
いうことで、地域団体と第３期の委員が協力し、地
域課題解決型提案事業制度を活用しながら、早速今
年度からボランティアを募集して区内のいくつかの
里山の維持管理に入っています。区も予算を出して
いますが、地域の方々が中心になって行っています。
それと、高齢者や障害者福祉の関係で、なかなか

一元的な情報提供がなされていないことから、市政
だより特別号や網羅的なガイドブックの発行ができ
ないかといった提言を受けて、現在取り組んでいる
ところです。このあたりは、もちろん地域の人と一
緒にやるわけですが、やや行政、区役所が主体で実
施をしていく分野かと思います。
実践の方法や主体を見ると、現状では、まず一つ

目としてこの里山のボランティアのように区民会議
の委員の人たちが主体的に実践をしていく、あるい
は区民会議の任期中にモデル実施をするということ
があります。二つ目は今ご紹介した区役所がやや主
体的にやるような実践の事業。それから三つ目が、
既存の地域団体による実践事業です。芸術とかコミ
ュニティの文化団体やNPO、社会福祉協議会関係の
団体や、直接事業委託はしていませんが、交通安全
や防犯などでは町内会・自治会が実践の主体になっ
ているという気がします。

司会　ありがとうございました。ここで都市内分権
の観点からみた本市の区民会議について、他都市の
事例との比較も含めて名和田先生からお話しいただ
きたいと思います。

指定都市における都市内分権の状況

名和田　指定都市の都市内分権を見ると、そこには
大都市ならではの方向性が見えているように思われ
ます。
例えば、私が研究しているドイツの大都市、人口

178万人のハンブルグ市は七つの区に分権し、区に

三橋 秀行 氏（司会）
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区役所を置き、かつ選挙制の代表組織を置いていま
す。さらに、その各区がいくつかの地域に分かれて
おり、いわば二層制の都市内分権になっています。
日本の指定都市においても、かねてよりさまざま
な都市内分権的な仕組みが試みられてきました。昭
和49（1974）年に横浜市旭区にできた区民会議はその
最も早いものではないかと思います。これは行政区
レベルの会議で、かつ、どちらかといえば、住民自
治の充実、参加という方向、住民の声を区政に反映
させるという仕組みであったと思います。
他方、北九州、福岡、神戸、名古屋などは区レベ
ルで目立った取り組みはあまりなく、むしろ小学校
区程度のコミュニティレベル、連合自治会のレベル
に都市内分権的な仕組みを試みています。これはど
ちらかというと、協働の仕組みです。行政と区民と
が連携して、公共サービスをしっかりさせる、そう
いう意味合いが強いと思います。
川崎市については今ご説明いただいたように、条
例によって区レベルに区民会議が設置されていて、
もう４期目を迎えておられる。そして、条例上は調
査審議のための機関とされていますから、これは先
ほど申しました住民自治の充実、参加の文脈にある
仕組みです。
ただ、横浜市の区民会議もそうでしたが、どうし
ても区民会議委員の皆さんも調査審議するだけでな
く何かやりたいという気持ちになるので、協働の仕
組みへの志向性を持っている。これは日本独自の市
民性だと思いますが、条例の想定しないところかと
思います。
こうして見ると、今のところ、区レベルの都市内
分権的な仕組みとコミュニティレベルの仕組みとを
併せ持った指定都市というのはあまりない。私が見
るところ、一番しっかりしているのは新潟市かなと
思います。
新潟市は法律上の地域自治区の一種である区地域
協議会として、区ごとに区自治協議会を置いており、
さらに区内のコミュニティレベル、連合自治会のレ
ベルに協働の実践をする地域コミュニティ協議会と
いうものを住民に組織してもらっています。非常に
典型的に二層的な、かつ協働の仕組みを押し出して
いる日本型の都市内分権組織としての姿を持ってい

ると思います。

地域における協働の実働組織づくり

名和田　川崎市の区民会議に話を戻すと、一つ目に、
今後の課題として、調査審議を行う区民会議の考え
方を受けて、それを実行する主体をどう考えるかと
いうことがあります。もちろん、区役所、行政が一
方ではあるかと思いますが、協働ということで住民
側の体制も考えなければいけないと思います。
例えば、地域自治区制度を採用している自治体を

見ますと、宮崎市や岐阜県の恵那市は実働のための
ある種の独占団体をつくって、地域協議会の議決を
執行し、かつ行政からもらっている補助金を独占的
に使えるようにしています。協働のための住民組織
を別につくるというやり方です。これに対して、上
越市のように、そういう特別な組織をつくらないで、
こういう事業とこういうお金があるので誰かやりま
せんかと、地域協議会が公募し実働してくれる団体
を選定するというやり方もあります。
川崎市でも、各区の区民会議の示した方向性を、

区役所はもちろん、区民もまた協働の取り組みとし
て実働するには、どういう体制が考えられるかを今
後も検討していかなければいけないと思います。
歴史を振り返ると、実働することを想定された「ま
ちづくり推進組織」がありますが、それが区民会議
体制の下で実働組織なのかというと、そういう整理
もなかなか現時点ではしがたいと思いますので、こ
れが一つの課題ではないかと思います。
先ほど、区民会議委員の有志が里山のボランティ

アの活動をされる事例が紹介されましたが、区民会
議を卒業した委員が取り組みを実際にやってみると
いう流れの発端だと考えると、これは非常に良い循
環ではないかと思います。区民会議の人材育成的な
意味合いが今後期待されると思いますが、これを通
じて認知度も高まるのではないかなと思います。
それから二つ目に、区よりももっと小さなエリア、

連合自治会とか地区社会福祉協議会程度のエリアで
どのようにコミュニティ振興の仕組みをつくってい
くかということが今後の課題かと思います。川崎市
では、連合自治会や地区社協はきちんと活動されて
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いますし、川崎市地区まちづくり育成条例などの仕
組みを活用していくということもあると思います。
最後に余談ですが、川崎市の区民会議のパンフレ
ットのイラストでは、机をロの字型にして会議をし
ていますね。区レベルの会議ではどうしても「行政
に物申す」スタイルになりがちですが、委員構成も
バランスが取れているようですし、なかなか良い感
じの風景だと思います。

麻生区区民会議の様子。活発な議論が交わされる。

司会　ありがとうございました。続いて大下さん、
いかがでしょうか。

区全体の視点からの情報交換と相互理解

大下　３点お話したいことがあります。
一つ目は、区民会議は異分野の方々が一つのテー
ブルに着いて区の課題を話し合う、そういう場であ
るということ。先ほど瀧峠さんから委員構成につい
てお話がありましたが、例えば福祉、緑の保全、産
業振興といった、普段はあまり接触がない異なる分
野の人たちが同じテーブルに着いて、区全体の視点
を持って俯瞰的、複眼的に地域の課題を議論し、自
分たちの分野も含めて区全体として考えていく場と
なっています。ですから、そこに参加した人自身も
視野が広がって、自分たちの活動を高めていくとい
う、いわば個と全体がつながる良い循環ができる。
これが非常に大事であり、区民会議の一番大きな特
徴だと思います。
二つ目は課題の把握についてです。区によっては、
現在の地域課題について区民に公募で意見を聞いて、
区民会議の審議課題を設定しています。このように
課題把握のプロセスを一般区民の方と共有すること

は、区民会議自体の認知度の裾野を広げていく上で
も非常に大事なところだと思います。
最後にもう一つ。参加と協働は、市民がそれを担

うべき足腰を鍛え、意識も変えながら新しい公共を
担っていくことですが、同時に職員の皆さんも市民
とともに公共を担っていこうという、参加協働型時
代の職員として悩みながらも育っていく必要がある。
そういう職員と接することによって市民も触発され
るわけで、お互いが参加と協働型の世界を共に担え
るように、職員と市民が支え合うような交流ができ
ていければいいのではないかと思います。

Ⅳ これからの大都市における区のあり方

住民自治の強化

司会　現在、国の第30次地方制度調査会で大都市制
度について議論がなされています。
12月20日に公表された「大都市制度についての専

門小委員会中間報告」の中の「住民自治を強化するた
めの見直し」というところで具体的に書かれていま
すが、この中で指定都市における区へのさらなる機
能の付与などの話が挙がっていて、大都市における
区の役割が大きくなってきているといえます。
また、この中間報告では、住民に身近な行政サー

ビスを住民に近い単位で提供して、住民がより積極
的に行政に参加しやすい仕組みを構築するために、
区の役割の拡充について検討すべきと議論されてき
ています。さらには、区の権限強化と併せて、区を
単位とした住民自治の強化もこの中では考えられて
います。
大都市である川崎市における区役所のあり方につ

いて、これまでの話を総合した率直な感想なども含
めてそれぞれお話しいただきたいと思います。

名和田　第30次地方制度調査会の専門小委員会中間
報告を拝見すると、都市内分権という言葉が、恐ら
く初めて地方制度調査会関係の文書で公式に使われ
たという気がします。都市内分権による住民自治の
強化が指定都市にとって必要であるという提言を、
今後、地方制度調査会でまとめていきたいという内
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容の中間報告であるようです。
これは都市内分権という言葉が市民権を得たとい
う気がしますが、注目すべきはこの都市内分権の趣
旨として住民自治の強化ということが非常に強調さ
れている点です。
先ほど申しましたように、日本では区役所機能が
強化されるばかりで、それを民主的にコントロール
する方の制度は進展していません。川崎市は区民会
議をつくり進展しているわけですが、地方自治法上
の制度としては進展しないという状況が続いていま
す。このままで大丈夫なのかと思ってきたので、中
間報告で区レベルの住民自治を拡充するという方向
性が追及されているのは非常に好ましいことです。
こうした中で川崎市は自治体として、指定都市とし
てできることをやり、条例で区民会議を置いたとい
う点で、一番先頭を走っているのではないかとあら
ためて思います。
その反面、この中間報告では、第27次地方制度調

査会答申にあった協働という問題、区民がどのよう
に公共に関わり、行政と連携して取り組んでいくか
ということについてはほとんど書かれていない。別
に無視されているわけではないと思いますが、現場
である自治体としてはそっちのことを考えていくと
いう重い課題が残されているわけです。その意味で、
川崎市はこれからもいろいろな実験をしていくのだ
ろうと思います。

職員の育成と区民会議の拡充

名和田　それから、先ほどの大下さんの参加・協働
型職員の育成という文脈でそのことを捉え直してみ
たいのですが、指定都市では、コミュニティレベル
でさまざまな仕組みを展開されるときでも、区役所
が最も基礎的な組織となる。札幌市のようにたくさ
ん出張所を持つところもありますが、通常、人口十
数万、20数万人の中にたった一つ区役所があるだけ
というわけです。
今後、川崎市でも区レベルだけでなくコミュニテ
ィレベルでさらに取り組みが進むと、区役所として
は地区担当制のようなものを設けて、地域に出てい
くということになると思います。これが参加と協働

の時代にマッチした職員が育っていく一つの経路で
はないかと私は思います。川崎市の現状を見るとち
ょっと唐突かも分かりませんが、他の都市の事例な
どを念頭に置くと、そういったところも考えられま
す。

瀧峠　これまでのお話を聞いて、２点ほど付け加え
たいと思います。
一つ目は、区民会議の実践。川崎市の場合、自治

基本条例が施行され、区民会議も４期目に入り、こ
れまでいろいろ議論がなされ、仕組みも整備されて
きました。地域課題の把握、洗い出しがかなりされ
て、実践も随時やってきてはいるわけですが、これ
からは区民会議の考えを実践するステージをより推
進し、地域的にも世代間にももっと広げて、いろん
な形で拡充していく方策を考えなければいけないと
思います。
特に、町内会・自治会も市民活動団体も高齢化が

進んでいるので、シニアの方にご活躍いただくこと
はもちろん、若い世代、青年、壮年の人たちに少し
ずつでも関心を持って、多様なかたちで参加しても
らいたいわけですが、それをどう進めていくかとい
うことがあるかと思います。
もう一つは、よりきめ細かい地域コミュニティレ

ベルの活動や住民自治をどう行っていくかというこ
とです。これは以前からも今もやられてはいますが、
小学校区あるいは中学校区単位の中で、場としても
学校を拠点にしながら、幅広い地域コミュニティ活
動、住民自治活動をさらにどう広げていけるのか。
区の中のよりきめ細かな自治の推進という点が課題
かなという気がしました。

向坂　今の区民会議の一番大きな課題としては、認
知度をいかに向上させていくかということです。や
はり区役所のあり方がどんどん変わってきていると
いう部分を地域に発信していかないといけないと思
います。それと、地域から受け入れられるためにも
職員の人材育成をやっていく。地区担当制などは課
題を把握するためにも聞くという姿勢が必要であり、
そのスキルを持って地域に出ていける人材を区役所
で育てていかなければなりません。
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ハード面の整備も並行的に行いながら、区役所の
機能強化に耐えられる体制をつくり、求められる区
役所をつくりあげていく。これが、今、行政ができ
る努力だと考えています。

社会参加で健康づくり、自己実現

大下　2030年には３人に１人が65歳以上になるとい
われていまして、これから高齢者施策の面での行政
需要がどんどん増えていきます。それに備えるには
高齢者が健康寿命を伸ばすことが大切です。
従来、食事と運動ばかり言われてきた健康づくり
ですが、最近一つ要素が加わって、食事と運動プラ
ス「社会参加」、これが健康寿命を伸ばすということ
です。地域の一員として社会に参加し、生き生きと
活動する。そこに「公」へとつながる参加と協働の仕
組みがあるということは、健康寿命を伸ばす上で大
きな力となります。
ですから区民会議をより充実させていくことは、
参加と協働を通して自分も地域のためになるという、
市民としてのやりがいと生きがい、健康づくりにつ
ながっていきます。そのためにも、区民会議は、自
分たちの地域の課題を自分たちで解決していこうと
いう位置付けを、これからもきちんと維持していっ
ていただきたいと思います。多くの市民が参加と協
働によって生きがいを見い出して、健康寿命を伸ば
し、到来する超高齢社会を生き生きと暮らせる社会
をつくるために。
地域のために社会貢献すると、自分にも返ってく
るものがある。これは自己実現につながります。自
己実現は個人の問題という考えも一方にありますが、
しかし超高齢社会の中では、そこまで視野に入れて
行政は事業を行っていいのではないかと思います。
区役所は、参加と協働の拠点であると同時に、人の
つながりとコミュニティづくりの拠点、さらに健康
と生きがいづくりの拠点でもあるのだと思います。

司会　本日は「政策情報かわさき」の特集として、「指
定都市川崎における区役所のあり方」をテーマに座
談会を行いました。
本日は、お忙しいところご出席いただきありがと

うございました。
 （平成24年12月21日実施）

※１　地方制度調査会
地方制度調査会設置法の規定に基づき、内閣総理
大臣の諮問に応じ、地方制度に関する重要事項を
調査審議するため内閣府に設置される。現在、第
30次地方制度調査会が設置されている。
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１　はじめに

区民会議は、平成17（2005）年に施行した「川崎市自
治基本条例」に、市民自治の充実を具体化するための
仕組みとして位置付けられたものである。平成18年度
に各区に設置され、現在は第４期を迎えている。
この間、各区では放置自転車、子育て支援、防災、
環境緑化、地域コミュニティの活性化など、地域特性
に応じた課題を審議し、審議結果が区民と区役所との
協働事業に発展するなど、目に見える成果を挙げてい
る。
一方で、区民会議の市民への浸透は十分ではない。

平成23年度「かわさき市民アンケート」では、区民会
議を知っているのは約２割。区民会議の参加意向は、
７割以上が「参加したくない」とし、その理由として主
なものは「時間の余裕がないから」、「仕組みがよく分か
らない」であった。
「区民会議を知らない」、「仕組みがよく分からない」と
されるのは、歴史が浅いこともあるが、区民会議は行
政区（人口20万人前後）を単位に設置されていて、町
会・自治会ほど区民生活と密接に関わらないこと、東
京特別区の区議会との違いが分かりづらいなどが理由
として考えられる。また、前述のアンケートでは区民
会議への期待として、審議結果の実現が約６割と最も
高かった。区民に、区民会議への関心を持ってもらう
には、存在を知ってもらうための広報の工夫もさること
ながら、区民と共に地域の切実な課題に取り組み、こ
れまで以上に具体的な成果を区民に還元していくこと
が必要な状況である。

２　区民会議制度の概要

⑴　区民会議の趣旨
区民会議の役割は、区民の参加と協働により、地
域の課題を解決するための調査審議を行うことである。
これを区民の側に立って解釈すれば、区民会議は、単
に区役所に個々人の要望を述べる場ではなく、区役所
と一緒になって（うまく活用して）地域課題を解決する
ために、区民で合意形成する仕組みとして活用できる。
また、区役所の立場からすれば、区役所の把握する情
報だけで事業を計画・実施するのではなく、区民が合
意した内容を尊重し、区役所・地域・区民の役割分
担に基づき事業に取り組めるというメリットがある。い
ずれにしても、条例で公式に位置付けられた「区民の
合意形成の場」で区民と区役所の双方にメリットがあり、
区レベルでの自治を拡充させる制度といえよう。

⑵　構成
区民会議の委員は20名で、地域で活動する団体か

らの推薦、公募、区長推薦により選出された区民で構
成される。公募については、上越市の地域協議会※１

のような準公選制ではなく、応募した者の中から区役
所が設置する選考委員会などを通じて決められる。公
募は区民参加の機会を確保するためであり、団体から
の推薦や区長推薦の委員については、地域の課題に
実際に取り組んできた経験や学識的な視点を活かして
もらうことが期待されている。任期は１期２年で再任
はできるが、構成員の固定化を防ぐため、各区で再任
回数を制限している場合が多い。また、区選出の市議
会議員および県議会議員は、区民会議参与として出席

麻生区役所企画課 担当係長　白石 尚

区民会議の取り組みと
提案の実現に向けて
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≪市民の参加・協働による課題解決の取り組み－麻生区≫
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できることが特徴となっている。これは、議員としての
豊富な知識や経験、市政全体の観点からの助言を得
ることを目的としている。

⑶　区民会議の審議の流れ
区民会議１期２年間の取り組みの流れは、課題の

把握⇒審議課題・テーマの選定⇒課題解決策の検討
⇒審議結果のまとめ、となる（図１）。審議結果は、「提
案」や「報告」といった形で区長に提出される。
区民会議は諮問機関であるため、図１下半分の「課

題解決への取組」は、区民や区役所が実践することに
なる。区長は審議結果を尊重し、区民との協働、関係
機関との連携等を通じて、暮らしやすい地域社会の形
成に努めるものとされている。なお、審議結果の尊重
については、区長の努力義務であることが区民会議条
例に明記されていて、「提案しただけ」に終わらないよう、
制度的に担保されている。
また、川崎市では、市民自治と並行して区役所の機
能強化に取り組んでいて、区長の権限で区民会議提案
を事業化できるような環境が整えられている。「快適な
窓口サービスの提供に加え、地域の課題を自ら発見し
解決する市民協働拠点」を区役所の機能強化（区行政

改革）の基本的な考え方として、予算・組織・制度な
どの面から一体的に拡充させてきている（詳細はP.11・
12を参照）。
提案の実現のために必要な予算については、区役
所が独自に企画・執行できる「地域課題対応事業」の
予算枠（平成24年度5,500万円）がある。これによって
区民と区役所が協働する取り組みなどについて、スム
ーズな事業化ができるようになっている。

３　７区の取り組み状況

これまで区民会議でどのような課題が審議され、実
践されてきたのか。７区の第１期から第３期までの審
議テーマと取り組みの傾向を調べてみた。
まず、区ごとの全体的な審議テーマとして、「コミュニ
ティ」や「つながり」をキーワードに掲げるケースが多い。
高津区が「新しい形のコミュニティづくり～地域でつな
がる～」、宮前区が「明日のコミュニティづくり」や「宮前
区らしさと地域特性を活かしたコミュニティづくり」、多
摩区が「見直そう、創り出そう！思いやりの多摩区」、麻
生区が「心が響きあう地域づくり」や「人と人と心をつな
ぐ地域づくり」などである。こうした全体テーマが設定
された理由としては、個別の現象としての地域課題に
対応するだけではなく、区民が協力し合って課題に取
り組むことで豊かな地域コミュニティを形成し、さまざ
まな課題を地域で解決していく基盤をつくることを目指
していると考えられる。社会学的にいえば、ソーシャル・
キャピタル（人々の信頼関係や人間関係の豊かさ）のレ
ベルを上げる試みと捉えられる。
第１期から第３期までの個別の審議テーマは、各区

の地域特性に応じて多種多様であるが、その中で多か
ったのは、「安全・安心」、「子ども・子育て支援」、「環境」
の三つである。

⑴　安心・安全
防犯や防災などの「安全・安心」は、７区で延べ９
回審議テーマとして設定された※２。これは、地域の安
全・安心の確保のためには、行政だけでなく、地域や
家庭でも対策を行う必要があるという自助・共助意識
の高まりを反映したものと考えられる。また、東日本
大震災を通じ、「自分の命は自分で守る」という原則が図１　区民会議の取り組みの流れ



24 政策情報かわさき　第28号

再認識され、地域防災への関心がさらに高まったため、
第４期では多くの区で地域防災が審議テーマとして設
定されている。「安全・安心」に関する取り組みの実践
例としては、避難所運営会議の立ち上げや防災訓練の
促進、防犯ステッカーの配布、防災に関する研修・講
座やイベントの実施など、自助・共助を活性化させる
取り組みが多い。

⑵　子ども・子育て支援
「子ども・子育て支援」は、７区で延べ８回審議テー
マとして設定された。本格的な少子化や核家族化が進
む中でも、市内への若い世代の転入が続いており、子
どもや子育てをする親を地域でバックアップしていくこ
とが、共通の地域課題となっていることが背景にある。
区民会議の審議結果に基づく実践例としては、子育て
に関する情報発信の充実、子育て中の親子が交流でき
る機会の創出、子どもが遊べる場の提供などがある。

⑶　環境
地球温暖化防止や資源循環などの「環境」は、７区で
延べ９回審議テーマとして設定された。環境への取り
組みの視点は区によって異なり、地域特性を如実に表
している。市内で最も気温が高いとされている中原区
では、「地域で取り組む環境対策」として、ゴーヤーによ
る緑のカーテンや打ち水大作戦の実施など、地球温暖
化対策に力点を置いたようである。一方、市内で最も
緑地・農地面積の多い麻生区では、生ごみリサイクル
を基軸とした地産地消や、管理の行き届かない緑地を
保全する里山ボランティアの構築などが実施されている。

４　提案を実現させるために　　　　　　　　
～麻生区里山ボランティアの取り組み～

区民会議からの提案は区長に提出される。このため、
主に区役所が実施すべき提案については、前述した
区独自の予算によって事業化するなど実行に移せるが、
区民に相当関わってもらわないと実施できない提案に
ついては、実施につながらなかったり、実施されても
長続きせずに終わったりしてしまうことがある。
「提案後」についても、区民に主体的に関わってもら
うことは、「市民自治」や「参加と協働」といった区民会議

の存在意義に合致するものであるし、区民会議への関
心を高めることにもつながる。そのため、「提案後」にい
かに区民に関わってもらうかという仕掛けを、区民会
議で知恵を絞って提案に組み込んでおくことが重要と
なる。
第３期麻生区区民会議から提案され、平成24（2012）

年から実施されている「麻生区里山ボランティア」は、
区民会議提案の実践という点で、今後の参考になると
思われる事例である。
麻生区区民会議の環境・緑化部会では、麻生区内

は貴重な緑が集積している一方で、管理の行き届かな
い緑地が多く残されていることを課題として取り上げた。
そして、区内で緑地管理保全団体のない手付かずの
緑地（市有地）の保全を行い、かつ固定した場所に縛ら
れない管理活動（数カ月で数カ所）を行う「里山ボラン
ティア」を新たに組織化することが検討された。
この検討過程で特徴的なのは、実効性のある提案に
するために、緑の保全活動に関する勉強会の座学で学
んだのはもちろんのこと、高石特別緑地保全地区での
里山研修会に参加し、保全作業の技術や保全活動開
催のノウハウなどを現場で指導してもらったことである。
さらに、提案に向けた「里山ボランティア」のモデル
事業も実施した。平成23（2011）年12月に月

つくよみ

読神社周辺
（麻生区下麻生１丁目）の市有地で、川崎市公園緑地
協会や麻生区道路公園センターの協力により、竹の剪
定、倒木の整理、廃棄物の撤去などが行われた。２
時間半の保全活動でありながら、光を通す森となり、
作業の成果が得られた。
モデル事業の検証を経て、提案として、①地域に限
定されない里山ボランティアの構築、②「麻生区里山
ボランティア」事業の推進、の二つがまとまった。この
二つの提案は相互に関連しており、①を実現するため
の具体的な事業が②になる。事業の大きな流れは、ま
ず地域に限定されない麻生区全体の緑を保全管理して
いく団体を立ち上げ、次の段階として地元住民へ管理
を引き継いでいき、保全管理団体も増やしていくよう
なシステムを構築する。これにより、緑の保全活動を
通じた新たなコミュニケーションの場が形成されること
も目指す、というものである。
区民会議の提案としては区長に提出されたが、提案

だけで終わることのないようにするために、提案に先
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立って第３期区民会議委員の有志が行動を起こした。
麻生区役所が地域課題解決の事業を公募で募集する
「麻生区地域課題解決型提案事業」に、地域団体と委
員の有志が協力して「麻生区里山ボランティア」事業を
提案した。これが採択され、麻生区役所からの平成24
年度の委託事業として里山ボランティアがスタートする
こととなった。
運営の苦労は相当なものであり、麻生区役所道路公

園センターの協力のもと、提案した地域団体と委員有
志が区内の緑地を回り、作業候補地を選定した。さら
に地元町会・自治会への説明、道具の調達、インスト
ラクターの手配など多岐にわたる準備を粘り強く進め
た。麻生区役所企画課も広報や関係部署との調整など
で協力した。
こうして第１回目の作業が、６月に麻生区下麻生の
月読緑地で開催され、下草刈りや竹の間伐などが行わ
れた。その後も毎月第４日曜の午前に、栗木緑地、千
代ヶ丘西久保緑地、東百合丘４丁目緑地、古沢都古
緑地でも実施された。毎回20～30人程度の一般参加
者があり、町会が積極的に参加した日には40人を超え
たこともあった。このように、麻生区里山ボランティアは、
毎回の反省を活かしながら区民主体の運営と地域住民
を巻き込んだ活動につながってきている。
区民会議の提案を委員が団体・地域に持ち帰って

実施してもらうのは、確かに理想的ではあるが、関係
する団体自体が担い手不足に悩んでいる場合には、新
たな取り組みにちゅうちょする面もある。新たなアクシ
ョンを起こすために、区の事業提案制度を活用し、区
民会議委員や団体、区役所が協力していく手法は、今
後の参考になるだろう。
また、提案の担い手がいないという問題につい
て、もう一つヒントになるのが、市民館との連携である。

提案の受け皿となる区民がいなければ、育ててみると
いうのも一つの方法である。「かわさき教育プラン第３
期実行計画」では、『共に学び、楽しみ、活動する生涯
学習社会を創る』を重点施策の一つに掲げ、区役所関
係機関と連携を図りながら、市民館を拠点に、地域や
社会の課題に応じた学習機会の提供することなどが盛
り込まれている。こうしたことを背景に、市民館は、区
役所が提案する地域課題解決に関わる人材育成につ
いて、積極的な姿勢を見せてくれる。その例が、宮前
区で開講された「みやまえ情報サポーターズ養成講座」
（詳細はp.27・28参照）である。また、麻生区におい
ても、第３期区民会議から、地域活動の新たな担い手
の育成や活動の活性化のため、既存講座の有効活用
や地域人材育成の方向性について提言が出され、市
民館や関係部署・関係機関によるプロジェクトチーム
を設置して、検討を進めているところである。

５　まとめ

区民会議の取り組みは緒に就いたばかりであるが、
区民会議が市民自治のプラットフォームになれるかどう
かは、区民を巻き込んでいく実効性のある提案をまと
められるか、それが区民主体の取り組みにつながるか、
さらに継続していけるかどうかに懸かっている。その意
味で、区民が主役であることは間違いないが、それと
同じくらい区役所がきちんとサポートできるかが決定的
に重要であると思う。区民会議を、区民の合意形成の
場として機能させられるか、裏付けのある提案がまとめ
られるか、提案を実施しようとする区民を表裏でしっか
りとサポートできるかなど、区役所の真価も問われて
いる。

緑地保全作業をする里山ボランティア

※１　上越市の地域協議会
新潟県上越市では、平成17年１月の市町村合併に
際し、合併特例法に基づき地域自治区を設置、そ
の後平成20年４月からは地方自治法に基づく地域
自治区を設置している。地域自治区には地域の意
見の取りまとめを行う「地域協議会」が設置される
が、市長が地域協議会の委員を選任する際に各区
の住民による投票を行い、その結果を市長が尊重
することを条例で定めている。

※２　筆者が独自にカウントしたものであり、市の公式
統計ではない。以下同じ。
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１　はじめに

川崎市では、区役所を「快適な窓口サービスの提
供に加え、地域の課題を自ら発見し解決する市民協
働拠点」とすることを掲げている。この取り組みと
して、市では「協働型事業のルール」の策定、区にお
ける市民提案型事業の実施、市民活動拠点の整備・
拡充、市民利用施設の区の管理運営などを実施して
きている。
こうした流れの中、平成22年度に市民館の管理運
営が区に委任されたことを受け、区行政における生
涯学習・市民活動支援のあり方について再度見直し
を行い、宮前区では平成24（2012）年２月、「宮前区地
域人材育成指針」（以下「指針」という。）を作成した。
本稿ではこの指針策定に至る背景や関連する取り組
みについて紹介する。

２　指針策定の背景・経緯

宮前区では、平成６（1994）年から「宮前区生涯学
習推進会議」※１を立ち上げ、生涯学習全体に関わる
意見交換や情報交換を行うなど、区役所と市民館で
生涯学習の推進に関する自主的な連携を始めていた。
しかし、生涯学習に係る共通課題が見えない、所管
業務との関連が必ずしも明確でないなどの課題も生
じていた。
そのような中、平成17年度には区役所に生涯学習
支援課が設置され、平成22年度には市民館の管理運
営が区役所に委任されるという組織改革があり、前
述したとおり区行政における生涯学習支援、市民活

動支援のあり方が改めて問われる状況となった。
そこで平成22年度、生涯学習推進会議のもとに作

業部会を設け、第３期実行計画の策定作業と歩調を
合わせ、生涯学習支援、市民活動支援に関わる区行
政の課題を整理し、今後の取り組みを区計画に位置
付けるための作業を開始した。
課題としては、市民向け講座や事業の内容や対象

の重複、市民活動の新たな担い手不足などが挙げら
れ、解決の方向性として、地域人材育成の視点から
生涯学習推進体制の再整備と、それを実行に移すた
めの指針づくりの必要性が示された。
これを受け、平成23年度の生涯学習推進会議にお

いて指針が策定されるに至ったのである。これまで
にも、市民活動支援に加え、シニアライフ支援で
は「大人の文化祭」、子育て支援では「ウェルカムク
ラス」（転入者への生活情報提供）、地域振興として
「農」をテーマとした「Ｃ級グルメ」、「直売場マップ」
など、地域人材育成をも視野に入れた、市民館と区
役所、あるいは市民との連携事業が実施されてきて
おり、その蓄積されたノウハウを整理・体系化する
作業を行った。

３　指針の位置付けと内容

本指針は、市民に新たな権利や義務を付与するも
のではなく、生涯学習推進会議で運用・管理する内
部規定として位置付けられている。また、特定の経
歴やスキルを持つ地域人材像を掲げるのではなく、
「地域社会への関心」や「地域における温かい人間関
係」等、市民が自発的に活動しようとするエネルギ

宮前区役所生涯学習支援課 担当部長　植村 稔

宮前区地域人材育成指針
～「学び」と「実践」の機能的連携を目指して～

≪市民の参加・協働による課題解決の取り組み－宮前区≫

指定都市川崎における区のあり方 ～これまでの歩みとこれからの行方を探る～特集
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ーを醸成し、さまざまな活動の場で、多様な人材が
育っていく仕掛けづくりを目指している点が特徴的
である。
本指針では、市民が自治の担い手としての自覚を
持ち、地域活動へ自ら行動し、地域課題を解決する
喜びを感じながら「市民主体のまちづくり」を実践で
きるようになるために、地域人材育成の七つの基本
的な考え方を示している（表１）。さらに、市民の参
加・参画による各種事業を実施する際に留意すべき
要点や方策九つが具体的に示されている（表２）。

表１　基本とする考え方
⑴参加機会の提供
テーマや場所、時間帯の設定を工夫し多様な参加の機会や活
動の場を提供する。
⑵実践型の人材育成
参加者による討議や発表、実践を通じた学習により内容の定
着と主体的な行動を促す。
⑶後継者、次世代の育成
次世代を担う市民層の地域参加を促し、後継者を育成する
きっかけをつくる。
⑷相互理解・相互学習の推進
活動分野、活動地域が異なる団体同士の連携、協働による新
たな活動の展開を促進する。
⑸地域人材育成に係る情報の共有と発信
市民参画による事業や地域人材の育成に係る情報の共有化を
図り、発信する。
⑹区職員の人材育成
研修等により職員の市民との信頼関係に根ざしたコミュニ
ケーション能力等の向上を図る。
⑺会場の設定（地域特性の理解）
区役所や市民館だけでなく、区内の各地区にある公共施設を
積極的かつ有効に活用する。

４　主な取り組みと今後の方向性

宮前区では、表２の「地域人材育成の要点と方策」
(９)で掲げたマニュアルを平成24(2012)年３月に作
成し、実務担当者の理解を深め、事業を企画・実施
する上での課題等を共有し、スキルアップを図るこ
とを目的として、平成24年度に、区役所職員、生涯
学習推進会議の関係者等を対象とした研修会を開催
した。このマニュアルには市民や行政職員が講座や
学級・イベントを企画し運営する上で、参考となる
基礎的な情報がまとめられている。プログラムの組
み方やスケジュールの立て方、企画会議を進めるた
めの手法、講師の決定方法など丁寧に解説されてお
り、事業に携わる初心者でも理解しやすい内容とな
っている。今回の研修会は生涯学習推進会議の関係
部署の職員16名が参加し好評であったが、区役所一
般職員の研修として範囲を広げてもよい内容である
とのうれしい評価もいただいた。今後は、市民へ対
象範囲を広げ、本指針の考え方やマニュアルへの理
解を広めていきたい。
平成24年度のもう一つの取り組みとして、「みやま
え情報サポーターズ養成講座」が挙げられる。この
事業は、転入者向けの情報誌を作成する市民館の講
座に参加した区民が、「みやまえ情報サポーター」と
して区の情報発信の担い手となり、さまざまな行政

表２　地域人材育成の要点と方策
⑴背景となる課題の把握（市民と行政の課題の共有）
アンケートやヒアリング等により市民ニーズを把握し、事業実施の背景となる課題について行政と市民の双方で共通理解をもつ。
⑵獲得目標の明確化
事業を通じ「どのような人材になってほしいか」という人材育成の視点における獲得目標を明確にする。また各事業には課題の解決と
いう目的があり、地域人材育成の獲得目標は目的ではなく手段であることに留意する。
⑶人材育成の視点に立った評価
求める人材を育成できたか否か、事業終了後に「ふりかえり」を行い、人材育成の視点からの評価を行う。

⑷関連部署との情報共有・積極的な連携
生涯学習推進会議での情報共有や関連事業の所管課との連携により、事業内容等の重複を避け、相乗効果を生み出す。
⑸入口と出口の明確化
「入口」においては対象とする市民層を明確にして企画や広報を行い、「出口」においては次のステップに向けて行政が市民に期待する
役割を提示し具体的な支援を行う。
⑹地域人材の活用
地域特性を熟知し、多様な能力・技術を持ち活動する市民、団体、組織等に、地域人材育成の観点から積極的に協働を求める。
⑺ネットワークの構築
活動分野や活動地域が重複する団体間の交流を深めるため、行政はそのネットワーク構築のため仲介役としての役割を果たす。
⑻地域展開
交通アクセスが悪い地区がある宮前区の特性を考慮し、各地区の公共施設を活用して事業の企画・実施を行い、終了後における市民
主体による各地域での実践活動の展開を促進する。
⑼マニュアルの活用
市民参画で行う各種事業の企画・運営については、別途作成する「学級・講座、イベント等企画・運営の手引き」（以下「マニュアル」
という。）を必要に応じて活用する。
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広報への参画を目指すもので、「スキルのある人を講
座で育てる」という人材育成事業である。宮前区は
転入者が多く地域になじみの薄い区民が多いため、
区の魅力やまちの楽しみ方を紹介し、区への愛着を
持ってもらい地域への参加を促すことを目的として
おり、宮前区第3期区民会議委員の提案によって事
業化された。生涯学習支援課（市民館）と区役所企画
課の共同事業であり、受講生（区民）、第３期区民会
議委員、行政（市民館、企画課）が連携して進め、区
民目線での転入者向けの情報誌「ぐるっとみやまえ」
が平成24（2012）年12月に完成した。この事業の「ふ
りかえり」では、区民が当初に想定していた達成度
のレベルと行政が区民に期待していた役割等に隔た
りが見られ、その結果、受講生や関係した区民会議
委員にとって、大変厳しいスケジュールとなるなど、
さまざまな課題が指摘された。
市民企画事業では、そのスタート時点から達成度
や事業目的、市民と行政の役割分担等について、十
分な擦り合わせを行い、相互理解と共通認識を図る
必要があるのではないだろうか。しかし、受講生た
ちの情熱は大変強固で粘り強いものがあり、最後ま
で事業をやり遂げ、素晴らしいアイデアと編集内容
による、区民目線の転入者向け情報誌が完成したの
である。あらためて「市民の力＝地域人材力」の持つ
ポテンシャルが存分に発揮された結果といえよう。
「みやまえ情報サポーターズ養成講座」は、地域人
材育成に係る具体的なモデル事業の成果の一例であ

るが、今後も引き続き、新たなモデル事業への取り
組みを推進し、前述のマニュアルを参考として活用
していく中で、地域人材育成に係る課題を検討する
ことが必要であろう。
また、平成24年度は、新たに「こども文化センター」

の指定管理者を生涯学習推進会議の構成員とする要
綱改正により、生涯学習推進体制が整備された。今
後は、実務担当者レベルで、日常的に、頻繁にワー
キング会議を開催するなど情報交換を密に行うこと
が求められる。

５　おわりに

東日本大震災を契機として、ボランティア活動の
広がりや、市民の自主的、主体的な地域社会への参
加意識がさらに高まっている。本指針を市民参画事
業の企画・実施に反映させ、確かな地域人材の育成
と効果的・発展的な市民協働を推進していくことが、
今求められている。「市民主体のまちづくり」と持続
可能な地域社会の創造のために、この「指針」と「マ
ニュアル」の内容がさらに充実していくことを願う
ものである。

図1　市民協働の推進に向けた地域人材の育成と活用体制のイメージ

※１　宮前区生涯学習推進会議
区における生涯学習の推進体制の整備、連絡調整、
啓発等を行うことを目的に平成６年に設置された。
議長は区長が務め、保健福祉センターなど関係部
課長の他、区内関係機関の各施設長等で構成され
ている。
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１　はじめに

子どもやその家庭を取り巻く環境は、核家族化、
就労環境の変化、近隣関係の希薄化などにより大変
厳しい状況にあり、育児不安を引き起こすような雑
誌やインターネットなどの一方的な育児情報もちま
たに溢れている。
中原区では、乳幼児を持つ親子を対象とした「子
育てサロン」が、社会福祉協議会、民生委員児童委員、
主任児童委員、ボランティアにより10年前から地域
の身近な会場で開催され、現在区内16カ所となって
いる。さらに地域ボランティアによる自主サロン４
カ所もしっかりと根付き、子育て中の親子を見守っ
ている。子育てサロンをきっかけに一部の小・中学
校では、学校と子育てサロンのボランティアが連携
し、子どもたちに命の大切さを伝える命の学習を主
体的に行っている。中原区は町内会、社会福祉協議
会、民生委員等の連携が強く、地域の見守り力も高
いため、子育て中の親子にとっても心強い地域であ
るといえる。
しかし一方で、武蔵小杉駅周辺を中心とした大型
の再開発に伴い子育て世代の転入増加※１が続いて
おり、居住年数が短い方にとっては相談相手が限ら
れてしまう地域でもある。さらに、子育て中の親子
が安心して集まれる場や学び合える場の不足、子育
てを支えるボランティアの不足、保育園の不足など
が、長年区の課題として挙げられており、地域全体
で子育てを支援する環境づくりの重要性が増してい
る。
そして、区役所は「地域の総合的な子育て支援拠

点」として、区民ニーズに対応したサービス提供に
向けて、地域の関係機関や団体と密接に連携しなが
ら、地域における子ども・子育て支援の充実を図る
ことが求められており、平成17年度からは、こども
総合支援担当を事務局として、子ども・子育て支援
の充実のためのネットワークの構築が図られ、区民
や関係団体・機関による情報交換・交流と課題解決
等に向けた事業を区民と協働で展開している。
本稿では、その経過とともに発展してきた「子育

てネットワーク（通称「なかはら子ネット」、以下「子
ネット」という。）」について紹介する。

２　「子育てネットワーク」の組織概要

子ネットでは、中原区における就学前の乳幼児を
対象とした子育て支援を推進することを目的に、中
原区内の乳幼児の子育て支援に関わる機関・団体、
ボランティア等の代表が委員※２となり、情報交換
や相互協力を行っている。子ネットは、子育てネッ
トワーク会議（以下「子ネット会議」という。）と全体
事業、子ネット通信部会、子育て自主グループ支援
部会、交流事業部会、子育てボランティア部会の４
部会で構成されている（表１）。年４回開催される子
ネット会議では、各部会での取り組みに関する情報
交換や課題の共有を図るとともに、地域の課題解決
に向けた子育て支援事業を事務局である中原区役所
こども支援室との協働で実施している。

中原区役所こども支援室 課長補佐　富澤 美奈子

地域の子育てを支える
ネットワーク

≪市民の参加・協働による課題解決の取り組み－中原区≫

指定都市川崎における区のあり方 ～これまでの歩みとこれからの行方を探る～特集
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３　子ネット会議の課題と平成24年度の活動方針

委員数が年々多くなるにつれ、会議が形式的な報
告の場となってしまっていることが子ネット会議の
課題として指摘されていた。一人一人の委員が発言
する時間と委員同士の情報交換等が減り、委員から
の声を子育て支援事業等に反映しにくくなっていた
のである。
子ネット会議で全体事業や部会事業を、目的・目
標に沿って点検し合うことは会議機能として重要で
あるが、各委員が大切にしていることや考えている
こと、課題と感じていることを出し合い、知恵を絞
ってそれぞれのできるところで手をつないで支援し
合うことも重要である。
そこで、平成24年度は、より委員の声を事業に反
映しやすくするよう部会の活用を考え、部会の目的・
目標を改めて明確にした上で部会活動をスタートし、
活動の活性化と推進を図ることとした。

４　平成24年度の新たな取り組み

平成24年度、子ネット会議および各部会では前章
で述べたように目的・目標を明確にして、次のよう
な取り組みを行った。

⑴　子ネット会議活動
交流の場に対する多様なニーズに応えるため、「す
くすく交流広場」の開催など、親子の交流の場を提
供した。また、全体事業の親子講座は親子の楽しい
体験だけにとどまらず、地域の受け皿づくり（子育
て自主グループづくり）までを目標とした講座内容
にも取り組んだ。さらに、後述するように区民会議
と連動した取り組みの一環として、「ママカフェ」の
提案や親子体操を作成するなど、事務局のこども支
援室と知恵を出し合い、区民ニーズに沿った新たな
事業にも精力的に取り組み始めている。

⑵　子ネット部会活動
①子ネット通信部会
隔月で発行している子育て情報紙「子ネット通信」

の編集委員を募集したところ、子育て中のママ編集

表１　「中原区子育てネットワーク」組織概要（平成24年度）

部会名等 中原区子育てネット
ワーク会議と全体事業 子ネット通信部会 子育て自主グループ

支援部会 交流事業部会 子育てボランティア
部会

これまでの
活動内容

年4回開催　　　
情報交換やネットワーク
事業の進行管理
＜全体事業＞　
音楽事業・親子交流事業

「なかはら子ネット通
信」の隔月発行
（8,000部/回）
編集会議を毎月開催

自主育児グループ交流
会等の実施

なかはら子ども未来
フェスタ開催に向け実
行委員会との連携

子育て支援者(子育て
ボランティア)のスキル
アップのための研修会
の企画・開催と交流会
の実施

これまでの
課　題

委員数の増加に伴い、
会議が形式的な報告
の場となりつつある

実際の活動部員が少な
く、部員の負担増

紹介できる自主グルー
プの不足

関係団体や機関との連
携強化と内容の充実

ボランティアの心理的
負担・世代間ギャップ
からくる不安等

平成24年度
活動方針・
目　標

ネットワーク
の推進
交流の場に対する多様
なニーズに対応

タイムリーな情報発信
子育てママの体験談な
ど、子育ての不安に寄
り添う記事の掲載

既存のグループ支援の
みならず、新たな自主
グループづくり

区内の子どもに関わる
団体や機関が協力し、
交流や情報交換をしな
がらイベントを行い、
地域全体で子ども・子
育てを支援

安心して継続する為のコ
ミュニケーションスキル
の向上
世代間ギャップを埋める
ボランティアの横のつな
がりを深める
新たな子育てボランティ
アの育成支援

平成24年度の
新たな取り組み
内　容

子育て交流事業
・すくすく交流広場
・ママカフェ

メンバーの拡大 新たな受け皿づくり(自
主グループづくり)

さらなる地域資源の活用
（父親の育児グループ
や地元中小企業による
イベント参加）

こども支援室主催の子
育て支援者養成講座に
て体験談と活動紹介を
行う

部　員
委員41名（行政委員12
名を含む）

子育て中の区民
民間認可保育園
地域子育て支援セン
ター
区保健福祉サービス課
など

公立保育園
こども文化センター
かわさき市民活動セン
ター
社会福祉協議会
川崎市看護協会など

公立保育園
民生委員・児童委員
主任児童委員
地域子育て支援セン
ター
こども文化センター
国際交流センターなど

子育て中の区民
子育てボランティア4グ
ループ
保育ボランティア
子育て支援推進実行委
員会
社会福祉協議会など



31

指定都市川崎における区のあり方特集

子ネット通信「このゆびとーまれ!」

部員が新たに11名加わっ
た。ママたちが日常の子
育ての中で本当に欲しい
情報・本当に必要な情報
（例えば、お薬の飲ませ
方、ママ友のつくり方な
どの体験談）を掲載して
いる。

② 子育て自主グループ支
援部会
平成24年度はより広く、多くの親子に子育て自主
グループの楽しさを知ってもらい、また、親自身に
「自主グループを企画・運営してみたい」と感じても
らおうと、活動を紹介するDVD作成に取り組んだ。
現在、１歳６カ月健康診査時の待ち時間にこのDVD
を放映し、広報に努めている。
さらに、平成23年度までは既存グループの活動支
援が中心で、地域の親たちから「子育て自主グルー
プに入りたい」などの問い合わせがあっても紹介で
きる自主グループが限られるなど、受け皿不足が課
題であった。そこで24年度は、新たな自主グループ・
地域の受け皿づくりを活動方針に盛り込み、部会活
動をスタートした。自主グループづくりを目的とし
た親子講座は、部会員であるこども文化センターが
主催者となり、子育てボランティア部会・こども支
援室・区保健福祉センターなどの協力のもと、自主
グループ活動への動機付けに向けての内容（活動紹
介DVDの放映・既存グループ代表による活動紹介や
体験談・参加者同士の交流を深めるグループワーク）
を取り入れ、開催した。

③子育てボランティア部会
平成22年度は子育て支援活動を行うボランティア
のスキルアップのための講習会を行い、平成23年度
はボランティアをつなぐことを目指してボランティ
ア交流会を開催した。そこで平成24年度は、ボラン
ティアが安心して活動を継続するためのコミュニケ
ーション講座（３日間コース）を開催し、さらにはボ
ランティアの横のつながりを深めるための交流会を
２月に実施した。

また、区主催の子育て応援隊講座（ボランティア
養成講座）において、部員自身が自らのボランティ
ア体験や所属しているボランティアグループの活動
などを紹介し、新たな子育てボランティア養成に向
けての支援も行った。

④交流事業部会
地域全体で子育てを支援する意識づくりを目指し、

「なかはら子ども未来フェスタ」を平成18年度から毎
年開催している。平成24年度も交流事業部会が中心
となり、区内の子育て関係機関・団体、子育てグル
ープ等の方々27名から構成される実行委員会を立ち
上げ、11月にイベントを実施した。24年度は、地域
の多様な資源を活かし、来場する親子に区内での子
育てを一層楽しいものと感じていただけるようにと
実行委員一同で知恵を絞り、土曜日開催のため参加
が多い父親も楽しめるよう、父親の育児グループに
よる絵本の読み聞かせ講座や、区内の町工場の方々
からなる「チーム等々力」の指導による工作などの新
たな企画を取り入れた。

「なかはら子ども未来フェスタ」の様子
父親の育児グループによる防災啓発の紙芝居

５　第３期中原区区民会議との連携

子ネットのメンバーの中には、区民会議委員を務
めている方もおり、区民会議とも連携して事業を進
めている。第３期中原区区民会議では、平成23年
度に検討テーマの一つとして「地域における子育て
応援体制づくり」が取り上げられ、その一環として、
区役所の乳幼児健康診査の際に保護者を対象として
子育てに関するアンケート※３を実施した。
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その結果を見ると、求めている情報としては「子
どもの健康」に関する情報という回答が最も多い。
また地域での交流場所で行ってほしい内容として
は、「子育て相談」が第１位で、「子ども向け音楽」が第
３位であった。利用している地域の施設や子育て支
援施設は、「公園」という回答が最も多く、利用して
いるもしくは利用したことのあるサービスとしては
「中原区の子育てサロンやボランティアによる自主
サロン」という回答が最多であった。
これらのアンケート結果から、親子の健康づくり
と仲間づくりにつながる取り組みに対するニーズが
高いことをあらためて認識した。そこで平成24年度
の子ネット会議では、いつでもどこでも気軽に親子
で楽しめる健康づくりと仲間づくりのための体操、
なかはら親子体操「ミミケロはっぴいダンス！」の作
成と、母子で少しでものんびり、リラックス出来る
場として「ママカフェ」の提案を行った。
ママカフェ開催に当たっては、子ネットの人脈を
活かし、人材確保や広報など、運営における連携を
図った。「久しぶりにゆっくりコーヒーを飲むことが
できました。泣き虫の娘がボランティアのママさん
によく懐き、びっくりしました。このような場所が
増えるとうれしいです」、「母親がお茶を楽しみなが
ら、ゆっくりできる場所が今までなかったので助か
ります！週１回くらいあるとうれしいなあ…。ボラ
ンティアの皆さまありがとうございます」などの声
をいただき、ママカフェは忙しい子育てからちょっ
と一息つける母親たちの心のオアシスになっている
と思われる。また、なかはら親子体操は親子の健康
づくり・仲間づくりにとどまらず、世代を越えて地
域をつなげること、まちづくりに活用することも視
野に入れ、区民と関係団体・機関を巻き込んでの普
及を考えている。

６　おわりに

子ネットでは、「地域のあるべき姿」を区民や区内
の関係団体・機関と共に語り合い、互いに共有し合
い、各部会活動の充実を図って住民主体の活動とし
て働きかけてきた。事務局であるこども支援室は小
さな組織でマンパワーも限られているが、ネットワ
ークを組むことでそれが何倍もの大きな力となり、
事業によっては定例事業として定着している。その
結果、交流の場は増え、より子育てに優しいまちに
なっていると思う。
今後も住民の声や関係機関のタイムリーな話題提

供と共通認識を得る場として、子育てネットワーク
を大切な場として取り組んでいきたい。

ママカフェ
SUUMO住宅展示場武蔵小杉にて、月１回無料で実施

※１　 出生数は平成23年2,668人で市内第１位、人口増加
率は中原区11.1%・全市7.4%

※２　 平成24年度の委員数は、区民・関係機関委員29名・
行政委員12名の計41名。本稿では乳幼児を対象と
したネットワークを紹介したが、小学生以上を対
象とした子ども支援ネットワークも別にある。

※３　 3カ月児・１歳６カ月児・３歳児の健康診査に来所
する保護者を対象として、平成23（2011）年10月21
日～12月16日までの計14回実施し、対象数930名の
うち537名から有効回答を得た。詳細は、第３期中
原区区民会議報告書に掲載。

なかはら親子体操「ミミケロはっぴぃダンス！」の制作メンバー
右から、原 維都子さん（日本コロムビアプロデューサー）／
筆者／濱田 理恵さん【編曲】／山野 さと子さん【メインボーカ
ル】（ファミリーソングシンガー）／瀬戸口 清文先生【作詞・作
曲・振付】（元NHK体操のお兄さん、日本遊育研究所主宰、大
妻女子大学教授）／藤原 明美さん（日本遊育研究所専任講師 、
NHK い゙ないいないばぁっ! ゛体操指導） 
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１　はじめに

本市では、市民生活に密接に関わる区役所サービスに
ついて、平成15（2003）年の高津区でのISO9001の認証取
得を契機に、市民の皆さまに満足いただけるよう、その改
善に向けさまざまな取り組みを進めてきた。
そして、こうした取り組みを施策として推進するため、「区
行政改革の実行計画書」※１における「めざすべき区役所
像」のひとつとして「便利で快適な区役所サービスの効率
的・効果的・総合的な提供」を位置付け、混雑期の区民
課等の窓口の臨時開設などの事業を実施してきた。
「区役所サービス向上指針」（以下「向上指針」という。）は、
こうした取り組みをより一層推進するため平成20（2008）年
４月に策定されたもので、各区ではこの向上指針に基づ
き、年度当初に取り組み方針を策定し、年度末にその取
り組み結果を検証するといったPDCAサイクルを回すことに
より、接遇研修の実施や案内パンフレットの作成、庁舎環
境の整備など、継続的な改善を図ってきた。
平成23年度、より一層の区役所サービス向上を図る

ため、この向上指針の改定を行った。改定に当たっては、
区役所による主体的な改定作業を進めるため、ワーキング
チームに各区から２名ずつ参加してもらい、検討・議論
を重ねた。次章ではその成果である改定版向上指針の内
容について紹介する。
なお、向上指針改定作業の詳細については、平成24年
(2012)３月発行の本誌第27号を参照されたい。

２　向上指針（改定版）の概要

向上指針が単なるスローガンにとどまらず、サービス向

上のよりどころとして効果的に活用されることを狙いとして、
従来の指針に「区役所サービスの向上によりめざすもの」、
「区役所サービス向上の理念」および「区役所サービス基
準」を新設した。

川崎市は、区役所サービスを向上することにより、市民と
ともに暮らしやすい地域社会を築く協働のパートナーとし
て、市民と区役所との間に信頼関係を築き、深めていくこ
とをめざします。

区役所サービスの向上によりめざすもの

【基本的な使命】
公共サービスの責任主体であるという自覚を持ち、全体の奉仕者と
して正確な情報に基づき公平・公正に区役所サービスを提供します。
【市民の視点】
市民が自らの課題を解決するためのサポートをしているという姿勢
を持ちます。
【市民と共感】
市民が安心して話しやすい雰囲気をつくり、市民の話をよく聞いて
受けとめます。
【ニーズの把握】
市民が何を求めているのか、市民の話をよく聞いて引き出すことに
努めます。
【適切なサービス提供】
市民が目的を達成するために、するべきことを考え、手間を惜しむ
ことなく誠実に行動し、適切なサービス提供や課題の解決につなげ
ます。
【快適な環境】
市民が快適さを感じることができるよう、庁舎内施設の環境整備に
努めます。
【効率的運営】
市民・区役所双方のトータルなコスト意識を持って取り組みます。
【組織間の連携】
職場内・部署間で相互に情報共有を図り連携を良くします。

区役所サービスの理念

⑴　区役所サービス基準と区役所サービス向上目標
区役所サービス基準（以下「サービス基準」という。）は、
区役所職員が必ず守るべき、当該年度のサービスの最低
基準である。平成24年度は29項目を定め（表１）、職員は
年間を通じてサービス基準の遵守に努めるとともに、その
遵守状況等を踏まえ、項目の追加や修正など翌年度に向
けた見直しを行うことで、区役所全体の段階的なサービス

市民・こども局区調整課 区民サービス係長　永石 健

区役所サービス向上を目指して
～改定版「区役所サービス向上指針」と区役所での具体的な取り組み～

≪快適な区役所サービスを提供する取り組み≫

指定都市川崎における区のあり方 ～これまでの歩みとこれからの行方を探る～特集
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の水準を引き上げることができる仕組みとなっている。
また、区役所サービス向上目標（以下「向上目標」とい

う。）は、所属ごとに、前述したサービス基準をもとに、サ
ービス基準と同じ項目でより高い水準を目指す目標を設定
する他、新たな項目を設定することもできる。
向上目標は、人事評価における組織目標や個人の目標
設定と関連させることで、個々の職員のやりがいや人材育
成に結び付けて設定する仕組みとしている。

⑵　区役所サービス向上の推進体制
区役所サービス向上の取り組みを全庁的に推進する体
制として、各区の区民サービス部長で構成する「区民サー
ビス部長会議」の場を通じて全体のマネジメントを行いつ
つ、区役所での推進体制としては、区民サービス部長を
委員長とする「区役所サービス向上委員会（名称は区ごと
に異なる）」を設置し、区ごとの取り組みを進めている。

３　各区の取組事例

本章では、本号の別稿で個別に紹介できなかった、中
原区、宮前区、麻生区の区役所サービスの取り組みをそ

れぞれ紹介する。

⑴　待合スペースの狭
きょうあい

隘の改善等－中原区役所
中原区は７区中最多の人口を抱え、３月から５月にか
けての窓口の混雑緩和が課題となっている。区民課内で
検討を重ね、待合スペースの狭隘の改善等の対策を実施
した。
・限りあるスペースを有効に活用するため、利用度の低
い機器の整理等を行い、正面玄関側のカウンターを 
２ｍ程度セットバックするなど待合スペースの拡張を行
った。また、総合案内を正面玄関近くのエレベーター
前に移設し、来庁した市民が利用しやすい配置とすると
ともに、記載台を集中配置することで、平成23年度か
ら全区に人員配置した「フロア案内」による申請書記載
等の案内をスムーズに行えるようにした。

・「フロア案内」が混雑緩和に効果的であったことから、区
独自で混雑期に増員配置した。

・来庁者の分散化を図るため、小杉行政サービスコーナ
ーの利用促進を狙いとして、区役所ホームページ等で
の案内や区役所庁舎へ懸垂幕の設置等を実施した。

表１　平成24年度区役所サービス基準一覧表



35

指定都市川崎における区のあり方特集

⑵　若手職員の「ワーキングチーム」による検討－宮前区役所
宮前区役所では、若手職員による「ワーキングチーム」

を設置し、ハード・ソフト両面の課題をそれぞれ検討する
班に分け、年度ごとに取り組みを進めている。これまでの
主な成果は、次のとおりである。
・ハード面として、ポスター等の掲示物の一斉撤去による
影響度調査を行うことで、各所属の秩序ある掲示を促
進したり、チラシ配布用のラックの整理等を行った。ま
た、夏の間、区民課窓口の交付待ちの番号札を「うちわ」
にして待ち時間を涼しく過ごしてもらうようにした。

・ソフト面として、窓口での接遇ルールや問合せの多い業
務をスムーズに案内できるように用件別の案内先を一
覧にした冊子「宮前区役所職員の基礎知識Ⅰ・Ⅱ」を作
成し、窓口の接遇ルールを定めたⅠは、全職員に配布・
普及した。その後
も新人職員や宮前
区役所初任の職員
に配布し、そうし
た職員を対象とし
た研修等でも活用
している。

⑶　「あさおWINシステム」の導入－麻生区役所
区民課窓口の混雑緩和と来庁した市民が待ち時間を快
適に過ごせることを狙いとして、平成24（2012）年２月に、
新たに「あさおWINシステム」を導入した。
このシステムの導入により、発券機から発券される番号
札のＱＲコードを携帯電話で読み取ったり、専用のホーム
ページにアクセスすることで、外出先や自宅からリアルタ
イムに呼出番号や待ち人数を確認でき、市民は待ち時間
を買い物などで有効に活用することができるとともに、窓
口も順番待ちの市民が減ることで混雑緩和の効果があった。
また、窓口に設置したモニターでは呼出番号の表示とと

もに、行政情報などを発信し、サービスの向上が図られた

ところである。
なお、システム導入業者が広告表示の収入によって機
器の設置費用や運用経費を賄う仕組みとしたことから、本
市の費用負担がないことも特徴的である。

４　おわりに

向上指針は、市民にとって最も身近な行政との接点であ
る区役所のサービスが、市民との間で信頼関係を構築で
きるものでなければならないとの観点から、より実効性の
あるサービス向上のよりどころとして活用されることを目的
に改定した。
しかし、運用するのは職員であり、職員一人一人が市
民の側に立ち、自分が提供するサービスがどうあるべきか
を意識することが重要である。そのためにも、人材育成の
取り組み等との連携によりさらに実効性を高めていくことが
今後の課題であると考えている。
向上指針は区役所以外の職場でも応用することができる

ため、今後、全職場への広がりを期待して本稿を終わるこ
ととする。

レイアウト変更後の
区民課付近
記載台を集約したこ
とにより、「フロア案
内」の活動がスムー
ズになった。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.neconome.com/000277 

あさおWINシステム（イメージ）

（左）番号deうちわ
（右）宮前区役所職員の基礎知識

※１　区行政改革の実行計画書
「区役所を快適な窓口サービスの提供に加え、地域の課題を自
ら発見し解決に取り組む市民協働拠点」とすることを目指して、
川崎再生フロンティアプラン実行計画および行財政改革プラン
に基づいて取りまとめた計画書。現在は第３期（2011～2013年
度）実行計画書の計画期間中。
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サービス向上の取り組み報告会
　

川崎区、幸区、高津区、多摩区の担当者に、それ
ぞれの区でのサービス向上の取り組みについて編集
部から具体的なお話を伺った。

貴区における取り組みの概要を教えてください。

中原［川崎区］　川崎区には、全市における外国人の
約37％が居住しており、これは、区民の20人に１人
の割合です。平成23年度は約350名の外国人の方が
こども支援室にお見えになっています。
そこで、外国人の方にも分かりやすいように、こ
ども相談窓口では、川崎区子育てガイド「さんぽみ
ち」を６カ国語で情報提供している他、在日外国人
母子の会「ラビットクラブ」や日本語を学べる識字学
級などをご紹介しています。また、平成23(2011)年
12月の区役所快適化リフォーム事業によって新たに
設置した「こども多言語情報コーナー」では、さまざ
まな部署にある多言語情報の
中から、子ども・子育て情報
を提供しています。
その他、外国人保護者支援
を目的として、委託による「通
訳及び翻訳バンク事業」など
を行っています。

柳瀬［幸区］　幸区では、生活保護業務を改善するた
め、自分たちの発案で新たな実施方針を全くゼロか
ら策定し、活用しています。生活保護業務は、対象
者のニーズや支援内容が多様化し、複雑多岐にわた
っている状況です。これまでは、生活保護法などの
関係法令等に基づいて市が「実施方針」を策定し、各
福祉事務所でも各区の実情等を踏まえ、課長と係長
が中心となって事務所ごとの「実施方針」を策定して
いました。しかし従来の実施方針は、実務に直結し
た内容となっておらず、きめ細やかな行政サービス

や必要な支援が対象者に行
き届いていないことに加え、
効率的・効果的な業務の執行
に支障を来していました。そ
こで、問題意識を持った若手
職員が集まってプロジェク
トチームを結成し、新たな実

施方針の策定に取り組むこととしました。

荻原［高津区］　高津区役所
ではさまざまな事業やイベ
ント、各部・課の取り組みな
ど職員として知っていてほ
しい情報を、職員同士で共有
することで、窓口でのたらい
回しを防ぎ、より親切で丁寧
な窓口対応ができるようにと考え、平成23年度から
庁内報「ゴーヤのちから」を発行しています。この名
称には、「ゴーヤのように強く、ずぶとく、たくまし
く」「GO！GO！やるぞ高津区職員のちからUP」とい
う意味を込め、職員による応募の中から決定しまし
た。
発行には、庁内報発行ワーキングチームとして選

出された５人が当たり、６月から月１回年間10回、
A４サイズ両面に印刷したものを毎月15日付で発行
し、区役所の非常勤職員・臨時職員を含め全職員に
提供しています。

北澤［多摩区］　多摩区役所では、市民に親しまれ、
分かりやすい窓口サービスの向上に取り組む一環と
して、総合庁舎内案内表示等の整備を行っていま
す。具体的には、１階アトリウムへの路面案内表
示、庁舎内地下２階から11階まで設置した計38カ所
のピクトグラムサイン、３基あるエレベーター内に
設置した庁舎案内表示などで、各課への円滑な誘導

≪快適な区役所サービスを提供する取り組み－川崎区、幸区、高津区、多摩区≫
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高津区役所こども支援室
担当係長
荻原 恭子

川崎区役所こども支援室 
担当係長

中原 真理子

幸区役所企画課
課長補佐
柳瀬 一路
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ができています。また、平成
24(2012)年６月に１階アトリ
ウム内に区民課証明発行コ
ーナーをオープンさせたの
ですが、そのコーナー前と区
民課窓口に表示用のモニタ
ー画面を３カ所設置して、行
政情報の発信も可能な番号表示システムを新たに導
入しました。

簗田［多摩区］　さらに、子ど
も連れの来庁者が安心して
手続きできる窓口環境を整
備するため、待合フロアーへ
のキッズコーナーの設置と
いう事業も展開しています。
キッズコーナー内の清掃等
日常的な管理は、区民課と保険年金課の職員でロー
テーションを組み、一体となって行っています。

実現に向けてどのような苦労や工夫、成果がありま
したか？

中原［川崎区］　こども相談窓口で多言語の面接用語
ファイルを使用したところ、必要な手続きと基本的
な情報の提供はできるものの、ニーズが見えにくく、
相手に合わせた身近な情報までは提供しにくいこと
を感じました。ちょっと聞ける工夫が満足度を高め
ると感じています。
また多言語に組織的に対応するために、タブレッ

ト端末と通訳翻訳
アプリを活用した
窓口応対の可能性
について参考とな
りそうな実践事例
を調査しています。
情報化時代のコミ
ュニケーションツ
ールを活用し、対
面の良さを残しつ
つどう多言語で対

多摩区役所区民課
簗田 史乃

応していくか、検討しているところです。
また、「こども多言語情報コーナー」を設置する時

は、市民・子ども局人権・男女共同参画室発行の「川
崎市の多言語広報資料一覧」を活用して情報を集め
ました。コーナーの設置から半年後、地域で外国人
支援を行っている団体の方が定期的に情報収集にい
らしていることが分かり、少しうれしく思いました。
ただ、情報の更新など正確な情報を継続的に提供し
ていくことの難しさを感じています。

柳瀬［幸区］　生活
保護業務の新たな
実施方針策定に当
たっては、既定概
念にとらわれず、
若い職員の柔軟な
発想と運用面を重
視することにしま
した。プロジェク
トチームはまず、従
来の実施方針を徹底的に読み込み、さらに国の動向
や他都市の実態調査、毎日の新聞記事のチェックな
どで情報収集も入念に行いました。また、優先順位
をつけてページ数を半減させ、具体的な手順や方法
を示す工夫を採り入れることで、機動性の高い、「顔
が見え、心の通う実施方針」とすることに努めました。
当初は、市の統一した方針の方がよいのではと思

われましたが、幸区独自の課題に特化した実施方針
を策定したことで、市民目線に近いきめ細やかな行
政サービスが実現しました。また、業務が具体化し
て「見える化」したため、決裁の戻しや小さなミスも
なくなりました。
積み上げてきた実績が職員の自信やモチベーショ

ンの向上につながり、窓口での応接に変化が現れた
ことも、大きな収穫だと思います。

荻原［高津区］　庁内報「ゴーヤのちから」発行に当た
っては、①部や課、職員相互のつながりや連帯感
が醸成されているか、②業務の再点検になるか、③
窓口案内に活かせるか、④時期（季）を捉えている
か、を意識しながら進めています。トップの考え方や

プロジェクトチーム［幸区］

多摩区役所区民課
課長補佐
北澤 淳

こども多言語情報コーナー［川崎区］
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思いが全職員に伝わる
ように、区長や副区長
のコラムを掲載したり、
好評の『知っておいて
ね 窓口案内』では、間
違えやすい窓口案内を
載せています。個人の
写真や名前入りの記事
を掲載して、顔を合わ
せることの少ない部署
や職員同士をつなげる
ための工夫も行ってい

ます。
庁内報で紹介した新しい施設や事業を話題にして
いる職員の声を聞くと、つながりが区役所全体へ広が
っていることを実感できます。毎回ファイリングして業
務に活かしたり、区長・副区長のコラムを楽しみにし
ている職員もいて、掲載記事の選択は今後も重要だ
と感じています。
ワーキングメンバー自身も、チームとして一つの事
業を遂行する方法や、情報紙作成のスキルを学んで
います。

北澤［多摩区］　新たな区民課番号表示システムでは、
行政情報も発信することができます。モニター画面で
地元企業等の広告を放映して広告費等を得ているた
め、システム導入時の設置費用や維持経費等につい
て区としての費用負担はありません。新たな広告を流
す際には、広告ガイドラインに沿った放映広告かどう
かの審査を行っています。これは区民課としては初め
ての業務ですが、関連部署にも照会して提案企業に

ガイドラインの基準を正しく理解してもらえるよう、試
行錯誤しながら取り組んでいます。
１階アトリウムへの路面案内表示については、区

役所快適化リフォーム事業の全体的な工期の遅れな
ど問題もありましたが、来庁者がそれを見て直接区
民課証明発行コーナーに向かい、区民課窓口の混雑
緩和につながっています。

簗田［多摩区］　キッズコーナーでは絶えず子どもが遊
んでおり、窓口で手続きを待っている子ども連れの来
庁者にとっては、それまでそういった場所が全くなかっ
ただけに、非常に有益なものになっていると思います。

他に紹介したい貴区での取り組みはありますか？

中原［川崎区］　外国人
市民の支援という話か
らはそれますが、こど
も相談の窓口フロアに
はキッズコーナーを設
置するスペースがなく、
保育士さんに相談して、
傘立のあった場所に手
作りの「タッチハウス」版を取り付けました。限られ
たわずかな空間ですが、子どもたちが楽しむ様子も
度々見られます。さらに、季節感が出るよう毎月ち
ょっとした装飾を施すなど、快適な窓口環境を整え
ています。
また、川崎区全体の取り組みとして、平成

24(2012)年10月から快適な環境整備を目指して「か
わさきまちなかクリーンアップ大作戦」が始まりま
した。有志職員により月１回、早朝に区役所周辺歩
道等の清掃を行うのですが、職員の一人一人が快適
空間を自らつくるという主体性を持って、積極的に
参加する雰囲気が生まれてきています。

柳瀬［幸区］　幸区では、「区役所サービス品質向上推
進事務局」を設置して定期的に研修活動などを行っ
ています。
中でも、「サービス品質マネジメントシステム」は、
ISO規格に沿った手法で、サービスの改善と向上の

手作りの「タッチハウス」［川崎区］

庁内報「ゴーヤのちから」
［高津区］

（左上）行政情報の発信も可能
な新番号表示システム

（左下）路面表示

（右上）キッズコーナー

［多摩区］
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ために構築した幸区独自の仕組みです。職員は、日
頃の執務・応接・サービスの姿勢について、『幸S30』
チェックリストに基づき、30項目を自己点検するこ
とで、“しあわせ”を感じてもらえるサービスの提供
に日々取り組んでいます。

荻原［高津区］　高津区には庁内報発行ワーキングの
他に「研修ワーキング」「区役所アメニティ向上ワー
キング」があります。「研修ワーキング」では、窓口応
対や応接能力を高めるための研修を実施して、全職
員が同等の接遇意識と高い接遇能力の習得を目指し
ています。「区役所アメニティ向上ワーキング」では、
来庁された方の視点に立った快適な設備や窓口環境
になるようにと、夏季のゴーヤ育成・エコ対策や職
場点検を定期的に行い、結果を各部署に報告してい
ます。各部署では、報告書を受けて指摘箇所を確認
して改善します。日々の業務に追われていると職場
内では気付きにくいことも、第三者の視点で見ても
らうことで、改善点が明らかになります。来庁され
た方にとって快適な環境は、私たちにとっても快適
な環境であると思います。

北澤［多摩区］　ここでご紹介した事業は近年の取り
組みですが、多摩区区民課としての窓口サービス改
善の推進は、平成16（2004）年のISO9001認証取得後
から展開しており、現在では区民課だけでなく、区役
所全体のサービス向上に資する内容となっています。

さらなる区役所サービス向上のためのお考えをお聞
かせください。

中原［川崎区］　川崎区役所には、川崎市国際交流協
会による３カ国語の外国人相談がありますが、まだ区
役所の窓口業務との連携には至っていません。言葉
が通じないことが原因で適切な支援につながりにくい
状況があることを考えると、例えば、相談コーナーを
オープンカウンターにして、ちょっと聞きたい、ここが
分からないということに応じたり、窓口相談や手続き
を支援する回遊型の外国人相談などとして発展させる
と、外国人市民へのサービス向上につながると考え
ています。

柳瀬［幸区］　“「事」に「仕える」のが「仕事」である”
ということを一人一人の職員が意識すれば、窓口対
応は一変します。決まった流れに沿ってただ処理す
る「業務」ではなく、「仕事」として対応するとなると、
来庁者の方に「あの人に対応してもらって良かった」
と感じてもらえるような対応になると思います。こ
れは、私が以前区画整理事業を担当していた時、市
民の方に教えていただいたことです。
また、職員がボランティア活動や、地域の町内会・

自治会やNPOなどで社会貢献活動を行うことを推
進するのも大切だと思います。異業種の方々との交
流は、視野を広げるきっかけにもなりますし、市民
目線で業務を検討できるようになります。仕事に一
生懸命取り組むことはもちろん、積極的な社会貢献
活動により、業務改善を図る「きっかけ」を自分に与
えることや、貢献した喜びを感じることも重要では
ないかと感じています。

荻原［高津区］　来庁された方が求める、さまざまな
情報や相談の具体的な内容は担当課でなくては分
かりませんが、それでも職員一人一人が、コピー機、
多目的トイレ、授乳室、休憩用の椅子などの設備の
場所や、他部署の業務や内線番号を知っていること
で、より親切な対応ができます。こうしたことが区役
所サービス向上にとって、とても大切であると考えます。

北澤［多摩区］　区役所全体のサービス向上ということ
では、区民課のような窓口主管課だけでの対応では
もはや限界があり、各課の連携が重要となります。
多摩区では、平成23年度末の川崎市区役所サービ

ス向上指針の改定に伴い、これまで区民課のみが事
務局となっていた「窓口サービス改善検討会」を廃止
し、平成24年度から新たに総務課・区民課を事務局
とした「サービス向上委員会」を立ち上げ、各課がスク
ラムを組み区を挙げてサービス向上を進めています。

ありがとうございました。

【編集部より】
本記事の作成に当たっては、５人の記事を編集部で再

構成した。なお、中原区、宮前区、麻生区の事例については、
本書p.34・35で紹介しているのでご参照いただきたい。



40 政策情報かわさき　第28号

川崎区役所企画課 担当係長　佐々木 朗子

「歴史文化と花のまち かわさきく」
の取り組み

川崎区は平成24（2012）年４月に区制40周年を迎え
た。この節目の年に当たり、これまでの地域の歩み
や魅力を見つめ直し、区民が地域への愛着と誇りを
高め、これからも希望や期待を持ち続けることがで
きるまちづくりを目指し、さまざまな周年事業を行
った。その際、キャッチフレーズに掲げたのが「歴
史文化と花のまち かわさきく」である。
“歴史・文化・花？”と感じる方のために、はじめに、

「歴史」「文化」「花」についてそれぞれ簡単に記述する。

１　川崎区の「歴史」

川崎区と聞いて、臨海部の工場群を思い浮かべる
方は多いのではないだろうか。川崎区域は明治時代
末期から大規模な工場の進出が進み、以降「工都川
崎」の中心として発展を続けてきた。第２次世界大
戦後も高度経済成長期の日本の重化学工業の基幹を
担ったが、一方で区が誕生した昭和47（1972）年頃に
は、公害が社会問題となり、市民生活優先に向け転
換期を迎えていた。その後は市民、企業、行政が連
携して公害を克服し、さらには環境技術の開発にも
積極的に取り組みを進めた。その結果現在では、キ
ングスカイフロント※１におけるライフサイエンス・

環境分野で
の研究開発
をはじめ、
最先端のも
のづくり技
術や環境関
連技術が集
積する、「環

境調和型工業地域」として発展している。

２　川崎区の「文化」

工都としての発展は、それを背景とした文化も育
んできた。その一つに、日本の近代化に貢献した産
業・交通・土木等に関わる構造物等や、産業発展に
寄与してきた機械・設備・製品等が数多く残ってい
ることが挙げられる。区では、区全域を展示場に見
立て「かわさき産業ミュージアム」として、これらの
資源を保存・活用する取り組みを行っている。
また、平成25（2013）年に「東海道かわさき宿交流

館」※２の開館が予定されている東海道川崎宿や、川
崎大師平間寺等の歴史的資源を有するとともに、新
しい文化として、日本最大級のハロウィンパレード
やアジアンフェスタなどのイベント、「音楽のまち・
かわさき」を旗印にした多くの音楽イベントも開催
されている。最近では、川崎球場でアメリカンフッ
トボールの公式試合が盛んに行われており、多数の
アメフットファンが訪れている。このように、最先
端技術のまちであるとともに、古今さまざまな文化
を併せ持つところが、区の大きな魅力といえる。

３　川崎区の「花」～区の花・区の木の制定～

「花」は、区制40周年を記念して制定した区の花・
区の木に由来する。制定は、第３期区民会議から
「地域緑化の推進、区民の環境意識の向上、区のイ
メージアップ」等の地域課題への活用を目的に提案
された。区は提案を受け、区民や学識経験者等で
構成される選考委員会を設置し、委員会での審議

≪祝！川崎区40周年を記念して≫

指定都市川崎における区のあり方 ～これまでの歩みとこれからの行方を探る～特集

工場の夜景
近年は臨海部の工場などを訪ねる産業観光も注目を
集めている。
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と、子どもから高齢の方まで幅広い年齢層の区民か
らの約2,500通に及ぶアンケート結果を踏まえ、区
の花を「ひまわり」と「ビオラ」に、区の木を「銀

いちょう

杏」と
「長
ちょうじゅうろうなし

十郎梨」に決定した。
このように多くの区民の参加のもとに制定した区
の花・区の木を、さらに多くの区民と共に地域課題
の解決に活用を進め、花と
緑のあふれるまちを目指す
という思いを込め「花のま
ち」とした。

４　40周年を迎えて

⑴　写真展「川崎区の40年」の実施
まず、区制40周年記念事業の皮切りとして、これ
までの区の歩みを多くの区民と共に見つめ直し、地
域への愛着を深めてもらうきっかけとなるよう、区
制施行当時の区内の様子を写した写真を中心に写真
展を開催した。延べ約6,700人が来場し、当時の懐
かしい写真に、来場者相互で話が弾む姿が見られた。

⑵　歴史文化と花のまちフェスティバル
11月24日には「歴史文化と花のまちフェスティバ
ル」と題し、記念行事を開催した。
40年前の市政ニュースや写真で区制施行当時の様
子を振り返るとともに、「川崎区の特色を生かした魅
力あるまちづくり」をテーマとした工学院大学の倉
田直道主任教授による記念講演や、「歴史文化と花の
まちづくりに向けて」をテーマとしたパネルディス
カッション等を通じ、区の歴史的・文化的資源や区
の花・区の木を活用した魅力あるまちづくりについ
て、参加した区民の方々と共に考え、共有する場と
することができたと考えている。

⑶　「花」のまちづくり
区の花・区の木の制定後は、積極的な活用を目指

し、区民と協働で取り組みを進めている。平成24年
度は、区の花・区の木としての普及と定着を第一に、
公園等での区の花「ひまわり」の植栽、区の花「ビオ
ラ」の名を冠した定期コンサート、市役所通りの区
の木「銀

いちょう

杏」の紅葉を背景とした音楽会、さらには地
域の子どもたちによるパレードや梨の配布等による
区の木「長

ちょうじゅう

十郎
ろうなし

梨」まつり等を40周年記念事業として
実施した。

５　おわりに

かつては工都として発展してきた川崎区も、近年
工場の移転と跡地への大規模マンションの建設が進
み、子育て世代の転入が増えている。一方で、高齢
化率や単身世帯の割合も高く、地域住民相互の交流
の希薄化や孤立化が課題となっている。地域の魅力
の共有や、区の花・木の植栽等を通じた共同活動は、
地域の一体感を強めるきっかけになるだろう。これ
からも、地域の魅力や区の花・木を活かしつつ、区
民会議からの提案や市民提案型事業をはじめとする
区民の参加と協働により、地域の課題解決に取り組
み、区民が希望や期待を持ち続け、いつまでも安心
して健やかに暮らせるまちづくりを進めていきたい。

人口／世帯数：217,337人／106,596世帯
面積：40.25㎢
区の花・木：ひまわり・ビオラ（花）、銀

いちょう

杏・長
ちょうじゅうろうなし

十郎梨（木）
ゆかりの人：小泉次大夫（「二ヶ領用水」開削の功労者）、田

中休愚（多摩川の治水工事の功労者）、佐藤惣之助（赤城の
子守唄六甲おろしの作詞）、坂本九（日本で唯一の全米No.1
歌手）、池上幸豊（川崎の殖産興業に尽力）
名所：川崎大師平間寺、東海道川崎宿ほか

川崎区の特徴紹介

※平成25年１月１日現在

区の木
「長

ちょうじゅうろうなし

十郎梨」
まつりの様子

※１　キングスカイフロント
「殿町地区」の開発エリアでは、ライフサイエンス・環境分野における
研究開発から新産業を創出する「国際戦略拠点」の形成が進んでおり、
「キングスカイフロント」と名付けられている。京浜臨海部ライフイノ
ベーション国際戦略総合特区の区域にも指定されている。

※２　東海道かわさき宿交流館
東海道川崎宿に関する歴史、民俗等の資料の展示を行うとともに、市
民相互の交流を推進し、もって市民の文化の振興に寄与するため、平
成25年秋の開館に向けて整備が進められている。

制定された区の花・区の木の
ロゴマーク
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幸区役所企画課　池田 智裕

地域の「つながり」を築くために
～区誕生40周年をきっかけにして～

１　はじめに

平成24（2012）年は、川崎市が指定都市に移行した
ことに伴い、幸区が誕生してからちょうど40年目の
節目の年であった。かつては明治後期頃から長く工
業都市として栄えてきたが、昭和47（1972）年の区誕
生以降は、その様相を徐々に変えていくことになる。
工場の区外移転に伴う跡地開発により、大規模集合
住宅やオフィスビルの建設が進み、川崎駅西口には、
ミューザ川崎シンフォニーホールや、商業施設・ラ
ゾーナ川崎プラザなども相次いで誕生し、一層のに
ぎわいを見せるようになった。また、鹿島田地区や、
新川崎地区にも相次いで大型マンションが建設され、
特に子育て世代が多く区内に転入した。新規居住者
の増加はライフスタイルの多様化を招き、既存の地
域コミュニティの希薄化へとつながっている。
そこで幸区では、区誕生40周年をきっかけとし、
区民の区への愛着を高めるとともに、地域コミュニ
ティの再生に向け、地域のつながりを感じられるよ
うな取り組みを実施することにした。

２　区への愛着を高める～区の歴史と未来を通して～

⑴　40周年記念誌の発行
まず、区の歩んできたこれまでの歴史を振り返り、
区のことをもっと知ってもらうことで、区への愛着
を高めてもらうため、区民で構成される「幸区ふる
さと編集委員会」と区が協働で幸区誕生40周年記念
誌 「語り継ぐさいわい さいわいの今・未来」を制作・
発行した。すると多くの人が記念誌を求めて区役所
窓口に訪れるなど区民の関心は高く、地域のことに

ついてあらためて知ってもらう良いきっかけとなっ
た。また、記念誌の内容を映像化したDVDも制作し
ており、貸し出しを行って、今後より多くの区民に
映像を通じ区の歴史に触れてもらえる機会を提供し、
区への愛着を高めてもらいたい。

⑵　区の木・花の制定
次に、区をもっと身近に感じてもらい、区に対す

る親しみや区民の一体感などを高め、これからも住
み続けたい幸区のシンボルとなる区の木・区の花を
制定した。制定に当たっては、区民で構成する「区
の木・区の花選考委員会」を設置して木と花それぞ
れの候補を五つずつ選定し、区民による投票を行っ
た。その結果を受け、区の木には「ハナミズキ」、区
の花には「ヤマブキ」をそれぞれ制定した。区の新た
なシンボルとして活用していくため、区内にある
川崎総合科学高等学校デザイン科の生徒の協力に
よりロゴマークも作成
し、幸区民祭で公表し
た。また、夢見ヶ崎公
園で開催された日吉ま
つりでは、区の花「ヤ
マブキ」の記念植樹が
行われた。

３　区民の「つながり」を築く

⑴　幸区こども環境展の開催
区民の環境意識の高まりや、区内に先端技術を有

する企業が多いことから、企業・団体等と連携し、

≪祝！幸区40周年を記念して≫

指定都市川崎における区のあり方 ～これまでの歩みとこれからの行方を探る～特集

「しあわせあふれる幸区」という願い
もこめて作成した区の木・区の花の
ロゴマーク
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子どもを対象として、体験しながら楽しく環境につ
いて考え学んでもらう、「幸区子ども環境展」を10月
28日に開催した。開催に当たっては、区内在住で再
生可能エネルギー研究の第一人者である牛山泉足利
工業大学学長をはじめ、キヤノン株式会社やパイオ
ニア株式会社など区内35の企業・団体等に参加を依
頼し、協力を得ることができた。開催当日、天気は
あいにくの雨であったが、1,000人を越える来場者
があり、メインステージでの牛山学長による風車博
士のおもしろ実験、体験コーナーでの独立行政法人
新エネルギー・産業技術開発機構（NEDO）によるソ
ーラーカーづくりや、パイオニア株式会社による紙
皿のスピーカーづくりなど、どれも大盛況となった。
この環境展の開催によって、子どもたちが、実際に
体験しながら参加することで、環境問題に興味を持
ってもらうきっかけづくりができた。
また、地域とのつながりという面では、まず、環
境展に参加した企業・団体同士が相互に交流し、つ
ながりを築くことができた。さらには、区役所が体
験型の環境展を主催することにより、区民に区の取
り組みを知ってもらい、区政をもっと身近に感じて
もらう機会とすることができ、参加した区民と区役
所のつながりも築くことができたと感じている。

⑵　スタンプラリーの開催
他に、区内の商店と連携し、地域コミュニティの

活性化と区内商店の振興を目的として「お店めぐり
“しあわせ”スタンプラリー＆クーポン」を10月から
12月にかけて開催した。具体的には次のような仕組
みである。
①　 商店街ごとに参加する店舗を募る（参加は店舗

単位）。スタンプラリーの台紙を、さいわい広
報特別号として新聞折り込みにて配布する。

②　 参加店舗は40周年にちなんだ商品・サービスを
企画する。

③　 当日、参加者はスタンプ台紙を持って区内の商
店で商品・サービスを購入し、スタンプを押し
てもらう。スタンプ五つで参加店舗の代金割引
や商品のサービスなど特別なサービスが受けら
れる。

この取り組みによって、参加した商店から「スタ
ンプラリーのおかげで、これまでお店を知らなかっ
たお客さんが店を知り足を運ぶきっかけができて非
常にありがたかった」とのお言葉をいただくことが
でき、区役所、各商店、区民のつながりを築くこと
ができたと感じている。
この二つのイベントの開催によって、地域のつな

がりを築くきっかけ作りができ、希薄化が進む地域
コミュニティの活性化に貢献できたのではないかと
思う。

４　おわりに

今回、区誕生40周年をきっかけにした、区の課題
を解決するための取り組みを進めてきた。幸区内に
は、今後も大型マンションの建設が予定されており、
新規居住者が増えていくことから、もっと地域を身
近に感じ、愛着を持ってもらえる取り組みや、地域
コミュニティの活性化に向けた取り組みを継続して
いくことで、区民が「しあわせ」を感じ、住み続けた
いと思えるまちづくりを進めていかなければならな
いと感じている。

人口／世帯数：156,522人／72,190世帯
面積：10.09㎢
区の花・木：ヤマブキ（花）、ハナミズキ（木）
トリビア：「幸」の地名は、明治１７年に観梅のため、明治天皇の御

幸があったことを記念して名づけられた旧名「御幸」の一字を残したもの。
名所：ミューザ川崎シンフォニーホール（音楽のまち・かわさきのシ
ンボル）、夢見ヶ崎公園（60種を超える動物を間近に見ることができる
市内唯一の動物園がある）、ラゾーナ川崎プラザ（大型商業施設）など

幸区の特徴紹介

※平成25年１月１日現在

実施した各体験ブースは、定員を上回る参加者が続出するほど
の人気であった。
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中原区役所企画課 担当係長　園田 健太

区制40周年記念の取り組み
～世代をこえて人がつながるなかはら～

１　中原区にとっての40年

中原区は、川崎市が指定都市に移行した昭和47（1972）
年４月１日におよそ19万９千人の人口でスタートした。区
制施行当時は、富士通やＮＥＣ、不二サッシなどの大企
業が立地し、多くの労働者でにぎわうまちであった。その
後、等々力緑地内に昭和63（1988）年に「市民ミュージアム」
が、平成７（1995）年に「とどろきアリーナ」がそれぞれ開館
するなど、市の中心に位置する中原区に市を代表する公共
施設の整備も進んでいった。さらに、最近10年は民間を主
体とした武蔵小杉駅周辺の再開発事業が進み、人口も３万
人以上増加し、市内７区で最も人口の多い区となっている。
古くから住んでいる人にいわせれば「目覚ましい変貌ぶり」
を遂げているところである。
このような環境変化の中で迎える中原区制40周年を、長
年住んでいる区民には、より地域へ愛着を持ってもらうとと
もに、新たな区民には中原区の歴史を振り返り、他の区民
と交流してもらう良い契機とするため、１年を通してさまざ
まな記念事業を計画し、実施することとなった。

２　実施方針・実行計画の策定

区役所企画課では、区制40周年を１年後に控えた平成23
（2011）年４月には「中原区制40周年記念事業実施方針」の
策定に着手した。５月には、区役所企画調整会議で決定し、
この方針に基づき平成24年度予算案の作成に取り掛かった。
まず、実施方針では、基本方針５点と記念事業の枠組みを
定めた（表１）。
この方針を策定することで、区役所全体で記念事業に取

り組むことや既存事業を冠事業として最大限活用していくこ
とを確認し、予算化への方針を明確にした。

次に、平成24年度事業の予算も固まってきた平成24
（2012）年３月には「中原区制40周年記念事業実行計画」を
策定した。この実行計画では、基本方針で定めた記念事業
の枠組みに具体的な事業名を当てはめていき、中原区制40
周年記念事業としてのラインナップが確定した。主な事業
は表２のとおりである。

３　さまざまな取り組み

⑴　記念写真集の作成
記念事業では、メインに記念写真集の作成を位置付け

た。昔をよく知る地域の高齢者が他界し、まちの歴史を語
り継ぎ、また、歴史資料を所蔵している人が減ってきてい
る。区役所では、これまで歴史写真を集めたことがないた
め、減りつつある歴史写真を集約した冊子を作成すること
で、再開発が進むまちの姿と昔のまちの姿を重ね合わせ、

≪祝！中原区40周年を記念して≫

指定都市川崎における区のあり方 ～これまでの歩みとこれからの行方を探る～特集

1　基本方針
⑴　区役所全体で記念事業に取り組み、特に実施段階では多くの区

民の参加を促し、区民との協働により、40周年を記念する。
⑵　大きな変貌を遂げる中原区が新たな10年に向けて飛躍するため

に、区役所と区民が一体となって、事業に取り組む。
⑶　区の歴史、文化、産業、自然、人材等の既存の地域資源を活用

した事業を実施し、魅力が輝き、活力にあふれるまちづくりへ
の風土を醸成する。

⑷　記念事業にふさわしい既存のイベントを「冠」事業として実施す
る。

⑸　中原区の魅力を再認識する機会とする。
２　記念事業の枠組み
⑴　メイン事業　　　⑶　区民主催事業
⑵　区主催事業　　　⑷　広報事業

１　メイン事業
・区制40周年記念写真集の発行
２　区主催事業
・第３期区民会議市民報告会の
　開催
・NHKのど自慢公開放送
・なかはらパンジーボウルの開
　催

３　区民主催事業
・中原区民祭の開催
・市民提案型事業の実施
４　広報事業
・タウンニュースへの特集記事掲
　載
・40周年デザインロゴの活用

表１　中原区制40周年記念事業実施方針の主な内容

表２　主な記念事業



45

指定都市川崎における区のあり方特集

区をより一層知ってもらうきっかけと
することとした。作成に当たっては、
区民を中心とした23名の委員で中原
区区制40周年記念写真集編集委員
会（委員長：村上直法政大学名誉教
授）を設置し、平成23（2011）年７月
から平成24（2012）年３月までに会議
を計13回開催した。区民の熱意によ

り、完成した写真集は平成24（2012）年５月に販売を開始し、
現時点で約2,500冊を売り上げ区民の貴重な財産となって
いる。

⑵　区民会議市民報告会となかはらミュージカル
区民の立場から区制40周年を考える取り組みとして、区

民会議のテーマを「中原区制40周年を迎えて」とし、審議を
行った。区民会議からは、区制40周年の取り組みとして、「世
代をこえて人がつながるなかはら－未来に夢と希望を託し
て－」をテーマとするよう提案があり、区民会議委員の企画
により、区内企業や子どもたちが多数参加する区民会議市
民報告会を開催した。特に、多くの区内企業の参加はこれ
までの区役所のイベント等ではなかった取り組みであり、参
加企業からはこれを機にぜひつながりを継続していきたい
と喜びの声をもらったところである。
さらに、市民提案型事業において、区制40周年記念の事
業を実施できる市民団体を募集したところ４団体の事業が
採択され、そのうちの一つ「なかはらミュージカル」では５歳
から70歳までの区民約70人が公募でキャストとなり、世代間
の交流を深めるとともに、中原区をふるさととして育つ子ど
もたちの郷土愛を育んでいこうとしている。

⑶　「NHKのど自慢」公開放送
40周年記念イベントの中で、区民にとり大きな思い出と

なったのが、「ＮＨＫのど自慢」公開放送の開催である。川
崎市内では、市制80周年記念で平成15（2003）年１月に教
育文化会館で開催して以来、約９年ぶりの開催となった。
等々力緑地内で開催する中原区民祭と同じ10月21日にとど
ろきアリーナで開催したことで相乗効果もあり、また、天候
にも恵まれたことで、近年まれに見る人出で区民祭がにぎ
わったと区民祭実行委員も喜んでいた。

⑷　全体を通じて
他にも、記念切手の作成や20を超える冠事業の実施など、
区内のさまざまな資源を活用した記念事業を計画し、実施
してきた。中原区の40周年記念事業の特徴としては、「ＮＨ
Ｋのど自慢」や法政大学と富士通のアメリカンフットボール
チームが対戦する「なかはらパンジーボウル」などの大型イ
ベント、区民会議発や市民提案型など区民主体の記念イベ
ント、そして、記念写真集の作成という区の足跡を残す取
り組みなどをバランス良く実施していることが挙げられるで
あろう。
これらのさまざまな事業を実施できたのも、今まさにまち
が大きく発展しており、盛り上がっている中原区民の参加と
協働があったからこそであると考えている。

４　50周年に向けて

区民は自らの手でまちを盛り上げ、まちを形づくって
いく。区役所としては、周年記念事業を区民とともに企画、
実施することで協働によるまちづくりへの機運を盛り上
げる良い契機となっている。
区制50周年を迎える2022年には、現在進行中の武蔵小
杉駅周辺の再開発事業はほぼ完成していることが予想さ
れる。その時、中原区がどのようなまちになっているか。
また、どのような周年事業を実施できるか、大変楽しみ
である。

人口／世帯数：236,509人／118,248世帯
面積：14.81㎢
区の花：パンジー
名所：等々力緑地、多摩川河川敷

トリビア：「中原」という名称は、江戸時代に中原御殿（平
塚市）と江戸を結ぶ中原街道の中継地の仮御殿が小杉に
あったことに由来。

中原区の特徴紹介

※平成25年１月１日現在

中原区区制40周年記念写真集

未来に伝える
なかはらの
歩み

川 崎 市 中 原 区 役 所
中原区区制40周年記念写真集編集委員会

40周年記念写真集

幅広い年代のミュージカル出演者
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高津区役所企画課 担当係長　佐藤 園子

区制40周年から未来へつなぐ
「ひと・まち・記憶」

１　はじめに～一枚の写真が語るもの～

「うちに、高津の古い写真がいろいろあるから見
にきませんか」－。区制40周年の前々年度の平成23
（2011）年１月、大山街道沿いの旧家で先々代が高
津町長を務めていた方からの連絡でご自宅に伺うと、
そこには大正から昭和初期にかけての行政に関わる
たくさんの写真があった。中でも目を引いたのが下の
写真である。
「この写真は75年
前の昭和12年４月１
日に高津町が川崎市
に合併した時のもの
で、写るのは当時の
町長、助役の他、町
会議員です」。この
建物は昭和44（1969）
年まで現在の大山街道ふるさと館の場所にあった（庁
舎は昭和44（1969）年に現在のてくのかわさきに、そ
の後平成４（1992）年に現庁舎に移転した）。ふるさと
館１階にはこの建物の20分の１の模型が展示してあ
り、写真と模型を見比べることも可能だ。
昭和12（1937）年に高津町は厳しい財政状況などを
背景に川崎市と合併した。威厳ある表情で写る町長
らの胸中には複雑な思いもあったであろう。たった１
枚の集合写真であるが、ここから私たちはさまざまな
情報を受け取り、思いをはせることができる。このお
宅には他にも大正期の青年団の活動を記録した写真
など、まちの歴史をひも解く貴重な写真が保管されて
いた。もっと広く区民に呼びかけることで、たくさん
の興味深い写真が集まるのではないか、そしてそれ

らの写真から私たちは多くのことを学べるのではない
か。この１枚の写真から高津区制40周年記念事業の
柱、まちの記憶を未来に伝える取り組み「高津区ふる
さとアーカイブ事業」が始まった。

２　区制40周年はきっかけ

それまでも、地域に残る古い写真や資料の保存活
用は、大山街道や久地円筒分水など一部の事業にお
いて限定的には行われていた。しかし体系的な収集
体制が取れない中、年々貴重な資料が散逸する状況
にあった。くしくも、翌々年度には区制40周年を迎える。
古い写真を大々的に募集するには良いタイミングに思
えた。そこで区制40周年を一つの契機として捉え、ま
ずは平成23年度に事業の基本方針を定め、区制40周
年を迎える平成24年度には収集した写真を使った記
念誌を発行する計画を立てた。
基本方針の策定と記念誌の編集に当たっては区民

委員の他学識委員として、国立情報学研究所連想情
報学研究開発センターの中村佳史助教を迎え、古写
真を使ったワークショップなども開催した。ワークショ
ップでは、今昔の写真を参加者のコメントとともに見
比べられるマップを作成し、その成果をiPhoneアプリ
「たかつぶらり」として平成24（2012）年５月から一般
に公開している。この取り組みはまだまだ試行的なも
のであるが、若年層や新住民が気軽にアクセスでき
る手段として、今後も地図や写真などのコンテンツを
充実させていく予定だ。

建物エントランス上部には「高津町
役場」の文字

≪祝！高津区40周年を記念して≫

指定都市川崎における区のあり方 ～これまでの歩みとこれからの行方を探る～特集
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３　テーマでつながる記念事業

ここで高津区の区制40周年記念事業の全体につい
て少し触れたい。他区では区の木や花の制定などが
記念事業として行われているが、当区では10年前の
30周年の年に区の木（うめ）と花（すいせん）が既に制
定されている。また、周年事業として40年という節目
はいささか中途半端ではないかという区民の声も聞こ
え、高津区では区制40周年を50周年へ向けた通過点
として捉え「未来に伝えたい高津の記憶」をテーマに、
前述の記念誌発行の他、写真展や記念イベントの開
催などを一連の記念事業として展開することとした。
８月に高津市民館で開催した記念イベントでは、
市民文化大使である高津区出身のピアニスト小原孝
さんをゲストにお迎えし、「わたしの好きな高津」をテ
ーマにトークコンサートを催した。また、イベント前
半では記念誌発行の予告編的に、区内の古い写真や
アーカイブ事業の紹介、まちの人と魅力を撮影した映
像の放映を行った。昭和30年代の溝口駅や津田山駅
など懐かしい写真が映し出されるたび、会場からはざ
わめきが起こり、イベントとしては大きな盛り上がりを
得られたといえる。

４　いよいよ記念誌発行へ

写真の収集については前々年度から準備を進めて
いたこともあり、編集段階で1,500点ほど収集できてい

た。記念誌のコンセプトとしては、集まった写真をた
だ並べるのではなく、「区の歩みを辿れるビジュアルヒ
ストリーとすること」を編集委員会で掲げており、写真
の選定とテーマごとの振り分け、まちの歩みの概略の
まとめという作業は簡単なものではなかった。編集作
業を通じて強く感じたのは、昭和初期以前の写真もそ
れなりに現存するが、残念ながら写真の内容を分かる
方が既に亡くなってしまっているケースが多いというこ
と。この企画があと10年早ければという声もあったが、
今やれることを精一杯という思いで作業を進めた。今
回の記念誌の編集で特に力を入れたのがインタビュー
記事で、二子三業地に唯一
残る料亭のおかみ（90歳）か
ら大変貴重なお話をお聞か
せいただいた。ご興味のあ
る方はぜひ記念誌の「高津
の粋な文化」のページをご
覧いただきたい。

５　おわりに～区制50周年へ向けて～

平成24（2012）年12月14日に記念誌「たかつ　ひと・
まち・記憶」が発売開始となった。販売の協力をいた
だいた文教堂書店さんからは、現在のところ売れ行き
も好調と伺っており、担当としてはホッとしているとこ
ろである。古くから高津区に住まう人にとっては懐かし
く、新しく高津区の住民となられた方にとっては高津
区を知る入門書としてもお役に立てる一冊に仕上がっ
ていると思う。
平成25年度には収集した写真をデジタルアーカイブ

としてまとめ、インターネットからアクセスできるWEB
サイトも作成する計画である。また、まちの古老から
の聞き取り調査も少しずつ進めていく。区制50周年そ
して、市制100年に向けて着実に展開する「高津区ふ
るさとアーカイブ事業」に、今後も注目をしていただき
たい。

人口／世帯数：221,720人／104,505世帯
面積：17.10㎢
区の花・木：すいせん（花）、うめ（木）
ゆかりの人：岡本太郎（芸術家）、濱田庄司（陶芸家）

名所：久地円筒分水（国登録有形文化財）
トリビア：溝口駅の３つの円筒分水を知っていますか？（答
えは区制40周年記念誌69ページに）

高津区の特徴紹介

※平成25年１月１日現在

イベント会場で未来への
メッセージを書く子どもたち

オールカラー80ページ。区
役所売店のほか文教堂書店
で販売中

40周年ロゴは区役所内若手職員
によるプロジェクトで検討。区の
シルエットに大山街道、円筒分
水などをモチーフとして配した。
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宮前区役所地域振興課 地域活動支援係長　永田 泰雄

宮前区誕生30周年記念の取り組み
～絆を深めてもっと大好きなまちへ～

１　はじめに

宮前区は、昭和57（1982）年７月に高津区から分かれて誕生した
市内で最も新しい区である。かつては農村地帯であったが、東急
田園都市線沿いを中心に緑豊かな自然を活かした良好な住宅地が
多く形成され、現在では22万人を超える人々が暮らす多彩な魅力
にあふれたまちとなっている。
そんな宮前区では、平成24（2012）年７月１日に区制30周年を迎

え、平成24年度中を「記念イヤー」として「宮前区誕生30周年記念
事業」を展開中である。これまでの経過と取り組み状況について紹
介する。

２　事業計画の立案から実施まで

⑴　“オール宮前”で「誕生30周年」を祝う！
区制30周年記念事業の実施計画については、より区民に身近な

関わりを持つ地域振興課の担当となり、平成23年度に入り予算措
置もない中で検討を始めた。立案に当たりまず悩んだのは、事業
名称についてであった。個人的感覚として、「区制」というと多くの
区民にとっては、“行政都合による他人事”というイメージが先行し、
主体的な参加協力が期待できないのではないかという懸念があっ
たためである。結果としては、より区民に親しみを持ってもらえるよ
う「誕生」というワードを用いることとした。
計画に当たっては、①区役所はもとより区民・団体・事業者など

多様な主体による“オール宮前”での取り組みとすること、②事業に
視覚的な統一性を持たせるために記念ロゴマークおよびキャラクタ
ーを制定し活用すること、③費用対効果の高い情報発信を目指し
てメディアからも注目されるような取り組みとすること、という３点
に特に留意するとともに、事業構成、推進体制を表１のとおりとした。

⑵ 　職員のチカラで！記念ロゴ＆キャラ制定
記念事業のシンボル的存在となる記念ロゴマークおよびキャラク

ターの制定に当たっては、区役所職員から募集を行い、プロジェク
トチームによる絞り込み作業を行った後、実行委員会で決定すると
いう手法を採り、平成23(2011)年12月27日に対外発表を行った。

ロゴマークおよびキャラクター制定後、これらを活用した啓発グ
ッズ制作に向けた機運が庁内外で高まり、平成23年度内にステッ
カー・着ぐるみ等を制作することができた。また、職員用の名刺サ
ンプルやパネル、缶バッジ、Ｔシャツ、キャップ、お面、区民課
窓口カード、公用車用マグネット、職場表示看板などさまざまなオ
リジナルグッズを職員の創意工夫で制作し、キャラクター等の周知
と周年記念事業の機運盛り上げを図った。
なお、「宮前兄妹」の着ぐるみについては、非着用時におけるPR

左：記念ロゴマーク
右：記念キャラクター「宮前兄妹」（兄：メロー、妹：コスミン）

≪祝！宮前区30周年を記念して≫

指定都市川崎における区のあり方 ～これまでの歩みとこれからの行方を探る～特集

事
業
構
成

区 事 業 「記念式典」・「特別事業」・「冠事業」

民間事業
=「協賛事業」

■対象：区内に活動の拠点を置く市民、団体、
事業者が主催する事業で、多くの区民が参加で
き、地域の活性化につながるもの（商業目的も可）
■支援内容：名義使用、ロゴマーク等の使用、
広報支援（経済的支援なし）

推
進
体
制

実行委員会 記念事業推進の中心的組織及び意思決定機関－区内
の主要団体で組織

庁内
プロジェクト

ロゴマーク等の募集・絞込み、特別提案事業の実施
等－30周年にちなみ、宮前区とともに入庁30周年
を迎える地域振興課長を座長とし、おおむね25歳
から34歳まで（いわゆる“アラサー”）の職員での構成

庁内体制
総務課：実行委員会の事務局及び記念式典等
企画課：記念事業広報
地域振興課：全体企画及びプロジェクト事務局

表１　「宮前区誕生30周年記念事業」 事業構成及び推進体制
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効果の獲得を目指し、地元工
務店の協力のもと、区役所２階
の区民課待合スペース内で常設
展示している。また、区におけ
る使用だけでなく、協賛事業主
催者への貸し出しも行っており、
さまざまな場面でのPRに役立っ
ている。

３　主な事業についての紹介

これまでに実施された事業のうち、特に話題性のあった事業を事
業構成別にいくつか紹介する。
⑴ 　ウォーカーとコラボした30周年記念誌
市内で最も高い15歳未満人口割合など、“若い区”というイメージ

のある宮前区にふさわしい“区民向け記念誌”として制作。読者平
均年齢35.8歳と若い世代に人気のある「川崎市ウォーカー」と連携
し、フリーペーパー版ご当地ウォーカーを目指した。区内に多い
直売農家、イベントカレンダーやトリビアなどの豊富な情報に加え、
行政刊行物では取り上げにくいグルメ情報についても、「川崎市ウォ
ーカー」編集部のオススメ情報という切り口で掲載することができた。
区役所などへの設置の他各種イベントで配布し、狙いどおり若い世
代を中心に好評を得ている。

⑵ 　盛大に祝った「宮前区誕生30周年記念式典＆まつり」
区誕生30周年を迎えた７月１日には区役所周辺を会場として、

宮前区誕生30周年記念式典と記念まつりを開催した。さまざまな
協賛事業者による出店や記念誌にも登場した「囲碁将棋」をはじめ
とする吉本興業所属鷺沼在住の“鷺沼芸人”たちがイベントを盛り上

げ、１万8,600人の来場者が盛大に区誕生30周年を祝った。

⑶ 　“アラサー”プロジェクト特別提案事業
庁内プロジェクトチームメンバーが提案した37事業の中か

ら、メンバー間投票と区長プレゼンにより絞り込まれた３事業（ヘヴ
ィメタルを活用した音楽事業、地元農産物を活用したグルメコンテ
スト、小学生に区の魅力を再発見してもらうことを目的としたスタン
プラリー）を実施。若手職員が中心となり実施した。

⑷ 　民間のパワーを実感「協賛事業」
区民等が主催する協賛事業においては、12月末時点で34の区民・
団体・事業者から46事業を実施いただいている。とりわけ、キャラ
クター「宮前兄妹」を活用した表２の事業については、メディアに
も多く取り上げられ、PR効果の大きい事業であった。

４　さいごに

30周年記念事業については現在も実施中であり、平成25年度に
は多様な主体により実施された多彩な記念事業を一冊にまとめた
記録誌の制作も検討している。今回の周年記念事業が、宮前区民
としての誇りや一体感の醸成を図り、さらなる区政発展の契機とな
ることを祈念したい。

人口／世帯数：222,488人／93,864世帯
面積：18.60㎢（伊豆七島の神津島とほぼ同じ）
区の花・木：コスモス（花）、サクラ（木）
名所：影向寺、カッパーク鷺沼

特産品：宮前メロン
トリビア：区内に踏切はひとつもないが、「電車とバスの博
物館」には実際に運行する急行列車と連動した踏切がある。

宮前区の特徴紹介

※平成25年１月１日現在

区民向け記念誌として制作した「宮
前区30th SPECIAL BOOK supported 
by 川崎市ウォーカー」。表紙の「宮
前兄妹」は区内外のイベントなどで
も大活躍！

職員手づくりの「宮前兄妹」CAP

実施主体 内　　容

駿河屋製菓 「ココア甘納豆」を「宮前兄妹」のおハナ甘納豆としてオリ
ジナルシールを貼って販売

リヨンコッペ館 顔はクリームパン、体はメロンパンの「宮前兄妹」を販売
郵便局 オリジナルフレーム切手「宮前区誕生30周年」を販売

NEXCO中日本
ロゴマーク及びキャラクターをデザインしたWelcome懸
垂幕とポスターを東名川崎料金所建屋と出口ブースにそ
れぞれ設置

テイチク
エンタテインメント

区内の小学生がボーカルを務める「宮前兄妹」のテーマ
ソング「LuckyFlower（ラッキーフラワー）」の制作

表２　「宮前兄妹」を活用した協賛事業例

「宮前兄妹」テーマソング
Lucky Flowerのジャケット
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多摩区役所企画課　奈良 俊太郎

水と緑と学びのまち

１　はじめに

多摩区は、北部に多摩川が流れ、南部に多摩丘陵
が広がっている。低地部には、多摩川を主水源とす
る二ヶ領用水が流れ、多摩丘陵に位置する生田緑地
には約120haの豊かな緑と「岡本太郎美術館」や「日
本民家園」などの教育文化施設が存在している。さ
らに、平成23（2011）年から平成24（2012）年にかけて
は、「藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム」が開館し、「か
わさき宙と緑の科学館」がリニューアルオープンし
た。また、区内には、専修大学、明治大学、日本女
子大学の３つの大学（以下「３大学」という。）がある
ことも特徴となっている。まさに、多摩区は「水と
緑と学びのまち」といえる。

２　多摩区制40周年記念事業

昭和47（1972）年４月１日、川崎市が指定都市へ移
行したことに伴って多摩区は誕生し、平成24（2012）
年４月１日に区制40周年を迎えた。これを契機に、
区の特色である「水と緑と学び」にあらためて触れる
ことで、区の魅力の再認識を促し、多摩区を故郷と
して愛着を深めてもらうため、多摩区制40周年記念
事業として、さまざまな取り組みを行うこととした。
その柱は、①多摩区制40周年記念ロゴマーク（以下
「ロゴマーク」という。）の制定、②冠事業の募集・実
施、③「水と緑と学び」に関連した事業の実施、であ
る。以下で、これら三つの柱について説明したい。

３　三つの柱

⑴　多摩区制40周年記念ロゴマークの制定
区制40周年を契機としたさまざまな取り組みを行

うに際しては、まず、平成24（2012）年が多摩区誕生
から40周年の節目の年だということを広く知っても
らう必要がある。さらには、区民相互に一体感を高
め、記念すべき節目として区を盛り上げていこうと
いう雰囲気になることが理想である。そこで、ロゴ
マークを制定した上で、区制40周年の広報用フラッ
グや懸垂幕を作成し、登戸駅ペデストリアンデッキ
等へ設置を行うなどして、周知、啓発に努めた。
多摩区では、市で募集するインターンシップに加

えて、３大学の学生を対象としたインターンシップ
を区役所内で行っている。ロゴマークは、その実習
の中で、大学生が多摩区のイメージを勘案して発
案・作成したものを原案として、区でデザイン化を
行った。「水と緑と学び」をコンセプトとしたデザイ
ンとなっており、青い川は多摩川や二ヶ領用水など
豊富な水資源を、緑の若木は生田緑地など豊かな自
然をイメージしている。赤い鉛筆は「かわさき宙と
緑の科学館」、「藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム」、「岡
本太郎美術館」や「日本民家園」などの教育文化施設
や大学、高校が多い特徴を表し、色を赤とすること
で、若者の情熱を表現
している。また、「水と
緑と学びのまち」とい
う多摩区の特色をメッ
セージとして入れ、地
元の魅力の再認識を図
っている。

≪祝！多摩区40周年を記念して≫

指定都市川崎における区のあり方 ～これまでの歩みとこれからの行方を探る～特集

多摩区制40周年記念ロゴマーク
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⑵　冠事業の募集・実施
区では、市民参加による地域主体のまちづくりを
進め、地域の課題を発見し、解決できるようさまざ
まな事業を実施している。このうち、広く区民を対
象とした事業に「多摩区制40周年記念」と冠を付けて
実施している。また、区役所の事業に限らず、民間
や各種団体が主催するイベント・大会などを対象と
して、平成25（2013）年３月まで冠事業を募集し、ロ
ゴマークの使用を呼びかけている。現在、約30の事
業が冠事業となって実施されており、ポスターやホ
ームページなどの広報物にロゴマークが多く利用さ
れている。冠事業の募集・実施は、その事業名を目
にした人や、その事業の参加者に多摩区が誕生して
40周年であることを広く知ってもらえると同時に、
各事業の認知度向上に有効な広報手法であった。

⑶　「水と緑と学び」に関連した事業の実施
多摩区の特色である「水と緑と学び」に関連した事

業については、特に力を入れて実施しており、新規
の事業も立ち上げた。まず、「水と緑」に関して紹介
する。自然環境の保護や地球温暖化の防止といった
環境対策関連事業について、区民により慣れ親し
んでもらい、日々の生活の中で意識してもらうこ
とを目的として、平成24年度から「多摩区エコロジ
ーライフ事業」を愛称として実施している。その中
で、これまでも実施してきた事業に加え、環境に関
する体験やさまざまな取り組みの紹介を通して、若
年層の意識向上を図る「夏休み！たまエコフェスタ」
や、家庭で身近に取り組める地球温暖化対策を紹介
し、啓発・推進を図る「地球温暖化対策パネル展」な
どを新規に実施した。
また、市民活動団体による公益性の高い活動を募
集・選定し、区の事業として委託する区民提案型委
託事業「磨けば光る多摩事業」の一つとして、平成24
年度は、使用済みてんぷら油を精製したバイオディ

ーゼル燃料で走るエコバスに乗って、環境関連施設
の見学や環境活動の学習を行う「子どもも大人も楽
しく学べるエコバスで体験型環境学習事業」を実施
した。
次に、「学び」に関しては、文教都市としてふさわ

しい地域社会づくりを目指し、３大学と多摩区役所
で構成する「多摩区・３大学連携協議会」において、
地域における具体的な連携策について定期的に協議
して、大学の持つ知的資源や人材を活用したさまざ
まな取り組みを行っている。その中で新たに、各大
学で公開講座やキャンパスツアーを行う「３大学知
的探訪」を実施した。

４　おわりに

以上の三つの柱を中心として、区制40周年記念事
業を実施してきた。そのそれぞれの取り組みを通じ
て、区を盛り上げると同時に、区の魅力をあらため
て確認することができた。
物事にはさまざまな区切り、節目があり、従前来

行われてきたことを振り返る良い契機となる。
今回は、区制40周年という分かりやすい節目であ

ったが、多様にある節目の意味も含め正しく理解し
た上で、これまでの取り組みを見直し、適切に対応
をしていく必要がある。
多摩区が「水と緑と学びのまち」としてさらに発展

していくよう今後も尽力したい。

人口／世帯数：213,109人／103,556世帯
面積：20.39㎢
区の花・木：ハナミズキ・ナシ（木）、モモ・スミレ（花）
＊好評配布中の多摩区観光ガイドブック「はなもす」の名前

は、この頭文字を合わせた造語です。
特産品：多摩川梨、桃、のらぼう菜
ゆかりの人：藤子・Ｆ・不二雄氏
名所：生田緑地ばら苑

多摩区の特徴紹介

※平成25年１月１日現在

「夏休み！たまエコフェスタ」での打ち水イベント
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麻生区役所企画課 主任　佐伯 治子

地域資源を活かして、
区制30周年を盛り上げる

指定都市川崎の区のあり方［祝！麻生区30周年］

１　はじめに

麻生区は、昭和57（1982）年７月１日に多摩区から
分区して誕生し、平成24（2012）年に区制30周年を迎
えた。
区の特徴として、特に新百合ケ丘駅周辺は、昭和
音楽大学、日本映画大学、アートセンターなど芸術
関連施設が多く、「アルテリッカしんゆり」、「麻生音
楽祭」など、年間を通じて多くの行事が開催されて
いる文化・芸術のまちである。
また、６大学（昭和音楽大学、玉川大学、田園調
布学園大学、和光大学、日本映画大学、明治大学）
との公学協働ネットワークによる学術資源、エレク
トロニクスや先端技術の研究開発施設が集まる「マ
イコンシティ」などの産業資源、「王禅寺ふるさと公
園」、大型農産物直売所「セレサモス」など豊かな自
然や農業資源、「麻生スポーツセンター」、「川崎フロ
ンターレ」の練習場や選手寮など地域に密着したス
ポーツ資源も存在し、これらの地域資源を活かしな
がら、魅力あるまちづくりを推進している。

２　区民の意見を反映するために

平成４（1992）年の区制10周年には区のシンボルマ
ークを制定し、区制20周年には区役所屋上に太陽光
パネルを設置するなどの記念事業を行った。今回の
区制30周年に当たっては、区の強みである地域資源
を活用し、区民と共に記念すべき年を盛り上げてい
くことを考えた。
区民の意見で、実施する周年事業を決めてもらい
たいと考え、官民40団体の委員で構成する実行委員

会（中島豪一委員長）を立ち上げた。まちづくり、大
学・教育・こども、産業、スポーツ、地域団体等、
これまで区の歴史をつくってきた、またこれからの
区の発展を担っていく各分野の方々で構成された実
行委員会である。

３　30周年記念事業

⑴　区の花と木の制定
記念事業として、まずは麻生区の特徴を端的に表

し、その魅力を区内外にアピールするものとして、
区の花と木を制定することになった。制定後は、区
民の皆さんに愛着を持ってもらい、イベントなどで
活用してもらうため、制定の過程においてもその意
見を尊重するような方法をとることにした。
周年事業を盛り上げていくため、前年の平成23

（2011）年12月から花と木の種類の公募を開始し、区
に縁のある花と木を５種類ずつ代表として候補に挙
げ、応募用紙、ファクス、メールやホームページか
らの応募を広く呼びかけた。
その結果、ヤマユリ（山百合）が応募数の約79％、
禅寺丸柿が約67％という圧倒的割合で得票し決定。
ヤマユリは、現在も区内各地での植栽など保護育成
の取り組みが行われ
ている花で、百合丘
の地名の由来になっ
たとの説があり、昔
から区内に自生して
いる。禅寺丸柿は区
内全域に多く植えら
れ、現在も食されて

特集
≪祝！麻生区30周年を記念して≫

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 区の花と木の募集
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いる柿の木で、柿生の地名の由来になったとの説が
あり、麻生区原産で日本最古の甘柿の品種といわれ
ている。なお、ヤマユリと禅寺丸柿は、ともに新百
合ヶ丘駅南口のユリテラスにある彫刻「ふるさとの
詩」のモチーフに使われるなど、以前から区民に身
近で馴染み深い花と木である。
この花と木にさらに愛着を持っていただき、イベ
ントなどで積極的にアピールしていくために、ロゴ
マークを作成することになった。デザインの選択は
感覚的なことが大きく、簡単な図柄は覚えやすいが
特徴が出しにくくなる、実写に近い図柄は特徴を出
しやすいがサイズが小さいと分かりにくくなるなど、
人によって選択する基準はさまざまである。ここで
も、区民の意見を取り入れてロゴマークを決定する
こととし、デザイナーに依頼して作成した３種類の
ロゴマークから一つを選んでもらう方法で、公募を
実施した。
その結果、応募数の約６割を占めたデザインに決
定した。ヤマユリは爽やかな白い花色、禅寺丸柿は
丸みを帯びた実の鮮やかさが浮き立たつようイメー
ジしたデザインである。
今後は、新たな区のシンボルとして区内外にアピ
ールするとともに、
区のイメージを高
め、地域の一体感
を深めるようなイ
ベントなどで使用
していただくよう
広報していく。

⑵　冠称をつけたイベントで盛り上げ
区が主催するものだけでなく、民間、各種団体が
主催するイベントや大会に「麻生区区制30周年記念」
という冠称をつけて開催してもらい、区は広報の面
で協力することとした。30周年を機に開催された、
全国各地の禅寺丸柿に関心のある人・団体が集まり

交流する「禅寺丸柿サミット」や、麻生区が誕生した
いきさつ、発展の過程、これからの展望などを討論
する「麻生区の30年の歴史とこれからを語るパネル
討論会」など、約80件のイベント・大会が記念の年
を盛り上げてくれた。

⑶　地域資源と連携した記念事業
７月１日に麻生市民館で開催した記念式典は、文

化・芸術のまちにふさわしく、伝統ある麻生音楽祭
と連携して開催した。新百合ヶ丘を拠点とする市民
オーケストラ「麻生フィルハーモニー管弦楽団」によ
るコンサートが引き続き行われ、区民と共に祝う華
やかな式典となった。
また、30周年を記念した記録集（写真集）は、公募

で提供していただいた写真を使用し地域団体で製本
用原稿を作成し、記念ＤＶＤは、映像について専門
の日本映画大学で作成するなど、区内の地域資源を
目いっぱい活用させていただき、記念事業を実施す
ることができた。
最後に、周年事業の実施に当たり、地域の方々に

は、企画立案、広報などにご協力をいただいた他、
多数の団体・個人の方からご寄附をいただき、記念
すべき年を盛り上げることができたことに感謝申し
上げたい。

人口／世帯数：172,439人／73,297世帯
面積：23.11㎢　区の花・木：ヤマユリ（花）、禅寺丸柿（木）
トリビア：「麻生」の地名は、８世紀頃から朝廷への貢ぎ物
だった麻布の原料である麻を産したことよるといわれている。

歌（唄）：「あさおまつり唄」は、区制10周年を記念して作られ、
区民まつりなどで歌い、踊られている。区のイメージソング「か
がやいて麻生」は、麻生音楽祭の第20回の開催を記念して作
られた歌。

麻生区の特徴紹介

※平成25年１月１日現在

区の花・区の木のロゴマーク

式典を盛り上げた麻生フィルの演奏
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総務局危機管理室 担当係長　土谷 豊

本市の政策展開から

１　はじめに

平成23（2011）年３月11日午後２時46分、宮城県牡
鹿半島の東南東沖約130kmの海底を震源として発生
した東北地方太平洋沖地震は、日本における観測史
上最大の規模となるマグニチュード（Mw）9.0を記
録し、震源域は岩手県沖から茨城県沖までの南北約
500km、東西約200kmの広範囲に及び、この地震の
発生により、三陸海岸では浸水高10～15m前後、岩
手県宮古市では最大遡上高40.5mにも上る大津波が
発生し、東北地方と関東地方の太平洋沿岸部の一部
に壊滅的な被害をもたらした。
本市においても、最大震度５強の揺れを観測する
とともに、死者１名および17名の重軽傷者、一般住
家133棟の一部破損、23万戸以上の停電、２件の火災、
21件のエレベーター停止、川崎港における1.6mの
異常高潮位、スロッシング※１による16基の石油タ
ンク等の被害、11件の液状化による噴砂の被害等が
発生した。
また、首都圏の多くの主要駅周辺では、帰宅困難
者が発生し、大きな社会問題となっている。
このような状況の中、今回の東日本大震災※２を

踏まえ、川崎市地域防災計画（震災対策編）（以下「地
域防災計画」という。）をはじめとする本市の防災対
策を早急に見直す必要が生じたことから、学識経験
者で構成する「川崎市防災対策検討委員会」において、
新たに「東日本大震災対策検討部会」を設け、集中的
に検討することとしたところである。
なお、この部会を設置するに当たり、東日本大震

災の発生を受けて、本市でも課題となった津波、液
状化、長周期地震動による被害に適切に対応してい
くために、平成23年（2011）年７月から表１のとおり、
２名の委員を追加し拡充を図った。

２　地域防災計画とは

地域防災計画は、災害対策基本法第42条に規定す
る国の防災基本計画に基づき、川崎市防災会議が作
成する本市の防災対策の骨格となるもので、神奈川
県の地域防災計画等との整合を図りながら作成され
る。
計画の構成は、①地震防災に関する「震災対策編」、

②風水害の防災に関する「風水害対策編」、③鉄道災
害、危険物等災害、高速道路災害等の防災に関する

川崎市地域防災計画の
見直しについて

表１　川崎市防災対策検討委員会　東日本大震災対策検討部会委員（◎＝部会長、○＝副部会長、（※）＝今回拡充した委員）

 ◎ 目黒公郎　東京大学生産技術研究所／大学院情報学環 教授
 ○ 田中　淳　東京大学大学院情報学環 教授
（※）古村孝志　東京大学大学院情報学環／地震研究所 教授
（※）桑野玲子　東京大学生産技術研究所 准教授
 　 村尾　修　筑波大学大学院 准教授
 　 加藤孝明　東京大学生産技術研究所 准教授
 　 庄司　学　筑波大学大学院 准教授

防災特集



55

「都市災害対策編」、④関連する例規、要綱、協定等
を掲載した「資料編」、の４編によるものである。
今回は、東日本大震災の発生を踏まえ、このうち

「震災対策編」と「資料編」を修正の対象としている
（図１）。

３　地域防災計画見直しの基本的な考え方

地域防災計画は、平成22年度から修正作業を進め、
平成23（2011）年７月の公表を目指していた。
しかしながら、平成23（2011）年３月11日に東日本

大震災が発生したことを受けて、当初予定していた
公表を見送り、大震災を踏まえて修正方針を変更す
るとともに、２段階に分けた修正
を行うこととし、次のとおり修正
の方向性を定めた。

①　東日本大震災や、発生の切迫性が指摘されてい
る首都直下型地震を踏まえ、津波や帰宅困難者
への対応など、本市で課題となった事項につい
て、必要な対策などを追加する。なお、地震被
害想定の見直しによらず、修正が可能な事項に
ついては早急に修正し、中長期的に対応すべき
事項については第２期修正として、平成25年度
上半期をめどに修正する。

②　前回修正（平成18年度）からの時点修正および国
や県の計画の修正内容を反映する。

③　資料編を充実させる。

まず、①については、東日本大震災の発生を受け
て、本市でも課題となった津波対策、帰宅困難者対
策、男女共同参画の視点への配慮、土砂災害・宅地
災害対策および自主防災組織などの育成等について、
新規または内容の拡充を図ることとした。
次に、②については、平成22年度末に公表した本

市の「地震被害想定調査」、「地震防災戦略」、「業務継
続計画」、「備蓄計画」を反映するとともに、国の防災
基本計画や、県の地域防災計画の修正内容について
も、併せて反映することとした。
最後に、③については、震災対策編の修正内容を

踏まえ、最新の内容に修正するとともに、内容の充
実を図ることとした。
なお、こうした考え方については、平成24（2012）

年２月に公表した「『東日本大震災対策検討部会』中
間取りまとめ」の中で、詳細に記載し、順次見直し
の作業を進めてきたところである（図２）。

 

図１　川崎市地域防災計画と他の計画等との関係

 

図２　川崎市地域防災計画見直しのスケジュール
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４　地域防災計画（震災対策編）第１期修正　　
（平成24（2012）年７月10日公表）の概要

前章でも述べたように、東日本大震災を受けて早
急に対応が可能な事項を中心に対策を講じることで、
川崎市民の安全・安心を確保すること等を目的とし
て、次の修正方針に基づき、第１期修正を行った。

①　被害想定の調査結果にかかわらず、早急に対応
すべき項目を修正することにより、市民の安全・
安心の確保を図る。

②　修正を早めることにより、各局室区の計画等へ
の早期反映を促す。

③　関係機関の計画等への反映を早めることで、関
係機関における防災機能の強化を図る。

まず、①については、前述した見直しに当たって
の基本的な考え方に基づき、東日本大震災において
本市でも課題となった津波や帰宅困難者への対策等
について、早急な対応を図ることで、市民の安全・
安心の確保を図ることとしたものである。
次に、②については、地域防災計画を早急に修正
し、これに基づく各局室区の個別計画も早期に見直
すことで、庁内の災害対応能力の強化を図るもので
ある。
最後に、③については、ライフライン事業者、鉄
道事業者、道路事業者等で構成される指定公共機関
などの防災計画を②同様に早急に修正することで、
関係機関における防災機能の強化を促進するもので
ある。
なお、第１期修正において、具体的に加筆・修正
を行った項目については、次のとおりとなっている。
特に、帰宅困難者対策の推進、津波対策の推進、
高層集合住宅の震災対策については、東日本大震災
を受けた主な対策として、大幅な加筆等を行った。

【第１期修正において具体的に加筆・修正を行った項目】
○帰宅困難者対策の推進
あらゆる機会を通じて「むやみに移動を開始しな
い」ことの普及・啓発促進、事業所等に対する働き
かけ、公園の活用・整備の考え方についての検討

○津波対策の推進
津波避難施設の指定・拡充および陸閘（りくこう）
など海岸保全施設の改良等についての計画的な実
施

○高層集合住宅の震災対策
市・市民・事業者の責務・役割の明確化と、震災
対策用施設の整備誘導

○男女共同参画の視点への配慮
被災時の男女のニーズの違いなど男女双方の視点
への配慮、地域防災活動における女性の参画推進

○震災に対応するための情報システムの整備
災害応急対策の円滑な実施等を目的とした総合防
災情報システムなどの整備、運用に携わる職員の
機器操作の習熟

○緊急地震速報の伝達
市役所および区役所庁舎等の市施設における緊急
地震速報の活用

○緊急速報メールによる情報伝達
緊急速報メールを活用した文字による迅速な情報提
供

○児童生徒の保護についておよび臨時休業の措置
震度５強以上の地震が発生した場合における児童・
生徒の保護についておよび、臨時休業の措置を新
たに策定

５　地域防災計画第２期修正（平成25年度上半
期公表予定）に向けて

平成25年度上半期をめどとした地域防災計画第２
期修正の公表に向け、地震被害想定の調査結果等を
反映し、地域防災計画全体を見直すことにより、本
市の地震災害対策をさらに強固なものにするため、
現在、次のような修正方針に基づき、作業に取り組
んでいる。

①　現在実施している地震被害想定調査や、同調査
結果に基づき修正を行う地震防災戦略、備蓄計
画、業務継続計画等の各種防災計画等を反映し、
発生の切迫性が叫ばれている首都直下型地震や、
津波警報発表時等の対策を強化する。

②　臨海部における災害の未然防止と被害の拡大防
止を図り、地震・事故等の災害から、市民の生
命、身体、財産を保護することを目的に、平成
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24年度末をめどに新たに策定作業中の「川崎市
臨海部防災対策計画」を反映し、臨海部におけ
る総合的な防災対策を強化する。

③　今回の震災対応の検証等を踏まえ、自助・共助
に基づく地域防災力の強化や、対策本部等、行
政の災害対応力の強化に向けた各種項目の修正
などを実施し、市民・企業・行政の役割分担と
協働による危機管理体制の強化・充実を図る。

６　おわりに

大正12（1923）年に発生した関東大震災をきっかけ
に「防災」という言葉が生まれたとされている。以来、
どこかで災害が発生するたびに、私たちはこの言葉
を耳にしてきた。
しかしながら、科学技術が発達した21世紀の今日
においても、災害を未然に防ぎ、災害による被害を
０（ゼロ）にすることは難しい。ましてや、地震を正
確に予知することは困難を極める。
災害への取り組みは、自助・共助・公助の三つが
しっかりと機能することで、大きな力を発揮する。
公助を担う行政組織の一員として、地域防災計画の
見直し・修正を行う上で、行政の独り善がりとなっ
てはならず、パブリックコメント手続制度の活用な
ど、広く市民から意見を聞き、反映していくことが
大切である。今後、地域防災計画第２期修正案を、
さまざまな機会を通じて皆さまにお知らせし、多く
の建設的な意見をいただけるようお願いすることと
なるが、私たち市役所職員も、第２期修正案がより
良いものとなるよう、今まで以上に気持ちを引き締
めて修正作業に臨まなければならない。
今後、地域防災計画第２期修正案をもとに、一層
の「防災」への取り組みを進めるとともに、併せて「減
災」をキーワードとして、被害を軽減し、市民の生

命および身体を守り、安全・安心を確保できる、災
害に強いまちづくりを推進していきたい。

※１　スロッシング
液体を入れた容器が振動した場合に、液体の表
面が大きくうねる現象。
地震の揺れによって石油タンクなどで大きなス
ロッシングが生じると、浮き屋根が破壊され、
漏洩や火災などの災害を引き起こす原因となる。

※２　東日本大震災
平成23（2011）年３月11日に発生した東北太平洋
沖地震による災害およびこれに伴う原子力発電
所事故による災害については、「東日本大震災」
と呼称する。
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１　はじめに　

東日本大震災では、市内の高層集合住宅※１にお
いてもエレベーター、水道および電気といったライ
フラインが停止し、高層階に居住する市民の日常生
活に支障を来した事例があった。今後30年以内での
発生確率が高いとされる東海地震をはじめ、首都直
下型地震などの震災への備えが急務となっているこ
とから、東日本大震災における首都圏の被害状況を
鑑み、安全で安心して暮らせるまちづくりへの取り
組みの強化が一層求められている。
この経験から、震災によりライフラインが停止し
た場合においても、高層階の居住者が自立生活でき
るよう、生活必需品や避難等に必要な用具の備蓄ス
ペースを確保し、低層階部分には停電時でも利用可
能なトイレを設置する必要性を認識した。
こうした状況に対応するため、自助・共助・公助
の考え方に基づき、高層集合住宅の震災対策として
「高層集合住宅の震災対策に関する施設整備要綱」
（以下「要綱」という。）を平成24（2012）年３月に制定
し、同年７月１日に施行した。
本稿では、要綱の内容と取り組みについて紹介する。

２　本市における高層集合住宅の現状と他都市
の状況

川崎駅周辺や小杉駅周辺をはじめ、市内各地で高
層集合住宅が供給され続けており、今後も市街地再
開発事業や民間開発による新たな建築が予定されて
いる。

既存の市内の地上10階以上の共同住宅（店舗併用
を含む）の棟数は、合計749棟である（表１）。
一方、東京都中央区や港区などでは、建築主に対

して災害対策用の施設等の設置を条例などで基準を
定める他、大阪市では防災力強化マンションの認定
制度を設けている。東日本大震災を踏まえ、本市に
おいても高層集合住宅の震災対策の必要性が高まり、
平成23年（2011）年春先からまちづくり局内を中心に
要綱制定に向けた制度設計を進めた。

表１　川崎市内の地上10階以上の共同住宅（店舗併用を含
む）の棟数（平成22(2010)年都市計画基礎調査）

 （棟）

川崎区 幸区 中原区 高津区
283 142 100 100

宮前区 多摩区 麻生区 計
22 43 59 749

３　要綱策定に当たっての基本的な考え方

市民の基本的責務として、地震の発生に備え、家
庭において最低３日分の食糧や飲料水等の備蓄の確
保に配慮することが求められている。自助・共助・
公助の考え方により、市民・事業者・行政がそれぞ
れの責務と役割を果たし相互に連携して協力してい
くことは重要である。万が一の震災に備え、ライフ
ラインが復旧するまでの間、高層階の居住者が自立
した生活を送れるよう、高層集合住宅を建築する事
業者に対して、震災対策用の防災備蓄スペースの確
保や、低層階に停電時でも利用可能な防災対応トイ
レの設置に努める制度を制定し、整備誘導を推進し

まちづくり局企画課 担当係長　北村 岳人

本市の政策展開から

高層集合住宅の震災対策の推進
～自助・共助・公助の取り組み～

防災特集
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ていくこととした。
整備誘導方策として、防災備蓄スペースと防災対
応トイレの整備を実施した場合には、災害時に対応
した住宅であることを示す適合証を交付し、事業者
の同意を得てホームページで公表することとした。
また、建築基準法に基づく許可基準で、防災備蓄
倉庫については、既に容積率の緩和※２の対象とな
っていたが、防災機能の確保を図るため、停電時で
も使用可能な防災対応トイレを許可対象施設へ追加
することや、防災備蓄倉庫の設置に関する容積率緩
和の手続きの簡素化を図るため、建築基準法に基づ
く許可に係る包括同意基準を要綱の施行に併せ制度
化した。
こうした動向を踏まえ、国内での防災意識の高ま

りや、防災備蓄倉庫の
設置事例が増加してい
る状況を考慮し、国は、
防災備蓄倉庫を容積率
の算定に算入しないこ
ととする建築基準法施
行令を平成24（2012）年
９月に施行した。

４　要綱の内容と施行後の動向

⑴　概要
要綱は、地階を除く階数が10以上の建築物のうち、
共同住宅の用途に供するもの（共同住宅以外の用途
を併用する場合を含む）を対象とし、事業者は、高
層集合住宅を新たに建築しようとするときは、居住
者の震災対策の用に供する震災対策用施設（防災備
蓄スペースおよび防災対応トイレ）の整備を行うよ
う努めるものとしており、いわゆる努力規定とした。
防災備蓄スペースは、震災時の備えとして必要な
備蓄品を共同で備蓄するためのもので、地階を除く
階数10以上の階の居住者が利用可能な位置（各居住
階からの最長歩行距離が２層以内）に設置すること
としている。
防災対応トイレは、直結給水方式その他停電時に
使用可能な設備等を有するトイレとし、当該高層集

合住宅内に設置する場合以外に、敷地内の別の建物
に設置する場合、同じ団地内の別棟に設置されてい
る場合、あるいはマンホールトイレを設置する場合
が考えられる。
要綱制定過程におけるパブリックコメントの中で、

既に建築確認を取得している物件であっても、基準
を満たす対策を講じた場合には、整備基準適合証の
交付を受けたい意見が寄せられ、高層集合住宅の震
災対策を推進していくため、既存の高層集合住宅や
新築工事に着手している場合であっても施設整備基
準に適合する場合には、新築のケースと同様に整備
基準適合証の交付等が可能となるよう要綱を制定し
た。
居住者が容易に確認できる位置に、震災対策用施

設であることが一目で分かるように記載した表示板
を設置してもらうことも要綱で定めている。

図1　震災対策施設の整備イメージ（21階建ての場合の一例）

 

 

 

 

 

  

 

整備基準適合証
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表２　震災対策用施設

施設 整備基準

１　

防
災
備
蓄

　
　

ス
ペ
ー
ス

⑴所要の食料、飲料水、簡易トイレおよび生活必需品
等を備蓄できる大きさを有すること。
⑵停電時に使用可能な照明器具等を備えたものである
こと。
⑶地階を除く階数10以上の階の居住者が利用可能な位
置（各居住階からの最長歩行距離が2層以内ごと）に
設置すること。

２　

防
災
対
応
ト
イ
レ

居住者が共同で使用できる避難階の共用部分に、停電
時に使用可能な照明器具等を備えた防災対応トイレを
1箇所以上設置すること。ただし、次に掲げる場合は、
この限りでない。
⑴高層集合住宅内部に設置できないものの、隣接する
同じ敷地内の別棟の建築物の内部に、防災対応トイ
レを設置することができる場合
⑵防災住民組織（町会、自治会等を単位として自主的に
結成された防災組織をいう｡ )が同じ団地内の別棟の
建築物の内部に、利用可能な防災対応トイレを設置
する場合
⑶高層集合住宅内部に設置できないものの、敷地内の
下水道マンホール内に直接廃棄する簡易設営タイプ
の防災対応トイレを設置することができる場合

⑵　維持管理等のガイドラインの策定
具体的な維持管理方法に関するルール作りについ
ては、管理組合や居住者で自主的に検討してもらう
ことが必要であるため、維持管理等のガイドライン
を要綱の制定に併せて策定した。
その内容としては、防災備蓄スペース（機能、容積、
備蓄品等）や防災対応トイレ（設置位置や場所、機能
等）などの日常の維持管理に関すること、備蓄品の
選定や計画的購入・更新に関すること、震災発生時
における防災備蓄スペースの開閉方法等が含まれる。

⑶　要綱制定後の動向
要綱制定後、市民説明会や個別相談を行うととも
に、パンフレットを作成し、制度の普及啓発に向け
た取り組みを進めている。

①適合証の交付
平成24年（2012）年9月5日には第1号の適合建築物
として、既存の高層集合住宅に対し適合証を交付し
た。この高層集合住宅は、武蔵小杉にある「パーク
シティ武蔵小杉ミッドスカイタワー」で、各階のご
み置き場を活用して防災備蓄スペースを設け、キャ
ビネットに食糧や飲料水、簡易トイレ等を備蓄して
いる。
各住戸には、エコキュートを設置しており、震災

時には貯留水を飲料水等として使用することが可能
である。また、防災対応トイレは、１階の共有スペ
ースに3カ所設置し、停電時でも利用できるよう直
結給水方式で懐中電灯を備えている。今後は5階に
1基設置している無線機を各階の備蓄スペースにも
備え、震災時における安否確認の充実を図り、日頃
からの住民による絆を深め、何か困った時にはお互
いさまの気持ちで助け合う試みが進められている。
また、隣接する小杉駅周辺での高層集合住宅では、

ＮＰＯ法人小杉駅周辺エリアマネジメント※3による、
地域住民が主体となった防災面でのマンション間の
横のつながりが進められている。
本市としては、この第1号の事例がモデルケース

となって、市内の他の高層集合住宅にも広がること
を期待している。

第１号となる適合証交付

第１号の適合建築物（パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワ
ー）の防災対応トイレの表示（左）と備蓄スペース（右）

②建築基準法や都市計画法を活用した場合の誘導方策
建築基準法に基づく総合設計制度※4や都市計画法
による地区計画などを活用した場合における誘導方
策として、総合設計制度の許可基準については、防
災備蓄倉庫および防災対応トイレの設置を義務化す
る改正を平成24（2012）年7月に施行した。また、地
区計画等の手法を用いて都市型住宅を計画する場合
には、事業者等との協議の中で、防災備蓄倉庫等の
設置を指導・誘導することとしており、地区計画の
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計画書に記載することで、設置の担保を図っている。

⑷　今後の課題
東日本大震災を機に、市民の防災意識が高まって
いることは、平成24年度第1回市民アンケート調査
からも実感できる。「懐中電灯など停電の備え」の他、
「3日分以上の食糧や飲料水の備蓄」を東日本大震災
後に新たに行うようになった、と回答が寄せられた。
特に高層集合住宅は、規模や大きさ、世帯数、世
帯構成などさまざまなケースがあり、また、自助の
概念から各世帯で食糧を備蓄すべきであるといった
考え方もあることから、今後、共助とどのようにバ
ランスを図るのかが課題である。ライフラインが停
止すると高層階に居住する住民が孤立する恐れがあ
ることから、家庭で日頃の備えを考えて実践してお
くとともに、居住者や管理組合で自発的に検討を重
ね、定期的な防災訓練も実践していくことで、住ま
いの価値が向上すると考える。
要綱施行から半年が経過し、新築の高層集合住宅
への震災対策用施設の整備を誘導する他、既存の高
層集合住宅に対する普及・啓発の働きかけも行って
いく必要がある。自主防災組織の「防災備蓄資器材
購入助成制度」や「活動助成」の活用も住民意識が向
上する方策として積極的に利用してほしいと考える。
条例化あるいは義務化については、防災備蓄スペ
ース等の整備状況やその効果を見極めながら、その
必要性を今後検討していく。

5　高層集合住宅の最近の動向～防災と環境～

最近の傾向として、特に高層集合住宅では、防災
力を高めた住宅づくりが求められている。こうした
ニーズに応えるために、マンション事業者は、飲料
水の確保や非常用発電機、備蓄倉庫の設置はもちろ

ん、液状化対策、太陽光発電、太陽熱を利用したガ
ス温水システムといった環境面での対策を進めてい
る。さらに、震災対策や維持管理のマニュアル作成
を支援する例もある。いわば、「防災」と「環境」がテ
ーマとなっている。
さらに、マンション全体のスマート化として、各

住戸にHEMS※5を採用したエネルギーの見える化や、
EV車と充電器を連携して電力のピークカットを行
うなどの取り組みが進められている。
いずれにしても、こうしたハードの整備にとどま

らず、居住者間のコミュニティの形成や醸成が重要
であり、日頃から住民間の関係を密にすることで、
災害時の対応が円滑に運び、ひいてはマンション全
体の価値の向上にも寄与すると考える。

6　おわりに

関東大震災後に帝都復興院総裁だった後藤新平は、
東京の100年先を見据えた復興に取り組んだ。先人
の経験と知恵がありながら、このたびの東日本大震
災の復興が思うように進まないことに、歯がゆい思
いがしてならない。
その後藤の持論である「自治三

さんけつ

訣」に、『人のお世話
にならぬよう（自助）、人のお世話をするよう（共助）、
そして報いを求めぬよう（奉仕）』という言葉がある。
高層集合住宅あるいは戸建住宅のどちらに居住して
いても、日頃からの備えを実践し、いざという時に、
自分の身を守りつつ、お互いに助け合う心が持てる
川崎市民でありたい。
いつまでも住み続けたいと思われる川崎市のまち

づくりを進める行政マンとして、これからもその役
割を果たしていきたい。

※１　高層集合住宅
消防法第８の２の規定により、高さ31ｍを越える建築物とされており、
概ね10以上の階が相当する。要綱では、地階を除く階数が10以上の建築
物のうち、共同住宅の用途に供するもの（共同住宅以外の用途を併用す
る場合も含む）と定義した。

※２　容積率緩和
容積率（延べ面積の敷地面積に対する割合）を算定する際、延べ面積に算
入しないことができる容積率制限の特例。

※３　ＮＰＯ法人小杉駅周辺エリアマネジメント
小杉駅周辺の超高層マンションの住民を対象として、平成19年（2007年）
に設立。地域に根ざした取り組みとして、コミュニティづくりや良好な

住環境の実現をはじめ、地域防災力の向上にも力を注いでいる。

※４　総合設計制度
敷地内に一般の歩行者等が利用できる空地などを設けることにより、市
街地の整備改善に貢献する建築物について、建築基準法第59条の２第１
項の規定に基づく許可を受けることで、容積率等の割増しを受けること
ができる。

※５　HEMS
Home Energy Management System。家庭におけるエネルギー管理を行
う機器。電気やガスをはじめ、太陽光発電などの情報を一括して収集・
管理することで、エネルギーの見える化と最適なエネルギー利用の自動
制御を行う。
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１　はじめに

東日本大震災の影響を受け、甚大な被害に見舞わ
れた「音楽のまち・かわさき」のシンボル、ミューザ
川崎シンフォニーホール（以下「ホール」という。）は、
平成25（2013）年４月１日にリニューアルオープンす
ることとなったが、休館を余儀なくされた約２年間
は、ホールを復旧する期間であるとともに、これま
で築き上げてきた「音楽のまち・かわさき」の灯を絶
やさぬための期間でもあった。

２　なぜ復旧に２年もの月日を要したのか

ホール復旧工事は平成23（2011）年10月からの着工
であったが、ホール天井被害後、まず取りかかった
のは、被害を拡大させないための応急措置とともに、
復旧工事と並行して実施された原因把握のための被
害調査であった。有識者に依頼したこの調査は、約
１年をかけて行われたが、被害原因の把握とともに、
その結果を新しい天井設計に反映させるためのもの
でもあった。また、調査結果を反映した設計は、有
識者による評価を受けるとともに、工事請負業者に
よる天井実物加振実験も行われた。ホール復旧のた
めの安全への取り組みはこのとおり万全に行われた
のだが、さらに世界的に評価の高かった音響性能を
復元させることについても多くの時間を要すること
となった。
また、ホール天井の天井仕上げ材等の約７割が脱
落したホール内では、天井部材とともに緊結されて
いた空調設備、電気・通信設備等も落下し、その衝

撃や荷重により、客席、床、壁、舞台吊物機構等が
損傷を受けていた。さらに天井脱落部分に限らず、
天井全てを新しく耐震性を向上させた天井とするた
め、脱落していない箇所についても限られた空間で
安全を確保しながら慎重に解体・撤去作業が行われ
た。これらの作業に多くの時間を要することになり、
新しい天井の施工に着手したのは平成24年度に入っ
てからとなった。
安全な天井施工を行うためのスタートラインに

つくまで、これほどの時間を要するほど、被害は
甚大だったのである（工事が完了したのは平成24年
（2012）年12月25日であった）。

３　「音楽のまち・かわさき」の灯を絶やさぬために

ホールが使用できない中、「音楽のまち・かわさき」
の灯を絶やさないために、本市のフランチャイズオ
ーケストラである東京交響楽団、ホール指定管理者、
市内音楽大学等の協力を得ながら、「フェスタサマー

新しい天井の施工状況

市民・こども局市民文化室 担当係長　齋藤 正

本市の政策展開から

ミューザ川崎の「再興」に向けて
～ホール復旧に要した約２年間～

防災特集
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ミューザ」等ホールで行ってきた公演を、他施設を
用いての代替公演事業として行い、市民へ良質な音
楽を提供し続けた。会場が変更となることで、さま
ざまな制約が伴いはしたが、ホール以外の施設で公
演を行うことは、新たな客層を獲得する機会ともな
り、「音楽のまち」のさらなる取り組みの可能性を感
じさせるものとなった。また、この事業に併せてホ
ール天井耐震安全性についてのパネル展を行い、来
場者に直接安全性を伝えるとともに、復旧状況につ
いては市HP、広報紙「Resound」、市政だより等で
公開し、ホール天井の安全性のＰＲにも注力した。
このような中、友好都市であるオーストリア・ザル
ツブルク市およびザルツブルク音楽祭からは20万ユ
ーロ、また国内からも多くの支援をいただき、合計
で約2,300万円もの寄附が寄せられた。平成25（2013）
年４月７日に行われるリニューアルオープンコンサ
ートでの市民招待や東京交響楽団ＰＲコーナーの設
置など、今後のホール、「音楽のまち・かわさき」の
発展のために活用していく予定である。

４　リニューアルオープンの１年、そして開館10
周年へ

リニューアルオープンの年となる平成25年度は、
４月１日の式典を皮切りに、リニューアルコンサー
トをはじめ、魅力ある公演を取り揃えている。特に
11月には、「奇跡の１週間」として世界三大オーケス
トラ、「ウイーン・フィルハーモニー管弦楽団」、「ベ
ルリン・フィルハーモニー管弦楽団」、「ロイヤル・
コンセルトヘボウ管弦楽団」が公演を行うこととな
り、新聞等でも大きく取り上げられた。また、ホー
ル公演だけではなく、休館中に代替公演事業とし
て行ってきた他施設での公演を継続させるととも
に、さらに、新たな展開として、市制記念日でもあ
り、ホール開館日である７月１日を「ミューザの日」
として、小中学生を対象としたイベント等を行って
いく予定である。今後、寄附金等も活用しながら、
リニューアルにふさわしい１年となるよう、また「音
楽のまち・かわさき」のさらなる推進が図れるよう、
シンボル施設であるホールを中心とした取り組みを
行っていくものである。

ホール被害から約２年という期間を要することと
なったが、無事にホールが復旧し、リニューアルオ
ープンを目前とした今、これからはこのような取り
組みを通じて、再びホールに足を運んでいただくこ
とが、真の意味での復旧であると考えている。
復旧工事完了前に行われた東京交響楽団の試験的

な演奏（サウンドチェック）の後、同楽団桂冠指揮者
である秋山和慶氏からは、「開館当初の響きが戻って
おり、年月を経て乾燥を重ねることにより、以前に
も増してさらにすばらしい響きになると確信してい
ます」とのコメントが寄せられている。世界的に評
価の高い音響性能が復元された安全なホールで、ぜ
ひとも良質な音楽に触れていただきたい。
リニューアルオープンの１年、ホール復旧に寄せ

られた多くの方々のご支援に感謝しながらホールの
魅力を発信し、平成26（2014）年の開館10周年へとつ
なげていきたい。

復旧工事完了後のホール（震災前と同形状）
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防災特集

「高津区役所危機管理担当です」―。この発声
しにくい電話応対もようやく板についてきた。
平成24（2012）年４月、各区役所に「地域安全」

「地域防災」という二つの担当で構成される“危機
管理担当”が誕生した。防災、災害対応、防犯や
交通安全など市民の安心・安全に関わる業務を一
つの部門に一元化し、組織的にも区長、副区長直
轄とすることで情報伝達・意思決定の速度を向上
させ、現場の最前線で市民の命や財産を守る立場
にある区役所の危機管理体制の強化を狙ったもの
である。防災に関しては、従来総務課が担ってい
た区災害対策本部の設置・運営を前提とした区の
内部統制に関する業務と、地域振興課が担当して
いた地域における自主防災組織の活性化や市民啓
発等、地域防災力の強化に関する業務を、この危
機管理担当において一気通貫で取り扱う。
各区では「区地域防災計画」を策定し、それぞれ

の地域特性に対応した活動を行っている。高津区
の特徴の一つ「防災ネットワーク会議」は、区内の
公共機関、公立私立学校、民間企業、医療機関等
が、相互に連携・協力して大規模災害時の混乱を
最小限に食い止めるための情報共有の場として平
成23（2011）年11月に立ち上がった。その後、帰
宅困難者対策や医療救護所等の部会を設け、より
具体的な課題解決に向けて協議を進めている。
また、訓練・研修の充実にも取り組んでいる。

４月の人事異動後、間を置かず５月に実施してい
る区災害対策本部設置訓練や、阪神淡路大震災を
実際に体験した人たちのヒアリングをもとに開発
された「クロスロード」というゲームを採り入れた
職員研修など、個々の職員が災害時の役割を理解
し体得するためのより実践的なプログラムを、高
津消防署と連携してノウハウを吸収しながら実施

し、区災害対策本部の強化を図っている。
今後はさらに、他区の先進的な活動についても、
“いいとこどり”で積極的に取り入れていく予定で
ある。防災関連施設や要援護者の位置情報、自主
防災組織訓練、避難所運営会議等の地域の防災に
関する情報を、川崎市統合型地図情報システムや
ホームページを活用し共有している多摩区の事例
や、防災フェアの実施やまちづくり協議会との連
携で防災ニュースを定期発行するなど、区民向け
の啓発に力を入れている宮前区の取り組みなどが
参考になると考えている。
地域防災力の向上のためには、本部機能の強化
はもちろん、各地域の避難所運営会議の活性化、
市民の防災意識の向上などまだまだ多くの課題が
ある。これらの解決・前進に向けては、区民や地
域の自主防災組織はもとより、地元事業者、総務
局危機管理室をはじめとした関係局、他の区役所
や自治体など、さまざまな主体との連携が不可欠
である。区役所の危機管理担当がこれらの「地域
防災ネットワーク」のハブ機能を担い、より実効
的なものにしていくことで、着実に防災に強いま
ちづくりを進めていかなくてはならない。

区役所の危機管理担当
～防災の観点から～

高津区役所危機管理担当 担当係長　並木 麻

平成24年度高津区防災ネットワーク会議の様子
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１　はじめに

生田緑地は、昭和16（1941）年に川崎都市計画緑地
第１号として指定された緑地であり、川崎市の北西
部、多摩丘陵の一角に位置する市内随一の緑の宝庫
である。小田急線向ヶ丘遊園駅から約１㎞と近く、
JR南武線および小田急線登戸駅やJR南武線宿河原
駅からも徒歩圏にあり比較的アクセスの良い位置に
立地している。
多様な動植物、歴史的な遺跡などが残されている
とともに、展望台のある枡形山広場などさまざまな
公園施設の他、川崎市岡本太郎美術館、川崎市立日
本民家園、かわさき宙と緑の科学館（川崎市青少年
科学館）、平成23（2011）年９月にオープンした川崎
市藤子・Ｆ・不二雄ミュージアムといった個性豊か
な文化施設が立地している。
この川崎市にとって貴重な地域資源である生田緑
地について、市民のコンセンサスのもとに生田緑地
の将来像を考え、その将来像に向けて日々成長と変
化をもたらすよう管理運営を行えるようなマネジメ
ント体制を構築しようというのが、生田緑地におけ
るパークマネジメントの趣旨である。

２　パークマネジメントとは

パークマネジメントとは、「公園の魅力や可能性を
発掘し、資質を向上させる視点から管理を行い、そ
の結果を評価して、継続的に“業務の改善”を行って
いく仕組みのことである」※１と捉えられる。平成15
（2003）年の地方自治法改正により導入された指定管
理者制度は、一般的に利益を生み出しにくいと考え
られる都市公園にも導入されるようになった。その
ことにより、都市公園も単なる維持管理の対象とい
うだけではなく、都市公園を自治体としてどのよう
なビジョンを持って民間事業者に管理運営させたい
のかが問われるようになった。自治体は市民のコン
センサスをもとに公園の将来像を明確にし、指定管
理者が、その将来像を実現するために自治体と連携
してマネジメントサイクルを構築して、管理運営を
行っていく時代になりつつある。一般的に、このよ
うな流れを捉えて、パークマネジメントという言葉
が使われるようになってきている。

３　川崎市におけるパークマネジメントの検討体制

本市においても、大師公園など都市公園に指定管
理者制度を導入しているが、市民のコンセンサスを
もとに公園の将来像を明確にし、その将来像に向け
た仕様書を表して、管理運営におけるミッションを
明確にした上で、指定管理者が中心となってマネジ
メントを行っていくという、一般的なパークマネジ
メントの取り組みはこれまで行われていない。
本市では、平成21年度から総合企画局に公園緑地

総合企画局公園緑地まちづくり調整室 担当係長　坂本 篤史

本市の政策展開から

生田緑地におけるパークマネジメントの展開
～指定管理者制度の活用と総合的なマネジメント体制の構築に向けて～

緑豊かな生田緑地
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まちづくり調整室を設置し、川崎を代表する都市公
園である富士見公園、等々力緑地、そして生田緑地
の三大公園緑地について、大規模施設の改修等に伴
う再編整備を進めるとともに、周辺のまちづくりと
連携した取り組みを行ってきた。三大公園緑地のう
ち、生田緑地については、大規模な施設の更新を伴
う再編整備が平成24年度中には完了することから、
再編整備後の新たな管理運営体制についても、パー
クマネジメントの視点から具体的な検討を進めてき
た。本市最大の都市公園である生田緑地において、
生田緑地独自のパークマネジメントを検討・実践し、
その成果を他の大規模公園にふさわしい形にアレン
ジして展開させていくというのが川崎市におけるパ
ークマネジメントの当面の目標である。

４　生田緑地を取り巻く状況と生田緑地ビジョンの策定

平成22（2010）年に生物多様性条約第10回締約国会
議（COP10）が日本で開催されるなど、生物多様性の
重要性が一般に広まりつつある一方で、生田緑地に
おいては、平成23（2011）年９月の川崎市藤子・Ｆ・
不二雄ミュージアムのオープン、平成24（2012）年４
月のかわさき宙と緑の科学館（青少年科学館）と中央
広場のリニューアルオープン、情報発信拠点として
の東口ビジターセンター・西口サテライトのオープ
ンなど、ここ数年で新たな施設の設置や既存施設の
大規模改修など、再編整備が大きく進められた。
そのような状況から、生田緑地の豊かな自然環境
と地域資源としての役割が重要度を増す中で、生田
緑地の価値と魅力を維持・向上させていくためには、
生田緑地が目指すべき将来像からあらためて議論す
る必要が生じていた。
そのため、本市では、平成20（2008）年５月に「生
田緑地運営の基本的考え方」を策定するとともに、
平成21（2009）年11月に「生田緑地ビジョン策定検討
委員会」を設置し、東京都市大学の涌井史郎教授を
委員長に迎え、生田緑地に関係する学識経験者、市
民団体、地域団体、公募市民など、さまざまなステ
ークホルダーの参加を得ながら、市民懇談会の実施
やパブリックコメントの実施など、市民のコンセン
サスのもとに「生田緑地ビジョン」を平成23（2011）年

３月に策定した。
生田緑地ビジョンは、これまでの経緯などを踏ま

え、生田緑地に関わるさまざまな主体が共通の想い
を持って活動や取り組みを進めることができるよう、
誰もが共有できる生田緑地の目指すべき将来像を示
す構想として策定したものである。
生田緑地ビジョンの基本理念（生田緑地のめざす

将来像）は、「豊かな自然・文化・人・まちが共に息
づき緑がつなげる持続可能な生田緑地の実現」であ
り、「緑地の存在効用（保全）を前提とした利用効用（利
用）との調整により、両者が好循環するしくみをつく
る」ことにより目的の実現を図ることとしている。

生田緑地の情報発信拠点「東口ビジターセンター」

５　生田緑地におけるパークマネジメントの展開

生田緑地ビジョンに記載されている施策の基本方
向は、管理運営に関することが中心となっている。
その中でも、「横断的な管理運営体制の構築」と「協働
のプラットフォームの構築」を生田緑地におけるパ
ークマネジメントの基本的な仕組みづくりと捉え、
平成25年度からの実現に向けて、具体的な準備を進
めてきた。
ここでは、パークマネジメントの主要な要素とな

る指定管理者制度の導入に絡めて、「横断的な管理運
営体制の構築」を中心に述べていきたい。
平成20（2008）年５月に策定した「生田緑地運営の
基本的考え方」においては、生田緑地の現状につい
て、「生田緑地の持つ自然的資源や文化施設の魅力な
ど、生田緑地全体の魅力が十分に発信できていない」
と分析している。その対応方策として、生田緑地全
体の魅力と利便性の向上を図るとともに、その魅力
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を持続可能なものにする運営の仕組みの構築に向け
て、「所管ごとの管理運営の枠を越えた横断的な管理
運営体制の確立」、「指定管理者制度など民間活力の
導入による専門的なノウハウの活用」、「緑地全体の
魅力としての一体的な情報発信の推進」などを示し
ている。
生田緑地ビジョンにおいては、「横断的な管理運営
体制の構築」として、あらためて多様なステークホ
ルダーや市民の意見を伺い、議論しながら、施策の
方向性として決定したものである。生田緑地におい
ては、緑地と各文化施設の管理が施設ごとに、いわ
ゆる縦割的に実施されていることから、施設間の連
携が十分に機能せず、効果的な情報発信ができてい
ない状況があった。生田緑地の魅力が十分に発揮さ
れていなかった状況を改善するために、生田緑地全
体の広報や緑地と各文化施設の維持管理業務等を統
合して、指定管理者制度による一体的・総合的な管
理運営体制を構築するとともに、独自の運営展開が
確立している博物館の学芸業務等の分野については、
既存の活動を踏まえた運営を推進するというもので
ある（図１）。

６　横断的な管理運営体制の構築に向けた課題

生田緑地ビジョンで方向性は定まったものの、実
際に横断的な管理運営体制の事業スキームを構築し

ていく中で、特に指定管理者制度の導入という具体
的な議論をめぐっては、多くの課題が存在した。そ
のような時にいつも考えたのは、生田緑地ビジョ
ンにおける基本的な考え方である「豊かな自然・文
化・人・まちが共に息づき緑がつなげる持続可能な
生田緑地の実現」という原則に立ち戻ることであっ
た。指定管理者制度の導入による効率性の追求より
も、民間の専門性や創意工夫で生田緑地がいかに生
田緑地ビジョンの基本理念に近づいていけるのかと
いう点に重きを置いて事業スキームを構築してきた。
施設の所管局が複数にまたがっているという手続き
的な部分での課題も大きかったが、生田緑地の魅力
の根源である自然環境と文化的資源を確実に守って
いくということが、横断的な管理運営体制により生
田緑地の魅力向上を図るための前提条件であり、主
に次の２点を重要な課題と捉えていた。

⑴　協働型の緑地管理と指定管理者制度の親和性
生田緑地においては、市民と行政の協働による緑

地管理が活発に行われており、市民活動団体等の主
体的な活動により、貴重な自然環境が保全されてい
る。この貴重な自然環境を将来にわたり保持してい
くためには、そのような活動を継続・発展させてい
くことが望まれており、そのことは、生田緑地ビジ
ョンにおいても施策の方向性として明記されている
が、それを指定管理者制度のもとでどのように実現
していくかということは、横断的な管理運営体制の
事業スキーム構築における最も大きな課題の１
つであったと言える。
一般的な印象として、指定管理者として民間

企業が入ると、利益追求が主となり、来園者
を増やすことばかり考えて自然環境の保全がお
ろそかになるのではないか、指定管理者は市民
活動団体等の活動成果を自分達の成果として宣
伝するのではないか、といった疑念を抱かれが
ちであり、実際に市民活動団体等からもそのよ
うな心配の声が聞こえてきた。この点を踏まえ、
指定管理者制度のもとで協働型の管理を行って
いるいくつかの公園を視察し、事例研究を行う
とともに、市民活動団体等からも直接意見を伺
いながら、どのような指定管理者ならば生田緑

図１　横断的な管理運営体制のイメージ
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地ビジョンに記載されている目的を達成できるのか
を検討してきた。そのような検討過程を経て、本市
としては、「自然の管理について十分な実力を持ちつ
つ、長年に渡る市民活動団体等による活動を尊重し、
その活動を後方支援していくような指定管理者」な
らよいのではないかという結論に行き着いた。
そのため、仕様書においては、「市民との協働によ
る取組を尊重し、継続・発展させること」、「生田緑
地の貴重な自然環境を、次世代にまで継承できるよ
うに保全するために、市民との合意形成を図りなが
ら、順応的管理を心がけて適切な植生管理を推進す
ること」といった理念的なことはもとより、緑地の
業務責任者には、動植物に関する専門的知識と公園
管理の業務経験を有する人材の配置を必須とし、さ
らに、業務責任者と同様の専門性を有する人材を緑
地の協働業務を専門に行うコーディネーター的な役
割として置くことを必須とした。この協働業務の担
当者は、指定管理者の導入に伴い新たに設置するも
のであり、その人件費相当分については、生田緑地
と各文化施設の管理を統合して行うことにより見込
まれるスケールメリットの一部を再投資する形で、
指定管理料に上乗せを行った。
また、指定管理者制度の導入を機に、市民活動団
体等に会議室や倉庫の貸し出しなどを行えるよう、
生田緑地管理事務所を「ボランティア拠点」として改
修し、その運営も指定管理者に委ねることとした。
このような仕様書の構成により、協働型の緑地管
理を円滑に進め、いかに貴重な自然環境を保全して
いけるかという点が指定管理者の選定における重要
な評価項目となった。

⑵　博物館施設と指定管理者制度の親和性
文化施設の中でも博物館施設は、指定管理者制度
が適さない施設の代表例として論じられることが多
い施設である。理由としては、博物館活動の根幹で
ある資料の収集や調査研究、展示の実施といった学
芸業務は、専門性が高く、長期的な視点での取り組
みが必要であり、５年間などの期間では人材の確保
や育成が困難なため対応しきれないということが挙
げられる。事実、他都市においては、指定管理者制
度を導入したものの、自治体の直営に戻したという

事例も存在している。そのような中で、近頃、増え
てきているのは「島根方式」と呼ばれている、島根県
が最初に導入した、学芸業務は自治体が直接行い、
施設維持管理、広報・利用促進などに業務範囲を限
定して指定管理者制度を導入する方式である。生田
緑地の三つの博物館施設（岡本太郎美術館、日本民
家園、青少年科学館）についても、過去に指定管理
者制度の導入が検討されていたが、学芸業務を安定
的に実施する体制をどう構築するかが課題となり、
導入を見送った経緯がある。
そのため、前述の「生田緑地運営の基本的考え方」

を策定した頃から、生田緑地の三つの博物館施設に
ついては、この「島根方式」を前提に指定管理者制度
による横断的な管理運営体制の構築を想定していた。
生田緑地ビジョンにおいてもその考え方を踏襲し、
学芸業務を直営で行う方式での指定管理者制度の導
入の方針を明記している。
このような事業スキームとした中でも、指定管理

者が、維持管理の面から美術品や文化財の保護とい
う効率性とは相反する側面がある業務に関わってい
くことについては、学芸業務を担う市職員からは、
効率性の追求により軽視されていくのではないかと
いう危惧の声が聞かれた。例えば、国指定の重要文
化財等を有する日本民家園については、過去に民家
園外から花火が打ち込まれ、初期消火が遅れたため
に、重要な古民家が焼損したことがあるが、このよ
うなことを防止するために、有人による夜間巡回警
備を実施している。これについては、指定管理者の
事業提案の自由度を下げることにはなるが、現在行
っている有人の夜間巡回警備を必須とし、必要な最

世界最高水準のプラネタリウムを有する
「かわさき宙と緑の科学館」（川崎市青少年科学館）
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低人数まで仕様書に記載することとした。このよう
にすることで、重要な文化財や美術品の保護を徹底
する事業スキームとした。

７　生田緑地マネジメント会議について

生田緑地ビジョンにおいて位置付けられた、「協働
のプラットフォーム」の具体的な形として、平成23
年度から生田緑地マネジメント会議準備会を設置し、
平成24年度末に生田緑地マネジメント会議を設置す
る方向で検討を進めてきている。生田緑地マネジメ
ント会議とは、生田緑地に関わる、市民活動団体等、
地域団体、商店街、大学など、さまざまな主体が生
田緑地の運営を担っていくための組織であり、行政、
指定管理者も一員として参加し、それぞれが協議調
整しながら生田緑地の運営を行っていくものである。
市と指定管理者が事務局として、会議の運営を行っ
ていく予定である。

８　おわりに

生田緑地のパークマネジメントは、指定管理者に
よる横断的な施設のマネジメントと生田緑地マネジ
メント会議による多様な主体の参画によるマネジメ
ントを車の両輪とし、総合的なマネジメント体制と
して平成25年度から実行段階に移っていく。さらに
は、総合企画局公園緑地まちづくり調整室が担って
きた生田緑地のパークマネジメント業務を公園部門
に移管し、行政側も緑地整備業務等も含めた総合的
なマネジメントに対応できるよう生田緑地を専門に
扱う組織整備を行う予定である。
平成24年度末までの状況としては、指定管理者の
選定を終え、協働型の公園管理や文化施設の運営の
実績を有する事業者を指定することができ、協働管
理の充実、さまざまなメディアとの連携による緑地
全体の広報・情報発信、地域連携による多様な自主
事業の実施などの提案を受けているところである。
また、生田緑地マネジメント会議についても、準備
会での運営ルールづくりを終え、組織体制が固まっ
たところである。
今後においては、指定管理者を中心として、生田

緑地の魅力の根源である自然環境と文化的資源をし
っかりと守った上で、施設間の連携、多様な主体間
の連携を深め、効果的な情報発信など、これまで述
べたような課題を一つ一つ解決することにより、生
田緑地ビジョンの基本理念である「豊かな自然・文
化・人・まちが共に息づき緑がつなげる持続可能な
生田緑地の実現」に向けて、日々成長と変化をもた
らしながら管理運営が行われることを期待している。

生田緑地の枡形山展望台

※１　田代順孝・中瀬勲・林まゆみ・金子忠一・菅
博嗣 編著（2011） 「パークマネジメント　地域
で活かされる公園づくり」p.14 学芸出版社
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１　はじめに

特定非営利活動法人（以下「NPO法人」という。）は、
さまざまな分野において活発に活動しており、複雑
化・多様化した地域課題の解決や豊かな地域社会づ
くりに大きな役割を果たしている。しかしながら、
その多くは資金不足の悩みを抱え、人材不足もあっ
て事業展開に制約を受け、情報発信も不十分な状況
にある。その結果、法人の活動への支持が広がらず、
寄附等が集まらないまま、資金不足が解消されない
という悪循環に陥っていることが課題となっている。
こうした中、平成23（2011）年６月の地方税法等の

改正により、個人住民税の控除対象となる寄附金を
受け入れるNPO法人を、各自治体が条例で指定す
ることができる制度、いわゆる「条例指定制度」が創
設された。この制度の導入の判断や指定の基準等は、
自治体の裁量に委ねられているが、行政等を介さ
ずに市民からNPO法人への直接の寄附を促進する
仕組みづくりは、「川崎市市民活動支援指針（平成13
（2001）年９月策定）」の基本的な考え方である「市民
社会の中で市民同士が相互支援」していくシステム
を構築することであり、より自律的な市民活動の推
進につながるものである。このため、本市において
は、川崎市市民活動推進委員会における検討や市民
意見交換会の開催、本市所管法人へのアンケート調
査、パブリックコメント手続の実施等を通じて幅広
い意見を取り入れつつ、平成24（2012）年６月、基準
等に関する条例等を制定し、全国でも先駆的に制度
の導入を図り、同年12月に初めての条例指定を行っ
た。

市民意見交換会の様子

２　NPO法人制度の概要

条例指定制度を理解する上で、NPO法人制度全般
について、これまでの経過とともに把握しておく必
要があることから、ここではその概要を記すことと
したい。

⑴　認証制度
平成７（1995）年１月に阪神・淡路大震災が発生し、

市民ボランティアが大きな力を発揮した。これを契
機に、平成10（1998）年３月、市民活動団体が簡便に
法人格を得られるよう、特定非営利活動促進法（以下
「NPO法」という。）が制定され、NPO法人の「認証制度」
がスタートした。NPO法人の認証とは、申請書の書
面がNPO法の要件に基づいて作成されていることを
行政庁が証明するというもので、その活動内容に対
していわゆる「お墨付き」を与えるものではない。そ
れ故に、認証を受けただけでは、社会福祉法人等に
付与されているような寄附金控除に係る税制上の優
遇措置はない。

市民・こども局市民協働推進課 担当課長　和田 敏一

本市の政策展開から

個人住民税の寄附金控除の対象となる
特定非営利活動法人の条例指定
～指定に当たっての基準設定の考え方～
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⑵　認定制度
平成13年（2001）10月、資金不足に悩むNPO法人が、
多様な税制優遇を受けられるよう「認定制度」が創設
された。しかしながら、基準が非常に厳しかったこ
となどから、数度にわたる基準緩和が行われたもの
の、平成23（2011）年３月末日時点で認定を受けたの
は、全国で246法人であり、全体に占める割合は約
0.5％にとどまっていた。そのため、同年６月、「新し
い公共」の担い手となるNPO法人を支援することを目
的として、基準が大幅に緩和されるとともに、所得
税と個人住民税を合わせて寄附金額の最大約50％の
税額控除が受けられるようになるなど、制度の抜本
的な見直しが行われた。

⑶　条例指定制度
前述したとおり、条例指定制度は、各自治体が
NPO法人の名称等を条例に記載して指定することに
より、当該自治体の個人住民税（市民税６％、県民税
４％）の控除対象となる寄附金を受け入れる法人とす
ることができる制度である。また、法人事務所があ
る自治体で条例指定を受けると、認定制度の基準の
うち、最も難しいとされるPST基準（パブリック・サ
ポート・テスト：法人が広く市民からの支持を受け
ているかを示す指標）を満たすことになるため、認
定を受けやすくなるというメリットがある。本制度
を導入している自治体は、まだ少なく、認定制度に
準じた厳格な基準を設定しているところから、自治
体の区域内に事務所がある法人であればよいという
寛容なところまで、状況はさまざまである。

３　条例指定に当たっての基本的な考え方

条例指定制度は、自治体の責任と判断により指定
を行う制度であり、指定する基準も各自治体が独自
に設定するものである。本市においては、具体的な
基準設定に先立ち、対象法人や留意点について、次
のとおり基本的な考え方を整理した。

⑴　対象とすべき法人の考え方
本市では、市民と行政による豊かな市民社会の実
現に向け、「参加と協働による市民自治のまちづく

り」を推進するため、市民活動に対するさまざまな
支援を行っている。条例指定の基準設定に当たって
も、この点を重視し、地域に根ざした活動を行う
NPO法人を幅広く指定の対象とすることにした。

⑵　制度設計に当たって留意すべき事項
制度設計に当たっては、次の点に留意して、本市

の制度に反映させた。
①　市民同士の相互支援が促進されるような制度と

すること
②　透明性や公平性の確保のため、条例等で可能な

限り基準を明確化すること
③　NPO法人の事務負担軽減等に配慮した簡素な

制度とすること
④　県と市が基本的な考え方を共有し、柔軟に対応

できるような制度とすること

４　指定基準の考え方

⑴　条例指定のための判断基準
条例指定されると税制優遇を受けられるため、指

定NPO法人には一定の基準を満たす「公益性」があ
ることが必要である。また、市民からの寄附金を適
正に活用するという点からも「運営面での健全性」が
求められる。このため、神奈川県と考え方を共有し
て、前者を判断する「公益要件」と、後者を判断する
「運営要件」の二つの判断基準を設けることとした。

⑵　認定基準との関係性
認定制度の基準は、寄附金控除の対象となるNPO

法人の判断基準として確立されており、参考となる
指標である。また、条例指定を受けると、市内に事
務所がある法人は、認定基準のうち、公益性を判
断する主な基準であるPST基準を満たすことになる。
そのため、条例指定制度の運営要件を認定制度の
PST基準以外の「その他の基準」と共通化すれば、条
例指定を受けた法人が認定申請に際して新たに課さ
れる基準が少なくなり、法人の事務負担の軽減を図
ることができる。これらのことから、条例指定制度
の基準は、基本的に認定基準を準用し、様式等も可
能な限り共通化を図ることとした。
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図１　認定制度と条例指定制度の基準の関係

⑶　「公益要件」の考え方
条例指定制度の公益要件の難易度は、地域で活動
するNPO法人を支援するという制度趣旨や、認定・
条例指定制度の税優遇の差異からも、認定制度の
PST基準より一定程度緩やかにすべきである。一方、
条例指定を受けるとPST基準を満たすことから、公
益要件を安易に緩くするということではなく、地域
の実情に応じた自治体独自の視点で、一定の合理性
をもって設定することが適当である。そのため、本
市においては、次の二つの基準を設定することとし
た。

　　　　　　①市内における公益的活動の実績
これは、NPO法に規定された「不特

定かつ多数のものの利益の増進に寄
与」する活動、すなわち「公益的活動」
を、市内において継続的かつ確実に行
っていることを確認するための基準で
ある。NPO法人はさまざまな活動を行
っており、一律の指標で活動の実績を
判断することは適切でないと考えられ
る。このため、毎年提出され、広く一
般に公開されている事業報告書等とと
もに、法人が作成している既存のパン
フレットなど、活動実績を客観的に証
明できる書類により、外部委員からな

る新規設置の審査会において総合的に判断すること
とした。

②地域における支持
これは、NPO法人の活動への地域における支持に

より、一定の公益性があることを客観的に判断する
基準である。「市内における公益的活動の実績」が確
認されただけで、法人に寄附金控除の対象とするだ
けの公益性があると判断するのは、不十分であると
考えられる。このため、透明性や公平性を確保する
ために、地域における法人の活動に対する市民の広
い支持があることを明確化する一律の数値基準を設

表１　具体的な数値基準の比較

認定制度（ＰＳＴ絶対値基準） 条例指定制度（地域における支持）

数 値 基 準 3,000円×100人 3,000円×50人　または　1,000円×100人（選択制）

寄附者等の範囲 個人および法人・団体

次のいずれかに該当する個人（※１）
・市内に住所を有する者
・市内在勤・在学者
・市内で公益的活動を行っている者

「寄附」の範囲

対価性がなく、任意性があり、寄附者
等の氏名と住所が明らかなもの
・寄附金
・会費（賛助会費）
・現物寄附（換金するなどして、活動計
算書に計上されたものに限る）

対価性がなく、任意性があり、寄附者等の氏名と住所が明ら
かなもの
・寄附金
・会費（正会員の会費(※２)、賛助会費）
・現物寄附（換金が原則、換金できない場合は実勢価格を審査
会が適正か判断）

※１　「寄附者等の範囲」については、市域が細長い地域特性等を勘案し、「市民」の定義を川崎市自治基本条例と同様の考え方により広く捉えている。
※２　「正会員の会費」については、認定制度の絶対値基準の判定では、総会での表決権等に対価性を有するとされるため、算定対象外である。
　　　 一方、条例指定制度では、他に会員特典等の対価がなければ、法人の活動に参画していることに着目し、算定対象としている。
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けることとした。これは、市民自らが法人の公益性
を判断するという考え方ともいえるものであり、現
時点では数値基準を満たせない法人でも、これを目
標として支持の拡大に努めてもらうことにより、相
互支援を促進するという考え方に基づいている。ま
た、他の所轄庁等の認定を受けたNPO法人について
は、国の制度により「公益の増進に資する法人」と認
められていることから、市内における公益的活動の
実績があれば、この基準を満たすこととした。
なお、具体的な数値基準については、その法人の
活動に賛同して、一定の金銭的な負担（支援）をして
いる市民の数で客観的に判断することとし、認定制
度のPST基準を参考に、本市の所管法人に対して実
施したアンケート調査の結果や市民意見等を踏まえ
て設定した。その際、PST絶対値基準では算定対象
外となる正会員の会費も対象に含めるなど、地域で
活動する法人の実態に即したものとしている。

⑷　「運営要件」の考え方
前述したとおり、「運営要件」の設定に当たっては、
認定制度のPST基準以外の「その他の基準」を基本と
し、一部を除き準用することとした。
なお、法令等には明確に違反しないものの、NPO
法の趣旨に反して、特定の個人や団体の利益につな
がっていると認められる活動を行うNPO法人を、条
例指定の対象とするのは適当でない。認定制度では、
行政職員が法定の基準に則って審査を行うことから
総合的な判断を行う余地が少なく、明確な法令等違
反がなければ基準に適合するという不合理が生じる
可能性がある。そのため、本市の条例指定制度では、
法人の事業活動が、特定の個人等（法人の役員やサ
ービスの受益者だけでなく、経費の支出先等までを
含む）の「不当な利益につながるものでないこと」と
いう独自の基準を設け、社会通念に照らして、審査
会で公平・公正に判断することとした。

５　おわりに

このたびのNPO法人関連の制度改正は、NPO法
成立以来の抜本的な改革であったが、一般にほとん
ど知られていないのが現状である。また、市内にお

けるNPO法人の活動の認知度も１割程度にとどま
っている（「平成24年度第１回かわさき市民アンケー
ト」より）。
このような状況の中、制度的にはNPO法人への寄

附を促進する環境が一定程度整ったが、それだけで
寄附が自然に集まるものではない。実効性の低い制
度とならないよう、制度の周知を図ることはもちろ
んであるが、今後は、実際に寄附を促進させるよう
な取り組みを、行政としても推進する必要があると
考える。
また、NPO法人自身についても、これまで以上に

情報発信に努め、市民の共感を得て寄附を募ること
によって活動の幅を広げてもらいたい。NPO法人の
多くは、本来の活動に熱心なあまり、広く一般の支
持を集めることによって活動に広がりを持たせるこ
とに手が回らず、事務処理等もおろそかになりがち
である。市内で活動するNPO法人が、認定や条例指
定を受けるために基準を満たすよう努力することに
より、特定非営利活動の健全な発展が図られ、市内
での市民活動がより一層推進されることを期待して
いる。

ＰＲアニメーションによる寄附促進の広報
（市HP内「NPO法人応援ページ」への誘導）
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１　はじめに

平成24（2012）年、ＪＲ新川崎駅の南側にある「新
川崎・創造のもり」に、ナノ・マイクロ産学官共同
研究施設「ＮＡＮＯＢＩＣ（ナノビック）」がオープン
した。
本稿では、川崎市が産学官連携の拠点づくりを推
進している「創造のもり」において、今どのような事
業が展開されているのかを紹介する。

２　産学官連携推進拠点「新川崎・創造のもり」とは

川崎市では、産学官の連携を通じて新しい科学技
術や産業を創造し、次代を担う子どもたちが科学・
技術への夢を育む場づくりを目指して、新川崎Ｄ地
区（約8.1ha）において、先端研究開発拠点「新川崎・
創造のもり」の整備を推進している。
現在の「創造のもり」が立地している周辺一帯は、

かつて東洋一の規模を誇った新鶴見操車場があった

場所である。新鶴見操車場は、昭和59（1984）年、流
通構造等の変化に伴いその機能が廃止され、約42ha
が遊休地となった。遊休地のうち、川崎市域に位置
する約30haについては、ものづくり・研究開発機
能の強化を通じた産業の創出・育成および市民利用
機能の整備を図る地区として、「新川崎地区地区計
画」を定め、Ａ～Ｆの６つの地区に区分し、それぞ
れの特性を踏まえた土地利用を推進している。新川
崎地区の西に位置するＡ地区では研究開発型のもの

経済労働局産業振興部創造のもり担当　前田 知寿佳

本市の政策展開から

未来を切り拓く―新川崎・創造のもり
からのイノベーション創出に向けて
～ナノ・マイクロ産学官共同研究施設「NANOBIC」の誕生～

平成24年にオープンしたナノ・マイクロ産学官共同研究施設
「ＮＡＮＯＢＩＣ」

上：新川崎地区の状況（Ａ～Ｆ地区、立地企業）
下：着実に進展を続けているＤ地区「新川崎・創造のもり」
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づくり企業の誘致、隣接するＢ・Ｃ地区では、都市
型住宅機能の導入等を図っており、Ｄ地区の「創造
のもり」においても、平成11（1999）年の「新川崎・創
造のもり計画」の策定以降、研究開発機能の拠点形
成を図るため、段階的に整備を進めている。
「新川崎・創造のもり」の第１期事業は、平成12
（2000）年７月の慶應義塾大学の先導的研究施設 
「Ｋ２（ケイスクエア）タウンキャンパス」の開設に始
まった。超高速プラスチック光ファイバーの研究を
専門とする小池康博教授をはじめとし、我が国トッ
プクラスの科学者たちがここを拠点に、日々最先端
の研究活動に取り組んでいる。
続いて平成15（2003）年１月、第２期事業とし

て、Ｋ２タウンキャンパスの隣接地にベンチャービ
ジネス創出支援施設「かわさき新産業創造センター
（ＫＢＩＣ）」を開設した。ＫＢＩＣにおいては、も
のづくりに取り組む企業を中心に、大学発ベンチャ
ー企業など、19社10研究室（平成25（2013）年１月現
在）が入居しており、研究および企業活動を行って
いる。

３　ナノ・マイクロ産学官共同研究施設
「ＮＡＮＯＢＩＣ」の誕生

平成24（2012）年４月、第３期事業として、先端技
術であるナノ・マイクロ技術分野の産学官共同研究
施設「ＮＡＮＯＢＩＣ（ナノビック）」研究棟がオープ
ン、次いで同年９月、750㎡の大型クリーンルーム
を備える「ＮＡＮＯＢＩＣ」クリーンルーム棟がオー
プンした。
「ＮＡＮＯＢＩＣ」では、４つの大学からなる組織
「４大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソ
ーシアム」（以下「４大学コンソーシアム」という。）や
「東京大学社会連携講座（日本アイ・ビー・エム東京
基礎研究所）」他、ナノテクに関連する企業が、ナノ・
マイクロスケールの加工・計測が可能な最先端のナ
ノテク機器※１を設置し、超微細な世界の研究に取
り組んでいる。
クリーンルームとは、超微細な加工を施す際に障

害となる小さなちりやほこりを排した空間である。
入室時には、衣服や身体から出るほこりを防ぐため、
クリーンスーツと呼ばれる特殊な防塵服を着用し、
エアーシャワーを浴びる。ちなみにクリーンルーム
内では化粧は厳禁、ファンデーションなどの微粒子
が空気中に飛散しやすいからなのだという。超微細
な研究を行うためには、こうした細心の注意を払わ
なければならない。
今回、本市で整備した「ＮＡＮＯＢＩＣ」のクラス
100、クラス10000※２のクリーンルームにおいても、室

「NANOBIC」
クリーンルーム（クラ
ス10000）

「NANOBIC」
クリーンルーム（ク
ラス100）

左：慶應義塾大学の先導的研究施設
Ｋ２タウンキャンパス

右：ベンチャービジネス創出支援施設
かわさき新産業創造センター（ＫＢＩＣ）

新川崎・創造のもり地区
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内の空気の清浄度を保つため、天井にたくさんのフィ
ルターが取り付けられており、クリーンな空気が天井
から床へ循環する構造になっている。
なお、ここでは、非常にデリケートな実験を行う
ため、室内の温度や湿度も24時間一定にコントロー
ルされている。

４　次世代のものづくり基盤技術　　　　　　　
ナノ・マイクロテクノロジー

ナノサイズとは１mの十億分の１、マイクロサイ
ズとは１mの百万分の１の大きさのことを指すが、
物質には、極めて小さくすることにより、私たちの
目に見える大きさでは見られなかった特殊な性質を
観察できるものがある。その超微細・超精密な領域
で見られる物質の特性を利用し、設計通りにデザイ
ンすることで、人の役に立てる技術をナノ・マイク
ロテクノロジーという。
私たちの生活には、携帯電話やデジタルカメラな
ど、身近なところでナノ・マイクロテクノロジーが
応用されており、将来的にも今後の成長分野である
医療や環境分野を中心にさらに拡大することが見込
まれている。例えば、少量の血液で体に負担をかけ
ず、どこでも健康状態の確認ができる健康診断チッ
プの開発や、高効率の太陽電池の開発など、私たち
の生活がより便利で快適になる技術革新が実現でき
るといわれている。今後の日本の産業の発展におい
ても、次世代のものづくりの基盤となる重要なキー
テクノロジーとして注目されている技術なのである。

５　「新川崎・創造のもり」をナノ・マイクロテクノ
ロジーの開発拠点に

川崎市には、古くから優れた技術力を有するもの
づくり企業が集積していることは、ご存知かと思う
が、実は200を超える研究機関が川崎市内に立地し
ており、川崎市における就業者人口に占める学術・
開発研究機関の従事者割合も1.18％と、他の指定都
市の平均0.44％と比較しても、非常に高くなってい
る。また近年、川崎市では、従来のものづくり技術
のさらなる高度化、精密化に取り組む中小企業など、

他に先駆けてナノ・マイクロテクノロジーに取り組
む企業の活発な動きが見られている。
現代日本のものづくり産業は、グローバル化の進

展とそれに伴う市場構造の変化により、ここ数十年
の間、アジア諸国をはじめとした国々との厳しい競
争の中で、突破口を探している状況である。日本の
ものづくりの良さ、繊細で、丁寧で、正確な技術を、
そして、日本人ならではの知恵と発想を、競争力に
つなげていく仕組みの構築が重要だと考える。
「新川崎・創造のもり」におけるナノ・マイクロ産
学官共同研究施設整備事業の狙いの１つは、高度で
先端的な研究と優れた技術力を有したものづくり産
業が融合することにより、さらなる付加価値を高め
るものづくり産業につなげることである。
「ＮＡＮＯＢＩＣ」においては、基礎研究から試作、
開発までのプロセスにおいて、総合的な支援を展開
し、研究開発にかかる時間の大幅短縮を目指すとと
もに、企業と大学が同じ屋根の下で活動できる環境
を整備することで、産学の連携により「新たな切り
口で発想し、産業化していく」拠点づくりを目指し
ている。

６　「４大学コンソーシアム」が川崎市を活動拠点
とする意義

「ＮＡＮＯＢＩＣ」開設に当たっては、慶應義塾大
学、早稲田大学、東京工業大学、東京大学の４大学
からなる組織「４大学コンソーシアム」が重要なプレイ
ヤーとなっている。
「４大学コンソーシアム」は、ナノ・マイクロテク
ノロジーに関する基礎研究を産業化につなげ、我が
国経済を牽引するような技術・製品等の大きな成果

「４大学コンソーシアム」と川崎市の連携協力に関する基本合意
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を生み出すことを目的として組織された大学の共同
体である。この共同体の設立は、代表を務める東京
大学名誉教授の松本洋一郎先生らによる「日本経済
のブレークスルーとなるような世界レベルのイノベ
ーションを創出したい」という考えに端を発してい
る。
４大学教授陣の、「日本の大学もこれからは、国立、

私立といった枠組みを越えて、オールジャパンで勝
負していかなければならない時代。日本が再び勢い
を取り戻し、トップランナーとしての地位を確立し
ていくことが非常に重要」という認識から、異なる
価値観を持つ大学同士が競争しながらコラボレート
する大学横断的な組織が結成されるに至ったのであ
る。
川崎市は、平成21（2009）年１月、「４大学コンソー

シアム」と連携協力に関する基本合意を締結してい
る。このようなパートナーシップを結んだ経緯とし
ては、基礎研究を産業化につなげたいと考えていた
４大学と、ものづくり企業のさらなる高度化を推進
したいと考える川崎市の両者の思いが一致したこと
によるもので、メンバーの慶應義塾大学がＫ２タウ
ンキャンパスに研究拠点を置いていたことも一つの
契機となっている。
本基本合意に基づき、「４大学コンソーシアム」は、

幅広いナノ・マイクロテクノロジーの研究に関連す
るファブリケーション（試作開発）技術を中核とした
研究拠点を「新川崎・創造のもり」に設置し、活動を
開始することになったのである。

７　ナノ・マイクロシンポジウム2012

平成24（2012）年11月、「ＮＡＮＯＢＩＣ」のオープ
ンを記念して、「ナノ・マイクロ技術が切り拓く未来
社会」と題したシンポジウムを開催した。
このシンポジウムでは、「ＮＡＮＯＢＩＣ」完成ま
でにさまざまな助言をくださった「４大学コンソー
シアム」の顧問であり、東京大学名誉教授の岸輝雄
先生によるメッセージに始まり、「新川崎・創造のも
り」でこれから活動を展開していく企業を代表して、
日本アイ・ビー・エム株式会社東京基礎研究所 新
川崎事業所長、支援機関である産業技術総合研究所

理事からもご講演をいただいた。
日本アイ・ビー・エム株式会社の折井靖光所長に

よる講演「ビッグデータ時代の次世代コンピュータ
システム研究開発への協業モデル」では、新川崎事
業所で行われているコンピュータの限界に挑む研究
（高速、大容量に対応する新しい半導体の開発）、東
京大学と共同で取り組む「東京大学社会連携講座」に
おける研究（「省エネルギーを目指した、次世代ナノ・
マイクロデバイスとシステム」をテーマとして、コ
ンピュータを人の脳の近づける技術の研究）につい
てのご紹介があった。
―人間の脳は、わずか 20Ｗで、論理と計算を行う
ことができる。人間の脳と同じことがコンピュータ
で実現できるようになれば、世界を駆け巡っている
大量のデータ処理の課題解決に大きく貢献でき、省
エネ問題でも非常に画期的なイノベーションとなる
に違いない―「ＮＡＮＯＢＩＣ」では、今、まさに
このような世界最先端の研究が進められている。
シンポジウムにご参加いただいた方には、「『日本
の発展を願い、世界に通じるイノベーションを創出

ナノ・マイクロシンポジウム2012
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－新川崎地区ネットワーク協議会の設立－

　新川崎地区は、ものづくり企業として最も歴史の
長い「三菱ふそう・トラック・バス株式会社」の他、
独ダイムラーＡＧの研究開発拠点「メルセデス・ベン
ツＲ＆Ｄ 川崎」、香料トップメーカー「長谷川香料
株式会社 総合研究所」など、世界的な企業が集まる
極めてポテンシャルの高いエリアである。新川崎・
創造のもりＡ地区にものづくり企業とはじめとした
８社が進出を決定した他、Ｅ地区にパイオニア株式
会社が本社を構えるなど、高度な産業集積の形成が
進んできている。
　今回、「ＮＡＮＯＢＩＣ」の完成を一つの契機とし、
平成24（2012）年７月、新川崎地区というエリアに
フォーカスした組織「新川崎ネットワーク協議会」が
設立された。新川崎地区の企業・大学・支援機関の
情報交換を促進し、新たな連携（産産連携、産学連携）
の創出を目指すため、新川崎地区に立地する20社を
超える企業および大学等からなるメンバーにより、
組織された協議会である。

したい』という熱いハートを持った人たちが新川崎
には存在していて、これから近い未来、すごいこと
が起こりつつある」ということを感じていただけた
のではないだろうか。これまで「新川崎・創造のもり」
の事業に取り組んでいただいた関係者、先生方や企
業の方、そして私たち職員の思いが一つになり、強
いメッセージが込められたシンポジウムが開催でき
たのではないかと思う。

８　「新川崎・創造のもり」の今後の展開

このように「新川崎・創造のもり」には、多様なプ
レイヤーの存在とその思い、加えて、数々の奇跡
的かつ運命的なタイミングにより、平成24年度に
「ＮＡＮＯＢＩＣ」の開設を果たし、最先端研究のイ
ノベーション推進拠点として、動き出している。
今後は、市内企業がナノ・マイクロの技術を習得
し、実用化していくために、基礎から学べる「ナノ・
マイクロ講座」を開催したり、「４大学コンソーシア
ム」の保有する最先端の機器の共同利用支援を行っ
たり、あるいは、コーディネータを配置するなど、
できあがった「ＮＡＮＯＢＩＣ」が効果的に稼働でき
るよう支援に注力し、本格的な産学連携につながる
仕組みの構築を図っていく。
現在、この事業のさらなる展開を図るため、第３
期第２段階事業として、「ＮＡＮＯＢＩＣ」が位置す
る隣のエリア（約0.92ha）の整備推進を行うことを
計画している。次期整備においては、研究活動スペ
ースのさらなる拡充や研究活動を支援するアメニテ
ィ機能を持つ施設の整備など、「新川崎・創造のもり」

全体がより機能的になるような視点で整備を進める
とともに、新川崎地区の付加価値を高めるためには、
これからどのような役割を担っていくべきなのか検
討しながら進めていく。
また、川崎臨海部のライフサイエンス・環境分野

等の先進的な取り組みを推進している殿町国際戦略
拠点「キングスカイフロント」※３との連携を進める
ことにより、「新川崎・創造のもり」の研究開発の成
果が殿町に通じ、やがては川崎発の革新的な技術が
日本中の人たちに、さらには世界中の人たちに貢献
できるような産業イノベーションを目指していく。
着実に進展し続ける「新川崎・創造のもり」。
挑戦は、これからも続いていく。

※１　最先端のナノテク機器
ナノテクの機器は１台数千万円～１億円近くも
する高価なものが多く、設備投資に莫大な費用
が掛かることから、「ＮＡＮＯＢＩＣ」では、４
大学の保有する機器の利用開放を行っている。

※２　クリーンルームのクラス
１立方フィート中（28.8リットル）に0.5マイク
ロメートル以上の微粒子が何個あるかで表され
る（アメリカの連邦規格209Ｄという規格を指標
としている）。
例えば、「ＮＡＮＯＢＩＣ」のクラス100のクリー
ンルームでは、１立方フィート中の微粒子が常
に100個以内の状態を維持している。なお、ク

ラス100のクリーンルームは、紫外線を嫌う研
究も行われるため、蛍光灯や扉のガラスには、
黄色いフィルムが使用されている。

※３　殿町国際戦略拠点「キングスカイフロント」
羽田空港の南西、多摩川の対岸に位置する「殿
町地区」の約40haに及ぶ開発エリアでは、ライ
フサイエンス・環境分野における世界最高水準
の研究開発から新産業を創出する「国際戦略拠
点」の形成が進んでおり、「キングスカイフロン
ト」と名付けられている。京浜臨海部ライフイ
ノベーション国際戦略総合特区の区域にも指定
されている。
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１　認知症高齢者の状況

平成24（2012）年８月に国は新たな認知症高齢者数
の推計を発表した。それによると全国の認知症高齢
者数は、平成22（2010）年においてすでに280万人に
達しており、団塊の世代が65歳以上になるとされて
いる平成27（2015）年には、およそ345万人に達する
とされている。これは、従前の推計値を大幅に上方
修正するものであり、65歳以上のおよそ10人に１人
が認知症高齢者という計算になる。
以前は痴呆と呼ばれていたものが、「認知症」とい

う用語に改められ、市民にも深く浸透してきて久し
いが、国は用語を変更するとともに、認知症高齢者
の尊厳を保つためのさまざまな取り組みを進めてき
た。それは、市民に対する認知症の理解の促進や家
族介護者を支えるための人材づくりをはじめ、介護
現場での認知症介護技術の向上のための取り組み、
そして、医師に対する認知症への対応力向上のため
の研修の実施など、市民から介護関係者、医療関係
者に至るまで多岐にわたっている。
認知症高齢者の増加を背景とし、認知症の方や
その家族介護者（以下「認知症高齢者等」という。）を、
地域ぐるみで支えていこうという大きな方向性で、

認知症高齢者施策は展開されている。本稿では、本
市における認知症高齢者等支援の取り組みについて
紹介する。

２　かわさきいきいき長寿プラン

本市では平成24年度から平成26年度までの高齢者
施策にかかる総合計画である「第５期高齢者保健福
祉計画・介護保険事業計画～かわさきいきいき長寿
プラン～」を策定し、その中の施策の５本柱の一つ
に「認知症高齢者施策の充実」を位置付けている。国
の認知症高齢者数の新たな推計を本市の高齢者人口
に置き換えてみると、平成22（2010）年においては、
２万2,200人、平成27（2015）年では２万9,000人とな
り、認知症高齢者数の急増は本市においても例外で
はなく、認知症高齢者等を支えていくための施策の
推進は待ったなしという状況である。
「かわさきいきいき長寿プラン」では、認知症施策
の充実として①認知症高齢者の生活支援、②認知症
高齢者支援のための医療と介護の連携、③権利擁護
体制の推進、の三つを具体的な方向性として定め、
これまでの取り組みのさらなる充実や新たな事業の
展開を示している。以下においては、この方向性の
中での取り組み状況を報告する。

３　認知症高齢者等を地域で支えていくために

⑴　認知症高齢者の生活支援
認知症高齢者が急増している状況にあるものの、

ほとんどの方は在宅（ご自宅）での生活を希望してい

健康福祉局長寿社会部地域ケア推進担当　伊藤 大佑

本市の政策展開から

認知症高齢者施策の現状と展開

認知症理解度チェック（回答は本稿最後に掲載）
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る。認知症になっても、病院や施設ではなく、住み
慣れた地域で安心して暮らせるよう、認知症高齢者
の生活支援のための施策を進めている。

①認知症に関する知識の市民への普及
認知症高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし
続けられるために、身近な見守りや支援の体制づく
りをめざし、家族や地域住民の認知症についての理
解の促進を図る「認知症サポーター養成講座」や「認
知症キャラバン・メイト養成講座」を実施している。
認知症サポーター養成講座は、認知症に関する基本
的な知識を身に付け、認知症高齢者を身近で支える
「認知症サポーター」を増やすための、市民レベルの
普及啓発の活動である。認知症キャラバン・メイト
は、認知症サポーター養成講座の講師役であり、行
政職員や地域包括支援センター職員が主に担当して
いる。
健康福祉局長寿社会部の職員は、高齢者施策を担
当する部署として、認知症サポーター養成講座を受
講し、認知症に関する知識を身に付けている。また
今後は、より市民に近い区役所等の職員にも受講し
てもらえるよう、取り組みの拡大を進めている。

②認知症高齢者の家族介護者への支援
ある日突然、自分の親が認知症になったらうまく
介護をしていけるだろうか。介護は先が見えない、
いつまで続くかわからないものだ。認知症高齢者本
人だけでなく、家族介護者への支援もまた重要であ
る。
本市では、認知症高齢者の家族介護者の支援の
ため「川崎市認知症コールセンター～サポートほっ
と～」を設置している。認知症コールセンターでは、
電話や面談、訪問による認知症介護を中心とした総
合相談の他、実際に認知症の家族の介護を経験した
相談員が、今、まさに介護の最中にいる方と同じ立
場で話し合い、理解し合うピアカウンセリングを実
施している。
また、各区役所において実施している「認知症高
齢者介護教室」では、認知症に対する正しい理解を
深め、介護の不安や対応の仕方を、専門スタッフや
既に介護を経験している家族と共に分かち合い、介

護の工夫について学び合う市民向けの教室を開催し
ている。
さらに本市には、「川崎市認知症ネットワーク」と
いう、認知症の家族会のボランティアグループがネ
ットワークを作り、独自に発達してきた経緯がある。
家族介護者の支援には、こうしたボランティアグル
ープとの連携も不可欠である。

③認知症による徘徊高齢者への迅速な対応
認知症の家族介護者を悩ませるものが徘徊だ。交

通量の多い道路や、猛暑の日や寒い日、認知症高齢
者の方が徘徊すると生命に危険が及ぶ可能性がある。
本市ではこうした方々を、早期に発見するよう、「徘
徊高齢者SOSネットワーク事業」として、各区役所
と地域包括支援センターが中心となり、警察署や民
生委員、介護支援専門員、民間事業者などが参加す
るネットワークをつくり、高齢者の安全と家族への
支援を行っている。また、GPS端末を対象者に持っ
ていただくことで、徘徊して行方不明になった際に
も探索することができる「徘徊高齢者発見システム
事業」を行っている。

⑵　認知症齢者支援のための医療と介護の連携
認知症高齢者の方の支援を適切に行っていくため

には、専門医療機関やかかりつけ医などの医療側と、
介護側双方の支援が必要であり、それぞれが独立し
た支援を行うのではなく、医療と介護が一体となっ
た相談・支援・連携体制の構築が重要である。

①介護従事者・医療関係者に対する認知症の研修等
認知症高齢者に関わることの多い介護従事者や医

療関係者に対しては、認知症に関する研修などを実
施することにより、専門的な支援体制や連携体制の
構築を図っている。
市内の介護事業所など、介護の現場で働いている

従事者に対しては、認知症介護に関する最新の知識
やケアの手法等の習得、介護技術の向上等を目的と
して、認知症介護実践者研修や認知症介護実践リー
ダー研修を実施している。
また、市内診療所等のかかりつけ医に対しても、

高齢者が日頃から受診する主治医に適切な認知症診
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療の知識・技術を身に付けてもらうための「かかり
つけ医認知症対応力向上研修」を実施している。ま
た、認知症の人の診療に習熟し、かかりつけ医への
助言などの支援を行い、地域における連携の推進役
となる「認知症サポート医」の養成も行っている。

②認知症高齢者支援体制整備事業
認知症高齢者支援のために、認知症サポート医を
中心とした医師や看護師、介護支援専門員と地域包
括支援センター職員が参加する「川崎市認知症支援
連携会議」を平成24年度から設置している。当該連
携会議においては、「川崎市の認知症ガイドブック」
の作成や、認知症高齢者の連携のための事例検討な
どを実施しており、医療関係者と介護関係者が実際
に同じテーブルで議論することにより、顔の見える
関係づくりにつながっている。

③認知症疾患医療センターの設置
平成24（2012）年８月、本市では聖マリアンナ医科

大学病院と日本医科大学武蔵小杉病院の２病院を、
「川崎市認知症疾患医療センター」（以下「疾患センタ
ー」という。）として指定した。疾患センターは、認
知症の鑑別診断の他、身体合併症や徘徊、暴言、暴
力など精神症状の重い方への対応を行う専門医療機
関としての役割を担うとともに、医療従事者に対す
る研修会や、認知症の医療と介護の連携のための医
療連携協議会の設置など、ハード面、ソフト面での
地域連携機能を担うことが期待されている。両病院

とも平成24（2012）年12月から疾患センターとしての
運営を開始し、今後、連携協議会等の実施など、さ
らなる充実を図っていく。

⑶　権利擁護体制の推進
昨今、高齢者を狙った悪質な詐欺などは報道でよ

く知られるところである。特に、認知症高齢者は判
断能力が不十分なことが多いため、訪問販売による
消費者被害や、高齢者虐待など、高齢者の権利侵害
の被害に遭う可能性があると考えられる。こうした
被害を未然に防ぎ、認知症高齢者等が安心して生活
していくために、成年後見制度の利用促進や高齢者
虐待の防止・対応策などを推進している。

①川崎市あんしんセンターの運営
成年後見制度の法人後見や、社会福祉法に定める

福祉サービスの利用援助事業である日常生活自立支
援事業を実施するため、「川崎市あんしんセンター」
を川崎市社会福祉協議会の協力を得ながら運営して
いる。相談窓口は各区社会福祉協議会に設置し（各
区あんしんセンター）、市民に身近な権利擁護セン
ターとして、成年後見制度などの相談に応じている。

②成年後見制度の円滑な運営に向けた取り組み
平成12年度、介護保険制度と両輪の制度として開

始された成年後見制度であるが、いまだに広く市民
に知られていないという現状があるため、平成19年
度から川崎市と川崎市あんしんセンターが中心とな

り、家庭裁判所、弁護士会、司法書士会、
社会福祉士会、行政書士会などが参加す
る「川崎市成年後見制度連絡会」を設置
し、成年後見制度の普及啓発や、円滑な
制度運営について検討を行っている。
本市ではこれまで、年１回の成年後見

制度シンポジウムや市民相談会を継続
的に実施する他、市民や権利擁護に関す
る相談機関向けに、成年後見制度の研修
を実施してきた。
また、身寄りのない方や親族と疎遠な

方でも成年後見制度を利用できるよう、
川崎市長による審判申し立てや、低所得

図１　川崎市における認知症対策の体系図
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者への申立て費用や後見報酬の助成など、成年後見
制度の利用支援事業を実施してきた。
今後の展望としては、新たな権利擁護の担い手で
ある「市民後見人」の養成が課題となっている。市民
後見人は、これまで主に弁護士や社会福祉士など専
門職が担ってきた第三者後見人の新たな担い手であ
り、身近な市民が市民を支えるという、市民ならで
はの役割が期待されている。本市においては、平成
25年度から市民後見人の養成研修を実施し、26年度
以降、後見人としての就任を目指していく。

③高齢者虐待の防止
高齢者虐待が存在するということは、おそらく知
られていると思うが、高齢者虐待防止法※１がある
ということはそれほどまで周知されていないのが現
状である。
本市ではこれまで、法の趣旨に沿い、高齢者虐待
の予防と防止のための普及啓発の取り組みや、実際
に高齢者虐待が発生した場合の体制整備として行政
と地域包括支援センターが中心となり、マニュアル
の作成などに取り組んできた。
また、高齢者虐待は重大な権利侵害であり、行政
の責任や専門性を持った対応が重要となるため、行
政職員や地域包括支援センター職員に適切な対応を
行うための研修を実施している。
さらに、虐待を受けている高齢者を支援していく

ためには、民生委員や介護関係者から医師、弁護士
等まで、幅広い支援者が参加するネットワークによ
る対応が必要となる。こうした支援ネットワークを
構築していくことも、行政や地域包括支援センター
の重要な役割となっている。

４　住み慣れた地域で暮らしていくためには

「かわさきいきいき長寿プラン」では、川崎らしい
都市型の地域居住の実現を基本方針とし、①高齢者
が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり、
②介護が必要となっても「かわさき」で暮らし続けら
れる支え合いのまちづくり、の二つを基本目標とし
ている。元気な方も、介護が必要な方も住み慣れた
「かわさき」で暮らしていただきたいということだ。
認知症高齢者についても同じである。認知症にな

ったら、周りの人から変わった人だという目で見ら
れたり、精神病院や施設に入らなければ生活ができ
ないと考えることは、一昔前の話である。今は、認
知症になっても住み慣れた地域で暮らしていくこと
が基本だ。
そのためには行政としてどのようなことができる

か。これまで述べてきた施策を着々と推進していく
ことは必要だ。しかし、原点に立ち返ることもまた
重要である。認知症は誰でもなり得る病気である。
もし自分が、家族が認知症になったら、どのような

環境であれば良いか、どのような地域
であれば住みやすいか。そこから考え
ていくことが、市民目線に立つという
ことであり、それを意識して施策を展
開していくことが、認知症高齢者が住
み慣れた地域で暮らしていくための前
提になると考えている。

認知症理解度チェック回答

  

※１　高齢者虐待の防止、高齢者の養
護者に対する支援等に関する法
律
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１　かわさきマイスターとは

本市では極めて優れた技術や卓越した技能を発揮
して、産業の発展や市民生活に不可欠な「ものづく
り」を支える、現役の技術・技能職者を川崎市内最
高峰の匠「かわさきマイスター」として認定し、匠の
技能の奨励・継承・後継者育成の活動や経済振興の
取り組みを行っている。制度が発足した平成９年度
から平成24年度までに、洋菓子、美容師、溶接、板
金、旋盤など56職種72名の方々を「かわさきマイス
ター」として認定している。平均年齢69歳、40年以
上一つの職種に従事してきた「ものづくり」の達人た
ちは、好奇心旺盛な方々であり、自らの技能に対し
て謙虚であり、現在でも技能を高めようと日々努力
を重ねている素晴らしい人格者でもある。
なお、マイスターとはドイツで発展した制度であ
り、ドイツでは法律により規定される親方や棟梁の
資格であるが、日本では地方自治体が独自に認定を
している。本市のマイスター制度の特徴は次の２点
である。まず、手仕事手作業や工業系製造業など対
象を限定している都市が多い中、「ものづくり」に関
する全職種が対象となる点、そして、応募者が減少・
低迷している自治体が見受けられるが、本市では幅

広い対象とものづくり産業の厚い集積により、近年、
応募者が増加している点である。平成24年度は20名
の応募があり、５名の方々が認定された。

平成24年度かわさきマイスター認定者

２　市内最高峰の匠の活動

「かわさきマイスター」として認定された後の活動
は、技能奨励・後継者育成・人材育成に向けた取り
組みと経済振興の取り組みに大きく分けられる。
技能奨励の取り組みとしては、平成24（2012）年５

月にJR南武線武蔵溝ノ口駅南北自由通路にて20名の
マイスターが集結して初開催した「かわさきマイスタ
ーまつり」をはじめ、「かわさき市民祭り」や「技能フェ
スティバル」など市内外のさまざまなイベントにて熟
練の技の実演・体験・製品展示を行っている。
後継者育成・人材育成の取り組みとしては、学校

での講演会・実演・実技指導を行っている。小中学
生には技術・技能に対する関心を高めてもらい、高
校生以上には目標・憧れの存在となるとともに、多
様な進路の選択肢や地道に研さんすることの重要性
を教唆している。一流の技能を目の前で体感し、そ
して、人間的にも素晴らしい方々と直接触れ合うこ

経済労働局労働雇用部 担当係長　三原 宜輝

現
場
の
目
ものづくり都市・川崎を支える市内
最高峰の匠「かわさきマイスター」

かわさきマイスターのシンボルマーク
ものづくりの原点である「手」をモチーフにその発
展を花・鳥の形で表現している。
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とは、子どもたちにとって貴重な体験となっている。
また、若手技能者向け技術指導講習会や市民向け体
験教室を開催して技術・技能の継承や啓発に取り組
んでおり、近年、イベント出展、学校派遣、講習会
の件数は増加している。
経済振興の取り組みとしては、営業力・収益力向
上を目的として、経済振興の研修会を開催、その後
に「かわしんビジネスフェア」等の商談会への出展を
行い、新しい顧客獲得を図っている。また、川崎ら
しい「ものづくり」事業として、マイスターの卓越し
た技能を集結して製品化する「ものづくりの匠プロジ
ェクト」にも取り組んでいる。さらに、平成23年度か
らマイスターが他のマイスターの仕事をしている現
場を訪問して実際の製作過程を見学する「マイスター
訪問ツアー」を実施しているが、参加したマイスター
からは「大変参考になり、今後の仕事に役立つ」と好
評を博しており、マイスター同士の相互受発注や共
同製作を促進している。平成24年度からはマイスタ
ーの凄技をマイスター自身の価値も含めて商品化す
る「ものづくりコーディネート支援事業」を実施して
おり、Ｆ１エンジンバルブを過去に製造した経歴を
持つマイスターがレプリカを製作、また、食品サン
プルのマイスターが錦鯉のサンプルを製作するなど
４製品を商品化し、製品の詳細な説明・シリアルナ
ンバー・マイスターのサイン等を記載した鑑定書を
つけて、ものづくりにこだわりのある方々を対象と
した鑑賞品・贈答品用として２月に販売を開始した。
加えて、インターネットを中心として各マイスタ
ーに関するさまざまな情報を積極的に発信している。
平成24（2012）年４月には現役のマイスター50名の技
能や経歴を中学生向けに分かりやすく紹介する日本
初のマイスターのマンガ「マンガでわかる！かわさき
マイスター」を発刊した。

イベント出展の様子（かわさきマイスターまつり）

３　卓越した技能を結集「ものづくりの匠プロジェクト」

本市の技能職者の拠点である川崎市生活文化会館
（愛称：てくのかわさき）には寄贈された昭和20年代
製造の高さ２ｍの置時計があるが、老朽化が進み、
故障していた。
平成22（2010）年４月、この時計に新たな命を吹き

込み、市民の方々にものをつくる感動や喜びを伝え
るため、個々のマイスターの保持する多様な匠の技
能を集結して新たなものづくりを行う「ものづくり
の匠プロジェクト」が工業系製造業のマイスターを
中心として発足した。デザインから設計・製作まで
全ての工程をマイスターが行い、かわさきマイスタ
ーならではの時計として修復する。このプロジェク
トには、マイスターの「ものづくり」への強い気持ち、
マイスターとしての認定者の誇り、そして、後世に
自分たちの技能を伝承するという思いが込められて
いる。
平成25（2013）年の完成を目指して、現在、16名の

匠が各パーツを分担し、多忙な本業の合間を縫って
は技術の粋を尽くした製作に取り組んでいる。デザ
インは川崎の「川」と、かわさきマイスターのシンボ
ルマークをベースにしており、マイスターのシンボ
ルマークオブジェを担当したプロジェクトリーダー
は、仕事の空き時間や休日など200時間超を費やし
て完成させた。徐々に個々のパーツが完成しつつあ
るが、一つ一つの完成度が素晴らしく、製作途中の
マイスターはさらに良い製品をつくりだそうと刺激
を受けている。
月１回ペースで打合せ会議も開催している。互い

の技能を尊重しつつも、より良い製品をつくり出す
ために非常に熱い議論となり、すぐに数時間が経過
するが、メンバーはとても楽しんでいる様子である。
会議後は毎回懇親会を開催し、親睦を深めながらも
プロジェクトの議論を続け、夜が更けていく。マイ
スターのこだわりが満載の時計修復事業は完成が楽
しみである。
なおこのプロジェクトでは、発足記念として平成

23（2011）年６月に市の花「つつじ」と市の木「つばき」
を台座に装飾した菊皿を市長へ贈呈し、８月には本
市と中国・瀋陽市友好提携30周年を記念して、川崎
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市代表団が瀋陽市長に贈呈する記念品を立体的かつ
精緻に装飾して製作した。
このような取り組みもマイスター制度としては全
国初である。今後も、かわさきマイスターの英知を
結集して、さまざまなものづくりを実現させていく。

時計修復デザイン

４　東日本大震災被災者支援チャリティ洋菓子教室

未曾有の被害をもたらした東日本大震災の被災者
の支援として、平成23年度には本市に避難してきた
方々を対象とした無料の親子洋菓子教室の開催や被
災者支援バッジの製作、義援金の寄贈などを実施し
た。
平成24年度は、被災地の現状に再び関心を持って
いただき、支援の輪を広げるために、洋菓子士のマ
イスター３名によるチャリティ洋菓子教室を10月に
開催した。被災地への訪問や募金等の積極的な支援
活動を行っている横溝春雄氏が発案し、仲亀誠市氏、
浅谷理明氏が賛同、東京ガス株式会社川崎支店の多

大なるご協力をいただき、開催したものである。内
容としては、横溝氏がウィーンの代表格である「ザ
ッハトルテ」、仲亀氏は秋にふさわしい「モンブラ
ン」、浅谷氏は「ショートケーキ」などの洋菓子２品
を製作するデモンストレーションを行った後、参加
者が洋菓子を試食するというもので、参加者の受講
料と寄附金は全て川崎市東日本大震災被災者等支援
基金へ寄附された。なお、マイスター３名はボラン
ティアで参加し、デモンストレーションの材料、試
食品も全てご提供いただいた。
新聞等では大きく取り上げていただき、参加者か

らは「支援の気持ちはあるが方法が分からず、この
ような形で支援ができるのはありがたい」との意見
が寄せられ、寄附金は合計30万円となった。今後も、
マイスター、そして関係者の方々のご協力をいただ
きながら、被災された方々および被災地への支援活
動を継続して実施していく予定である。

５　これから

マイスターの方々に共通していること、それは、
苦労した点を尋ねると「ない」と異口同音に答えるこ
とである。集団就職で上京した方々も多く、長い人
生でさまざまな困難に直面しているはずであり、過
去の経歴を伺うと粉骨砕身の努力を重ねてマイスタ
ーになっている。大変だった、つらかったことは多々
あるが苦労と思わない、このような思考を持つ方々
だからこそ、一つの道を極めることができたのであ
ろう。
人間としても魅力的なマイスターの存在を多くの

方々に周知することが、技術・技能に対する関心を
高め、産業の振興や豊かな生活を支える技術・技能
職者の振興・発展につながり、「ものづくり都市かわ
さき」の維持・発展に寄与することになる。
今後も「かわさきマイスター」の皆さまのご協力を

いただきながら、技術・技能職者の先達となるさま
ざまな事業を展開することにより、「かわさきマイス
ターブランド」を構築することが最終的な目標であ
る。

チャリティ洋菓子教室
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１　はじめに

ドクターカーとは、患者監視装置等の医療機械や
医薬品を搭載し、医師、看護師等が同乗して救急現
場へ出場する救急車である。救急現場に一刻も早く
医師が駆けつけて初期診療を行い、収容した患者を
医療機関に搬送するまで継続して治療することがで
きる。我が国では、平成20（2008）年の道路交通法施
行令改正（同施行令第13条１の５）によって、乗用車
ベースのドクターカーで、いち早く医師を救急現場
に搬送し、傷病者搬送は医師同乗のもと消防機関の
救急車が行うスタイル（欧州型ドクターカー）も可能
となり、ラピッド・レスポンス・カーとも呼ばれて
いる。どちらのスタイルも救急現場から治療を開始
することができるため、救命率の向上を図ることが
期待できる。
今般、川崎市消防局は、日本医科大学武蔵小杉病
院（以下「武蔵小杉病院」という。）救命救急センター
のドクターカー（欧州型）と連携した救急活動の運
用を、平成24（2012）年８月10日から試行的に開始し
た。これにより、救える命を守るための救急体制が
実現し、傷病者の救命に大きな効果をもたらしてい
る。

２　試行運用に至るまでの経緯

平成24（2012）年４月に武蔵小杉病院救命救急セン
ター長として就任した松田潔医師は、前任地の山梨
県（山梨県立中央病院救命救急センター）において、
県全域のメディカルコントロール体制とドクターヘ
リ・ドクターカーシステムを構築した実績を持ち、

そのノウハウを本市の病院前救護における医療体制
に導入したいとの考えを持っていた。そこで同医師
は、平成24年度、武蔵小杉病院が系列病院間の患者
搬送用として車両を新たに配置したことを好機と捉
え、ドクターカーで救急現場に出場するための医師、
看護師、救急救命士のスタッフを新たに病院に採用
するなど準備を進めた。こうして病院側の体制が整
ったことから、消防局に対して、救急現場において
生命の危機に陥っている傷病者の救命に取り組みた
いと申し入れがあり、これを受け試行運用が実現し
たのである。
本市では、救急現場において医師による医療行為

が必要と判断された場合、現場直近の救命救急セン
ター等に医師の派遣を要請できるシステムを構築し、
市内救命救急センター３施設および二次救急医療施
設１施設に対して要請をしているところであるが、
このシステムでは、送迎を担当する救急隊が医師を
施設まで迎えに行き、それから救急現場に向かう仕
組みであるため、医師を迅速に派遣することが難し
い状況であった。
今回申し入れのあった武蔵小杉病院のシステムは、

消防局からの要請と同時に、ドクターカー単独で出
場することで、迅速に医師が現場に到着し治療開始
することが可能となり、さらに、迎えに行く救急隊
の追加出場を要しない点が優れている。
消防局では運用方法等を検討した結果、半年間の

試行運用を行った上で、本格運用につなげることと
し、消防局と武蔵小杉病院との間でドクターカー試
行運用の申し合わせを締結することとなった。

消防局救急課 課長補佐　菅谷 由紀夫
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ドクターカーと救急隊の連携
した救急活動
～救える命を守るために～
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３　申し合わせの概要

ドクターカー連携の主な申し合わせ内容は次のと
おりである。

⑴　要請の基準
①　多数の傷病者発生が疑われる場合
②　救出に時間を要する場合
③　心肺停止および重篤な傷病者と疑われる等、早
期に医師の管理下に置く必要があると判断される
場合
⑵　要請のタイミング（図１～３）
①　119番受信時の指令センターから要請
②　救急隊の出場途上、あるいは、現場到着後の

段階で要請

⑶　連携方法
原則、救急現場でのドッキング方式。状況により

傷病者搬送途中でも可能。
⑷　傷病者の搬送方法
原則、消防局の救急車で行い医師等が同乗する欧

州型ドクターカースタイルで運用しており、関係者
は、ドクターカーに乗せて搬送する。
⑸　医師の活動内容
医療行為、トリアージ※１、傷病者搬送指示、医
療処置および治療費等に関する関係者への説明、死
亡確認等に関すること。
⑹　災害現場での指揮権
安全確保の観点から、消防局が担当する。

⑺　その他
消防局と武蔵小杉病院との間で、次に示す確認を

行い、運用方法を定めた。
①　救急隊とドクターカーの連絡用ホットラインに
関すること

②　運用に係る経費（ドクターカーに関わるものは、
病院が全額負担）

③　医事紛争に関すること
④　災害補償に関すること

４　ドクターカーの概要

ベース車両　トヨタ　エスティマ
乗 車 定 員　５名
搭載資器材　ストレッチャー、医療機器、
　　　　　　医薬品等
運 用 時 間　９：00～17：00（通年）
出 動 範 囲　市内全域
乗 務 員　医師、看護師、救急救命士

日本医科大学武蔵小杉病院ドクターカー

図２　救急出場途上の要請イメージ

図１　119番通報時の要請イメージ

図３　現場到着後の要請イメージ
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５　ドクターカー連携活動の実績

消防局と武蔵小杉病院ドクターカーが連携した活
動実績としては、８月10日から約３カ月の間に16件
の連携活動を行い、心肺停止症例８例のうち４例の
心拍が再開、餅を詰まらせ呼吸停止の傷病者、重症
外傷者に対する現場での治療による安定化など、医
師の現場処置により６例が病院収容前に容体改善す
るなどの結果が報告されている。

６　今後の課題

消防局と武蔵小杉病院では、試行運用期間の中で
活動した連携事例をもとに、定期的な連絡会を設け
て活動内容の検証を行い、要請の基準およびタイミ
ングの適否、救急車とドクターカーのドッキングポ
イント、医師と救急救命士の連携方法、安全管理対
策など、同システムを効果的に活用できるように本
格運用に向けた準備を進めている。
さらに、同病院へは、救急救命士の再教育として
病院実習を委託しているので、実習中の救急救命士
をドクターカーに乗車させた研修のあり方も検討す
る必要がある。また、ドクターカーが24時間体制で
出場できるようになれば、さらに、救える命を守る
ことにつながっていくと考える。ただし、これは、
ドクターカーに関わる同病院の医療スタッフ確保等
の体制整備が前提となるため、難しい課題である。
今後も同病院と検証・調整を重ね、効果的なドク
ターカー運用が図れるよう、PDCAサイクルに則っ
てシステムの完成度を高めていかなければならない。

７　おわりに

ドクターカーと連携した試行運用を開始して以来、
その効果は期待以上の成果を上げており、本市の病
院前救護体制における救命率向上には欠かせないシ
ステムになると考えている。救える命を守るための
仕組みとして、武蔵小杉病院および市関係局・医療
関連団体等と協力し、より良いドクターカーシステ
ムを育てていきたい。

※１　トリアージ
大規模災害等で多数の傷病者が発生した場合、
最大の救命効果（より多くの命を救うこと）を
目的として、重症度・緊急度を評価して、治
療（搬送）の優先順位を振り分ける行為
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１　はじめに～開館１周年を迎えた　　　　　
藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム～

2112年９月３日は「ドラえもん」の誕生日。そのち
ょうど100年前の平成24（2012）年９月３日に、「川崎市 
藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム」（以下「ミュージアム」と
いう。）は、開館１周年の記念日を迎えた。
ミュージアムは、本市の新たな魅力の発信拠点として、

藤子・Ｆ・不二雄氏（以下「藤子氏」という。）の夢、希望な
どの大切なメッセージを全国・世界、さらには後世の人々
に発信していく文化施設として平成23（2011）年９月３日
に開館した。
１周年を迎える約１カ月前の８月16日に来館者数が50

万人を突破し、年間目標を達成した。来館者は、市内外
を問わず、アジアをはじめとする海外の国々からもお越
しいただいている。また、子どもから大人まで幅広い世
代の方にお越しいただいており、藤子氏の作品が世界中
で年齢を問わず愛されていることをあらためて実感して
いる。
施設の運営は、藤子氏の著作権を管理している株式会

社藤子・Ｆ・不二雄プロ（以下、「藤子プロ」という。）の出
資会社である株式会社藤子ミュージアムが、指定管理者
として、ＳＦ（すこしふしぎ）や、ホスピタリティ（おも
てなし）の精神などのミュージアム基本理念に基づいて行
っている。何度も訪れたくなるミュージアムの実現に向
けた取り組みとして、藤子氏の作品の世界観を大切にし
た、季節感のある原画展示やイベントを、カフェ・ショ
ップの取り組みと連携して実施してきた。その他、多数
の来館者が期待できるゴールデンウィーク（４月29日～５
月5日）、夏休み（７月20日～８月31日）には、無休で営業
を行うとともに、生田緑地を意識して自然に親しんでも

市民・こども局市民文化室 担当係長　山根 崇友紀

「ドラえもん」が川崎市民に！？
～藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム１周年＆ドラえもん誕生100年前記念事業～

らうため、３階「はらっぱ」の芝生を開放した。また、日
照時間が伸びる夏休みには、遠方からの来館者にゆっく
りご覧いただくことなどを目的に、通常午後６時まで
の開館時間を、１時間延長して午後７時までとするなど、
積極的なお客様サービスの向上に取り組んでいる。

２　より魅力を高めるための市の施策展開　　　
～時機を捉え、関係者と協力して事業を展開～

川崎市においては、ミュージアムへの愛着と興味を高
めるとともに、生田緑地など周辺地域の魅力向上を目的
として、ミュージアム１周年＆ドラえもん誕生100年前の
好機を捉え、指定管理者、藤子プロ、多摩区役所、地域
と協力して、平成24（2012）年にさまざまな記念イベント、
広報、周辺環境の整備などに取り組んだ。

⑴　直行バス車内ポスターの掲出（６月29日～）
小田急線・JR南武線登戸駅とミュージアムを直行で

結ぶ「藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム線（市バス）」は、ミ
ュージアムへの交通手段としての役割の他、生田緑地東
口へも１時間に１本程度運行され、地域の回遊性を高め
る役割を期待されている。また、内外装を藤子氏のキ
ャラクターで装飾するなど「遊びゴコロ」満載のバスであ
り、街中を走っていると誰もが振り返って注目するよう
な、この地域の新しい顔として街並みの形成に寄与して
いる。そこで、この直行バスのさらなる魅力向上と、生
田緑地の回遊性向上のため、キャラクターがデザインさ
れたポスターを車内に掲出し、ミュージアム情報と併せ
て、岡本太郎美術館、日本民家園、かわさき宙と緑の科
学館などの施設および生田緑地を紹介した。

現
場
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⑵　市制記念日市民招待デーの実施（７月１日）
開館後、初の川崎市制記念日に、市民2,000人を抽選で

ミュージアムに招待したところ、応募総数１万995通、人
数にして３万4,285人と多数の応募があった。ミュージア
ムへの市民の注目の高さを実感した。

⑶　キャラクターモニュメント増設（８月31日）
来館者の目を楽しませ、地域の

回遊性の向上を図るとともに、地
域住民のミュージアムへの愛着と
興味を高めることを目的に、藤子
プロの協力を得て、最寄駅（小田急
線・JR南武線登戸駅、小田急線向
ヶ丘遊園駅、JR南武線宿河原駅）か
らミュージアムまでのアクセス路
に、モニュメントを増設した（３カ所）。増設に当たっては、
豊かな自然など豊富な資源を有する当該地域の特徴や雰
囲気に配慮した、街並みに溶け込むようなデザインとし、
既存モニュメントとの連続性を持たせた。

⑷　ミュージアム周遊マップ配布（７月20日～）

ミュージアム周遊マップ（表）

川崎に土地勘のない来館者にも、キャラクターモニュ
メントをはじめ、周辺の観光施設やお店などを気軽に訪
れていただけるよう、ミュージアムから最寄駅までの周
遊マップを多摩区役所、同区観光推進協議会の協力を得
て作成し、来館者へ配布することにより、地域の回遊性
の向上および観光振興を図った（裏面には、生田緑地およ
び生田緑地４館施設の紹介を掲載）。

⑸　生田緑地４館スタンプラリー（７月20日～９月30日）
緑豊かな夏の生田緑地で、生田緑地の魅力および回遊

モニュメント
（ドラミちゃん）

性の向上を目的に、ミュージアムなど生田緑地にある４
つの施設を巡るスタンプラリーを各館と連携して実施し
た。全てのスタンプを集めた方（3,639人）に、記念品とし
て、藤子プロの協力により制作したドラえもん誕生100年
前記念クリアファイルを贈呈した。

⑹　ドラえもんへの特別住民票交付・一般配布
　　（９月３日～）

平成24（2012）年９月３
日（月）に、ミュージアム
１周年＆ドラえもん誕生
100年前を記念し、ミュ
ージアムにおいて、市長
からドラえもんへ特別住
民票を交付し、大勢の来
館者の皆さんと共に祝っ

た。また、同日から市内７区役所と川崎区２支所で特別
住民票の限定配布（12万9,300枚）を開始し、市ホームペー
ジからも９月末日までの期間限定でのダウンロードサー
ビスも提供した。ダウンロードサービスについては、開
始後２日間でアクセス数が100万件、ダウンロード数が６
万8,000件を超えるなど、予想以上の人気となり、配布期
間を10月末日まで延長した。
この「ドラえもん特別住民票」については、ミュージア
ムPRのため、藤子プロおよび指定管理者の全面協力に
より実現することができたものであるが、新聞やテレビ、
インターネットなど幅広いメディアで何度も取り上げら
れ、また、日本国内のみならず、アジア、ヨーロッパか
らも問い合わせをいただき、藤子氏の作品の人気と注目
度の高さに驚かされた。
余談ではあるが、「ドラえもん」のまんが作品の中で 

「スネ夫」の住所があるとされている他都市の方から、 
「ドラえもんの住所は川崎市ではない」旨の抗議をいただ

いたこともあっ
た。藤子プロと
も協力して世界
観を大切にして
いるが、作品の
注目度の高さを
あらためて確認
するとともに、

阿部市長から伊藤館長へ
ドラえもん特別住民票を交付

ドラえもん特別住民票
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作品が世界中で多くの人々から愛されていることを実感
した。また、多くの方に話題を提供できたことは、ミュ
ージアムのPRとして大成功であったとも感じている。

⑺　キャラクターすかし入り住民票等証明書の交付
　　（９月３日～平成25（2013）年９月３日）
光を一定の角度から当てると「ドラえもん」「パーマン」

などのキャラクターが浮かび上がって見える住民票等証
明書を１年間の期間限定で交付している。本物の住民票
の写し等に使用する改ざん防止用紙にキャラクターを活
用するという川崎市初の試みであり、所管部署（市民・こ
ども局戸籍住民サービス課、財政局市民税管理課）と協力
して実現に向けて取り組んだ（詳細は本書p.92を参照）。

⑻　ミュージアム開館１周年記念イベント（９月16日）
多摩区役所において、ミュージアム１周年記念イベン

ト「わく多ま！～みんな、ありがとう！藤子・Ｆ・不二雄
ミュージアム１周年～」を区と共同で開催した。日曜日だ
ったこともあり、約1,800人の来場者が集まった。
市民館大ホール等において、区内で活動する団体や小

中学生によるアニメ主題歌の演奏や、キャラクターの折
り紙、お面づくりといった体験コーナーなど、藤子氏の
作品にちなんだ催しを、地域の皆さんと連携して実施し
た。また、会場内では、等身大ドラえもんと９月３日に
交付された特別住民票と一緒に写真が撮れる撮影スポッ
トを設置したり、新たにお披露目した「藤子・Ｆ・不二雄
ミュージアム新スタンプラリークイズ」を実施した。
地域の皆さんには、開館前から継続してミュージアム

事業の推進にご協力をいただいているが、今後ミュージ
アムが10年、20年と持続的な事業展開を行っていくため
には、地域の理解を得、また、誇りや愛着を持ってもら
えるようなミュージアムづくりが欠かせないため、市と
してもミュージアムと地域がコミュニケーションを図り
ながら、時間と段階を経て関係を築いていけるように、
役割を果たしていきたいと考えている。

３　今後のミュージアム事業の展開

開館から１年が経過した現在も、関係する方々のたゆ
みない努力により、ミュージアムは連日多くの来館者で
にぎわっている。このにぎわいを持続していくためには、

第一に、ミュージアム自体の魅力向上と広報の充実が重
要と考える。ミュージアムでは、平成25（2013）年１月に
オープン後初めてとなる大規模な展示替えを行い、藤子
氏のライフワークであった「大長編ドラえもん」に焦点を
当てた原画展を、約１年をかけて全３期開催する。一般
公開前にはプレス向けのお披露目会を開催し、広報の充
実を図った。今後も、今回の「ドラえもん誕生100年前」の
ように、ドラえもんをはじめとする藤子氏の作品に登場
するキャラクターの誕生周年などの時機を捉えた取り組
みを実施していきたいと考えている。
第二に、ミュージアムの立地する生田緑地をはじめ、
豊富な地域資源を有する周辺地域と連携した魅力づくり
の推進である。本市は、これまでミュージアムの周辺環
境整備においても、単にミュージアム来館者だけを考え
るのではなく、その他の観光客、地域のにぎわいや交流
空間づくりに努めてきた。今後も、ミュージアム周遊マ
ップによる情報提供や、生田緑地や立地する岡本太郎美
術館等の近隣施設との連携などに取り組み、地域の価値
と魅力を高めていきたい。
最後に、言うまでもないことであるが、本事業には、
ミュージアムの魅力の原点である藤子氏の作品の著作権
などの知的財産権の管理者である藤子プロとの連携協力
が欠かせない。これまでのミュージアム開館、運営にお
いて築いてきた信頼・協力関係を今後もより深めていく
ために、市としても、世代や場所を超えて共感される藤
子氏の作品の世界観を大切にして、相互理解に基づいて
事業展開を図り、ミュージアムや周辺地域の魅力の向上
に結びつけていきたい。
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平 成 ２ ４（ ２ ０ １ ２） 年 ９ 月 ３ 日 の 
藤子・Ｆ・不二雄ミュージアムの開館から１年、
ドラえもん誕生まで100年という好機を捉えた取
り組みの一つとして、住民票の写しや印鑑登録証
明書等の各種証明書に用いる改ざん防止用紙に、
ドラえもんやパーマン等の藤子・Ｆ・不二雄氏の
著作物のキャラクターを取り入れた。
住民票の写しをはじめとする各種証明書につい

ては、自治体等が証明する公的な書類であること
から、記載されている文字等が判読しづらいとい
うことがないようにする必要がある。また、これ
らの証明書は、市民の方々がさまざまな理由で利
用されることから、キャラクターが際立ち過ぎず、
あらゆる場面で違和感が生じないことも必要だ。
さらに、「ちょっとした遊び心」というミュージ
アムのコンセプトをさりげなく表現したいとの藤
子プロの意向も踏まえ、改ざん防止技術の一つで
ある「すかし」によってキャラクターを表現するこ
とにした。なお、用紙全体のデザインについては、
キャラクター入りの改ざん防止用紙使用の決定か
ら開始までの期間が限られていたこと、および使
用の期間が１年程度であることなどを考慮し、既
存の改ざん防止用紙をベースとし、加えて、藤子
氏のキャラクターを「すかし」という形で新たに配
置することとした。この方針のもと、藤子プロに
キャラクターのデザイン案を何通りか作成してい
ただき、検討の結果、現在使用しているデザイン
に決定した。
これまで使用してきた本市の改ざん防止用紙に

おける技術として、隠し文字（コピーすると「複
製」の文字が浮かび上がる）、すかし（市章）、マイ
クロ文字印刷（コピーした場合に再現できない極
めて細かい文字を文様として印刷）などがあるが、

今回キャラクター部分に使用した「すかし」では、
一定の角度から光が当たると視認することができ
る新しい技術を取り入れている。また、新しい改
ざん防止用紙の導入に当たっては、証明書の取り
扱いに疑義や混乱を生じさせないよう、所管の法
務局および近隣の自治体などへの周知を行ってい
る。
ところで、本市における改ざん防止用紙は、以
前は戸籍・住民基本台帳関係事務用と税関係証明
用とでは、業務所管が異なることから、それぞれ
が独自のものを使用していた。しかし、平成19
（2007）年５月から同じ行政サービス端末および
行政サービスコーナー窓口から両方の証明書を交
付することとなったため、これを機に仕様の統一
を行うとともに、機器への用紙充填作業における
誤りが生じないよう天地がないデザインへと変更
している。
なお、このキャラクターのすかし入り改ざん防
止用紙の使用は平成25（2013）年９月３日までと
なっているが、それ以降使用するものについては、
新たな技術およびデザインの導入を検討している
ところである。それまでの間、市内の各区役所・
支所・出張所で交付しており、本市に住民登録が
なくても住基ネットに接続した市町村に住民登録
があれば、川崎市の各区役所で自分の名前の住民
票の写しを取得できるので、取得してみてはいか
がだろうか。

住民票の写し、印鑑登録証明書に
ドラえもん！

市民・こども局戸籍住民サービス課長　豊村 和弘

すかしで使用されているキャラクターデザイン

ⒸFujiko-Pro
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１　はじめに

川崎市では、職員の政策形成能力の向上と研究成果の
施策への反映を目的として「政策課題研究事業」を実施し
ており、平成24年度は、「防災の視点を取り入れたまちづ
くり」をテーマに６名の研究員が研究を行った。研究チー
ムでは、防災対策の中でも特に震災対策を中心に研究を
進め、防災対策の先進都市である神戸市や静岡県、アメ
リカ（サンフランシスコ市、オークランド市、バークレー市）、
台湾（台北市等）への視察、関係部署や有識者へのヒアリ
ング、アンケート調査等を実施し、考察をまとめた。詳細
は報告書に取りまとめているが、本稿ではその概要を紹
介する。

２　研究課題の設定

⑴　本市における震災対策の概要
本市では、川崎市地域防災計画（震災対策編）を基軸と

して震災対策を進めており、同計画の実効性を高め、減
災目標を達成するための施策を実施・推進する計画（実

建設緑政局公園緑地課　清田 陽助

研
修
の
窓

防災の視点を取り入れた
まちづくり
～震災に対する避難施設の確保と防災訓練の充実に関する研究～

行計画）として川崎市地震防災戦略を平成23（2011）年３
月に策定している。現在、東日本大震災の発生を受けて
これらの計画の見直しを進めているところであり、地域防
災計画については平成24（2012）年７月に第１期修正を公
表し※１、地震防災戦略についても平成25（2013）年２月に
改定素案に対するパブリックコメント手続を実施するなど、
改定に向けた取り組みを進めている。

⑵　研究課題の設定
研究課題の設定に当たっては、本市の防災関連資料の
調査や関係部署へのヒアリング等により、川崎市の特徴
および課題の整理を行った。その結果、①避難施設の確
保や、②人口および住宅が過密集中した状況における避
難施設に対する多様なニーズへの対応、③都市再開発な
ど高度な都市化の進展に対応した防災訓練の実施、を課
題として抽出した。
本市地域防災計画では、地域住民の避難のための施設
等について、表１のとおり位置付けているが、この名称
や定義（機能）、分類は自治体によってさまざまである。そ
こで本研究では、本市地域防災計画の位置付けを踏まえ
つつ、より広範な避難のための施設等の確保を検討する
ため、地域防災計画上の「避難所」を含む「避難者を収容・
保護し、生活機能が確保できる施設」※２を「避難施設」と
して広く定義することとした。
その上で、震災対策について、ハード的な視点からの

「避難施設の確保と活用方法」およびソフト的な視点から
の「目的に即した防災訓練の手法」の二つの課題について
研究し、双方の結果について総合的に考察を行い、「防災
の視点を取り入れたまちづくり」について提案することとし
た。

種　類 定　　義

広域避難場所
震災及びその二次災害により、広域にわ
たって大きな被害が予測される場合、被
害から逃れるための必要な面積を有す
る公園、緑地、グラウンド等。

一時避難場所

地域住民等が震災(建物の倒壊、火災の
延焼拡大、危険物の流出・漏えい、津波
など)から身の安全を図るため、一時的
に避難する公園等空地及び協定により
確保した場所。

避難所

避難勧告・指示の対象となる者が避難す
るところ。また、地震被害による家屋の
倒壊、焼失などの被害を受けた者又は被
害を受けるおそれのある者が避難する
ところ。さらに、避難者を一時収容、保
護し、生活機能が確保できる施設。

表１　川崎市地域防災計画における避難所等の位置付け
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３　避難施設の確保と活用方法に関する研究

⑴　避難施設の確保に向けた検討
阪神・淡路大震災時の避難施設の利用実態について
文献調査を行ったところ、神戸市内で避難施設として利用
された施設のうち、市であらかじめ避難施設として指定し
ていなかった施設が約69％に上ったこと、同様に避難施
設として利用された施設の約23％が民間施設であったこと
が分かった。
こうした状況に対し本市では、地震防災戦略に基づき、
一時避難が可能となりうる施設等を調査・把握し、大地
震発生の際に活用できるよう、関係機関（区役所、私立
学校、大学、民間企業等）と調整し、一時避難場所の拡
充を図っている。また、現在指定している風水害時の避
難所補完施設※３の見直し検討と併せて、震災時において
も避難所補完施設の指定が可能かどうかの検討を行って
いるところである。
このような取組状況を踏まえ、研究チームでは、現在
本市の地域防災計画において指定されている避難所に加
えて、それに準ずる施設や協定により確保する施設を位
置付けることによって、避難施設の量的な確保が一定程
度図られるのではないかと考え、その可能性について検
討を行った。
そこで、他都市における避難施設の指定状況について、
川崎市を除く指定都市にアンケート調査を行ったところ、
公共施設においても、本市が現在避難所として指定して
いない文化施設や保育園といった施設を避難施設に指定
している例が見られた。本市においても、これらの施設
を避難施設として指定することができれば、避難施設の
量的な確保が可能になっていくものと考えられるが、指定
する施設を増やすことには財政的負担や災害時の人員配
置などの課題もあり、検討には一定の期間を要する。また、
避難施設の新たな指定や設置の検討に当たっては、本市
の地域防災戦略において地震被害想定調査での避難者数
を考慮するとしているように、当該避難施設を利用する住
民の範囲（誘致距離）や地理的特徴など、各々の地域特性
を分析した上で指定を行っていく必要がある。

⑵　避難施設の確保等に向けた取り組みの考察
前述のアンケートから、名古屋市では、民間施設を活
用した避難施設等の確保に向けて、地域と企業等が覚書

等を締結する仕組みを設けていることが分かった。このよ
うな取り組みは、地域の状況に応じた避難施設の確保に
有効であるほか、市民に避難施設確保の必要性を認識し
てもらう契機にもなると考えられる。
また、神戸市でのヒアリング調査で分かった阪神・淡
路大震災の事例を考えると、避難施設として事前に指定
を行っていない施設について、震災発生後に緊急的に避
難施設として指定しなければならない例も出てくると想定
される。この場合、災害時に迅速に対処できるように、そ
れぞれの施設の避難施設としての機能をあらかじめ把握
しておくことも必要である。本研究では、各施設の避難施
設としての機能を把握するための一つのモデルとして、各
施設を類型化し、カルテとしてその特徴をまとめた。
今後は、施設の機能や役割を明確にし、複数の施設を
相互に連携させて運用することができれば、避難施設へ
のニーズをより高いレベルで満たすことができると考えら
れる。

４　目的に即した防災訓練の手法に関する研究

⑴　防災訓練の実施・参加主体の明確化と手法の整理
研究チームではまず、訓練を実施し参加する主体によ

って望ましい訓練手法が異なり、また、それらを相互に
連携させることでより効果的な訓練が可能となると考え、
防災訓練を行う主体の役割を明確にし、互いの連携を図
る上での指標として活用することを目的として、本市地域
防災計画上の位置付けや総合防災訓練の参加主体などを
参考に、防災訓練を行う主体を①行政、②防災関係機関、
③事業所（企業）、④学校、⑤住民組織、⑥市民活動団
体の６種類に分類した。
次に、望ましい訓練手法は訓練の目的によっても異な

ると考えられることから、訓練の目的を「知識と技術の習
得・慣熟」、「各防災計画等の認識・修正」、「協力・協働
の確立」の三つに整理した。
さらに、防災訓練の種類について、自治体や防災分野
で活動するNPO法人へのヒアリング調査や文献調査をも
とに整理したところ、71種類の訓練が存在することが分か
った。既存の文献等では、防災訓練を行うに当たっての
目的や方法等について統一的に整理されているものが見
当たらないことから、本研究では①種別、②成果の活用
場面、③規模、④対象、⑤難易度、⑥時間の６項目に
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ついて整理し、「防災訓練の分類表」を作成した。

⑵　目的に即した防災訓練の実施に向けた考察
研究チームでは、これらの分類をもとに、具体的な目
的（場面）と主体、手法の望ましい組み合わせについて検
討を行った。本研究では考察のみにとどまるが、今後さら
に訓練の対象者を細分化するとともに、これらを体系化し
てカタログ化することで、防災訓練の主催者が目的に応じ
て適切な訓練を効率的かつ効果的に選択できるようにな
ると考える。
また、訓練を実施し参加する主体の相互連携の例とし
て、本市における避難所開設訓練の例を挙げる。現在、
川崎市では、大規模地震災害の発生時における迅速な初
動活動を行うため、市内に在住する職員が地域要員とし
て指定された避難施設に参集する動員体制を整備してお
り、各区で行っている避難所開設訓練では、訓練に地域
要員が参加する取り組みも行われている※４。こうした取
り組みは、職員も自身が避難施設で担う役割を把握でき、
災害時の動員体制をより効果的に機能させるために有効
である。避難施設の運営に当たり住民組織と行政の連携
を図っていくためには、今後もこのような取り組みをさら
に推進していく必要があると考える。また、住民組織との
顔合わせや話し合いの場を設けることにより、行政と市民
の密接な連携を図ることができるだけでなく、専門的な知
識や技術の普及と日頃の活動を支援しやすい共助の体制
づくりが可能となる。

５　防災の視点を取り入れたまちづくりに向けて

先に述べたように、本研究では、避難施設の確保に向
けた対応として、新たな避難施設の指定や協定の締結な
どによる避難施設の量的確保の可能性について指摘した。

しかしながら、災害発生後の避難施設の運営については
避難者自身が中心となっていくと思われることから、避難
施設の確保に当たっても、避難施設の運営に関する知識
や経験を有した地域人材を育成していくことが必要である。
また、情報伝達・連携等の円滑化に向け、職員の参集訓
練や若手研修・管理職研修などの階層別研修における防
災に関するプログラムの実施も望まれる。
また、避難施設として施設を利用するための協定締結
に当たっては、市民（町内会・自治会等）が地域の防災上
の特性や避難施設の機能を把握することが重要であるが、
これには図上訓練や有識者による講義等を取り入れたワ
ークショップなどの開催が有効であろう。さらに、協定を
結ぶ施設の所有者に避難施設の運営に関する知識と理解
を深めてもらうため、これに関連する防災訓練を積極的に
行うことも重要である。
加えて、「自宅こそが最良の避難施設」という観点に立

てば、身近にできる「自助」の視点から、各家庭において
食糧等の備蓄や、耐震化等を行っておくことで自分の家の
「避難施設」機能を確保することが大切である。そのため
には、個人が日頃から防災を意識し、災害対応能力や防
災知識を高めてもらえるよう、地域のイベントと併せた防
災訓練の実施や、家庭内で簡単にできる訓練を推奨して
いくことが望まれる。
以上のように、「避難施設の確保と活用方法」というハー

ド面の施策と、「目的に即した防災訓練の方法」というソフ
ト面の施策とを総合的に推進していくことにより、防災の
視点を取り入れたまちづくりを進めていくことができると考
えられる。
最後に、本研究を進めるに当たり、多大なご支援とご
協力を賜った多くの関係者各位に謝意を表するとともに、
今回の研究活動を通じて向上させることができた課題発
見・解決能力や、研究員同士の協力、他団体との交流に
よって培った協調性を大切にし、日々の業務の中でも十
分に活かしていきたい。

※１　平成25年度上半期に地震被害想定の修正を踏まえた第２
期修正を予定している。

※２　ここでは、いわゆる「福祉避難所」などのように避難者を
限定した施設や、災害発生から一定の時間をおいて避難
するための施設を含むものとする。一方、帰宅困難者の
受け入れのための施設は含まないものとする。

※３　住民が容易に避難できるよう地域の実情に応じて、公共
施設、町内会館等の民間施設から避難所を補完する施設
として確保するもの。

※４　平成24年９月から平成25年２月末までの間に13カ所で実
施されている。防災訓練の一種、避難所運営ゲーム（HUG）を実際に体験
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環境局廃棄物指導課［環境省派遣］　両瀬 真和

研
修
の
窓
東日本大震災と災害廃棄物処理
～環境省研修でのさまざまな業務を通じて～

１　災害廃棄物処理を中心とした課の業務

私の配属先である環境省廃棄物対策課では、一般廃棄
物に関するさまざまな業務を行っており、通常業務としては、
廃棄物処理法※１改正や環境研究総合推進、廃棄物処理施
設等整備促進、その他さまざまな廃棄物関連調査等が挙げ
られる。
また、廃棄物処理法上では、産業廃棄物以外の廃棄物
は一般廃棄物と規定され、東日本大震災で生じた災害廃棄
物（以下「災害廃棄物」という。）のほとんどが一般廃棄物に
該当することから、震災以降、当課の業務の中心が災害廃
棄物処理となっている。よくメディアで取り上げられている
災害廃棄物の広域処理や、指定廃棄物処理、最終処分場
選定等は、まさに当課で取り組んでいる業務であり、平成
25年度末までに災害廃棄物の処理を完了させる目標を立て
ている※２。さらに、目標の達成に向け、特に宮城・岩手県
の沿岸市町村においては、平成24年度中に約60％処理を
完了させる中間目標を定め※３、対応を進めているところで
ある。
なお、通常業務は災害廃棄物処理と並行して行われて
いるため、人手不足に陥っている状況が現在も続いている。
極限まで効率化を図っているため、係業務の境界が曖昧な
状態となっている場合が多く、私自身も４人の係長・課長
補佐のもとで複数の業務を行っている。
本業務の中でさまざまな業務経験が得られると同時に、

災害廃棄物の処理に対する国の方針の定め方、取り組み方、
周知方法等、業務を通じてさまざまな動きを直に学ぶ事が
でき、非常に貴重な経験を積むことができていると感じて
いる。

２　自分の担当業務

私は、環境研究総合推進業務を中心として、他にダイオ
キシン類排出実態調査や下水道合特法※４に関する疑義照
会等を担当しており、その他の突発事務として、固定価格
買取制度（FIT法）※５に関する調査や、災害廃棄物処理に関
する各種業務（計画停電調査や、災害廃棄物処理に関する
さまざまな疑義照会等）の対応をしている。
業務中で最もウェイトの大きい環境研究総合推進業務で

は、環境問題の解決や循環型社会形成に寄与する研究に
対して補助金を出し、研究成果を行政施策に反映させるべ
く遂行している（図１）。平成24年度では、全プロジェクト
225件のうち98件を廃棄物処理関連として当課で採択してお
り、現在その進捗管理を実施しているところであるが、中
でも復興特別会計で採択された10件については、東日本大
震災で生じた災害廃棄物の処理におけるさまざまな課題を
踏まえ、研究成果の復興への貢献を目指すとともに、阪神
大震災以降改定されていない震災廃棄物対策指針の改定

図１　環境研究総合推進費概要
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に向け、研究成果を指針に取り入れるべく進めているところ
である。なお、指針改定は、災害対策基本法に基づき全
国地方自治体が作成している地域防災計画の適切な見直し
に役立ててもらうことを目的としている。

３　環境省と川崎市とのつながり

当課で行われている各調査業務では、廃棄物処理施設
の運転管理や廃棄物処理計画に関連する内容が多く、一般
廃棄物処理が自治事務であるという特性から、全国市町村
へ照会する機会が多い。中でも、過去に重大なごみ問題・
公害問題に直面し、先進的に取り組んできた川崎市の一般
廃棄物処理の運用方法については、課内でも参考となる点
が多いと認識されており、私が川崎市環境局の廃棄物指導
課（許可関係）、処理計画課（ごみ処理計画）および施設整
備課（施設維持管理）等と意見交換した内容が、そのまま調
査結果や疑義照会回答に反映されることもある。
川崎市での業務経験が国で活かせると同時に、国で得た

経験も川崎市に持ち帰って活かしやすい職場であると思う。

４　環境省職員への川崎市廃棄物処理施設案内

当課では、廃棄物処理法について精通している者は多い
ものの、施設構造や維持管理手法等について詳しく知る者
は少ない。
そこで、各担当係長や課長補佐からの要望もあり、川崎
市臨海部にある浮島処理センター（焼却場）やリサイクル施
設等の施設案内を行い、一般見学では通常見ることのでき
ない施設内部構造や運転状況について、議論を交わしなが
ら見学をした。結果は非常に好評であり、法令係長からの「よ
り良い法律や制度を作る上で、実際に運用している現場を
知ることの重要性について強く再認識した。災害廃棄物処
理を進める上でも今回の経験は非常に役に立つ」との発言
が印象に残った。
というのも、私の川崎市での前の職場は、本庁勤務では
あったものの、現場に足を運びながら仕事を進めることが
多かったが、今ではほとんど内勤であり、また、環境省（本
省）職員はそもそも現場に足を運ぶ機会が多くないことから、
前述の法令係長の言葉は、現場に行く機会がほとんどなく
なった今の状況では身に染みて感じているからである。
何か企画的な仕事を進める際、関連する現場知識が豊

富であれば、維持管理コストや運用方法、計画時期等で望
ましい仕様にすることができる。また、請負業者等とのやり
とりにおいても、いわゆる「業者の言いなり」となることがな
くなり、適切な工程監理が可能となる。逆に、現場勤務と
なった場合は、企画部署での経験が豊富であれば、より効
率的で合理的な業務改善が期待できる。

現場と企画部署の
両方の業務経験を
積むことで、さまざ
まな局面で柔軟な対
応が可能になること
から、積極的に両方
の経験を積んでいき
たい。

５　環境省での業務を通じて

私はこれまで、国の取り組み等について知る機会が少なく、
自治体目線から「国はなんでもっとこうしないのだろう」といっ
た疑問を感じることもあった。しかし、実際に国で働いてみる
と、国は対全国民という視点で物事を捉えることが多く、特
に災害廃棄物処理を通じて自治体の考え方とのギャップを感
じた。
また、逆に国の職員から「都道府県や市町村はなんでもっ

とこうしないのだろう」といった話を受けることがあり、それ
ぞれの立場によって固有の事情と考えがあって、どうしても
自分の立場を中心に物事を考えがちになることを再認識し
たところである。
環境省でのさまざまな業務を通じて、国の視点や考え方に

ついて学び、川崎市へ戻った時には、バランス良くさまざま
な視点から判断できるようにし、市政に貢献していきたい。
異動前、当時の部長・課長に呼び出され、「環境省で働
いてみないか」と提案を受けた時はすごく悩んだが、今では
「貴重な経験ができたので承諾して良かった」と心から思う。

省庁職員の川崎市浮島処理
センター案内（焼却炉内にて）

※１◆廃棄物の処理及び清掃に関する法律
※２◆ 環境省「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針」

（2011）p.５
※３◆ 環境省「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理工程

表」（2012）p.10
※４◆ 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化

に関する特別措置法
※５◆ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に

関する特別措置法
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総務局人材育成課［氷見市派遣］　露木 洋明

研
修
の
窓
「人・自然・食を未来につなぐ
交流都市」に派遣されて

１　派遣研修先・氷見市の概要

氷見市は富山県の西北部の能登半島東側付け根に
位置し、人口は約５万２千人、主な産業は漁業およ
び農業の都市である。現在の氷見市の地域は江戸時
代に加賀藩の領内だったため、明治時代前半は石川
県に属していたが、その後石川県から分離した富山
県に属するようになった。町村制や郡制の施行を経
て、昭和27（1952）年に市制へ移行し、派遣された
平成24（2012）年は市制60周年の記念の年であった。
「第８次氷見市総合計画」がスタートした年でもあり、
本稿のタイトルは計画の中で氷見市が今後目指す都
市像の表現を使わせてもらった。
氷見（ひみ）という地名の由来が「海の漁火が見え
るところだから火見といった」という説もあるのが
象徴するように古くから海とのつながりは強く、「天
然のいけす」と呼ばれる富山湾の中でも特に良好な
漁場である氷見沿岸では四季を通じてたくさんの種
類の魚が水揚げされている。その漁法は水産資源の
乱獲を防止する資源管理型の「越中式定置網」が中心
となっており、氷見市はその発祥の地である。

２　川崎市と氷見市の交流

「どうして川崎市と氷見市が交流しているのか」－。
これは多くの人に質問されることである。両市の交
流は“京浜工業地帯の父”と称される浅野総一郎氏が
氷見市出身であることがきっかけといえる。川崎市
臨海部には浅野氏ゆかりの地名が存在しており、名
称どおりの川崎区浅野町や、浅野家の家紋である扇
が由来とされる川崎区扇町などが代表例である。浅

野総一郎氏の生涯を描いた映画「九転十起の男」シリ
ーズが製作され、この映画に川崎と氷見の両市長を
はじめ両市の関係者が多数出演したことから交流が
活発となり、平成20（2008）年に商工会議所間で友好
提携を結んだ。平成23年度からは市役所間の人事交
流が開始している。さらに平成24（2012）年には農協
間で「激甚災害時における相互支援協定書」の締結や
商工会議所間で人事交流が始まるなど、両市の交流
はますます拡大しているところである。

３　氷見市役所での業務内容

私は平成24年度から１年間の予定で氷見市役所へ
派遣され、課長以下14名で構成されている商工観光
戦略課の観光担当として勤務している。市役所全体
の職員数が約400名ということから、職員同士が名
字ではなく名前で呼び合うことも珍しくないなど非
常に和やかな雰囲気に包まれているのが印象的であ
る。私の主な業務内容はイベント開催時の運営や市
外出張を含めた観光宣伝などである。氷見では数多
くの祭りが開催されていて土日も関係なくその運営
に従事することが多い。また、イベントの宣伝を含
め氷見への誘客のため遠方へ出張することも度々あ
り、友好都市である川崎市への出張も計画に入って
いる。また、周辺自治体で行われるイベントにも頻
繁に出張宣伝に行くこともあり、積極的な行動力が
必要とされる職場である。

４　氷見を代表する観光資源

氷見市の観光担当者として、ここで氷見市の特徴
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的な観光資源の中で代表的なものを三つ挙げさせて
もらいたい。

⑴　海越しの立山連峰
氷見市の海岸線から3,000ｍ級の山々からなる立
山連峰が富山湾に浮かぶように見ることができる。
このような景観を望める場所は世界の中でも氷見海
岸から隣接する高岡市の雨晴海岸にかけてしか確認
されていないといわれており、非常にまれな景色で
ある。１年のうち50～60日しか見ることができない
が、冬の冷え込んだ晴れた日は見ることのできる確
率が高くなる。この絶景は観光パンフレット、雑誌、
テレビなどでよく取り上げられ、氷見市長や富山県
知事の会見の背景にも使われているなど氷見市のシ
ンボルとなっている。

⑵　ひみ寒ぶり
寒ぶりは「富山湾の王者」と呼ばれるほど富山湾の
魚の代名詞になっており、その中でも氷見で水揚げ
される十分に脂がのって身の引き締まった寒ぶりは
全国ブランドとなっていて、寒ぶりを目当てに冬の
氷見を訪れる人は多い。「ひみ寒ぶり」というのはよ
り一層の品質保持と信頼の確保を図るために商標登
録した名称で、氷見漁業協同組合では①図形商標の
登録、②出荷
箱の統一、③
販売証明書の
発行、を行う
ことでブラン
ドを守る体制
の整備を行っ
ている。

⑶　「忍者ハットリくん」や「怪物くん」などのキャラクター
「忍者ハットリくん」や「怪物くん」の作者として有
名な藤子不二雄Ⓐさんは氷見市出身で、氷見市の名
誉市民になっている。市街地にはたくさんのキャラ
クター像が設置されている。また、氷見と高岡を結
び全線開通100周年を迎えたＪＲ氷見線では「忍者ハ
ットリくん列車」も運行されている。この路線は車
窓から海越しの立山連峰を見ることができるため観

光客に人気が高い路線
である。また、市内を
運行するバスには「怪
物くん」が描かれてい
る車両も走っているな
ど、アニメキャラクタ
ーが観光客を楽しませ
ている。

５　長期派遣研修を経験して

ここまで読んでもらい氷見への興味を少しでも持
ってもらえたのであれば、観光担当者として嬉しい
と思うと同時に研修の成果があったと言うことがで
きるかもしれない。
一人前であるかのように氷見の紹介をしているが、

実のところ私はこれまで観光の仕事を経験したこと
はなく、氷見は派遣研修によって初めて訪れた場所
であった。全く観光に関する知識がない状態の中で
観光振興を担当することになったが、同僚職員をは
じめ多くの人々に助けてもらいながら業務を行い、
その中でさまざまな分野で活躍している方々と交流
できたことは素晴らしい経験であり自分にとっての
大きな財産となっている。派遣研修終了後は研修中
の経験を川崎市役所での業務に活用していくことは
もちろん、川崎と氷見の交流がさらに進展していく
ようたとえ微力でも貢献していくことで、今回の研
修中にお世話になった両市の関係者へ恩返しをして
いきたいと考えているところである。
私は以前から派遣研修に興味はあったもののなか

なか申し込みまで至らなかった。もちろん申し込み
をすれば必ず派遣されるという訳ではないが、申し
込みをしなければ何も始まらないのも事実である。
興味のある公募先があったらまずは申し込みをして、
希望どおり派遣されることが決まればその研修先で
しか経験することのできない貴重な時間を過ごすこ
とができるはずである。派遣研修経験者としての意
見・感想を最後に述べ、本稿の締めとする。

氷見市を象徴する魚「富山湾の王者　寒ぶり」

郵便ポストの上にいる
忍者ハットリくんとシンちゃん
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NPO法人まめな人生 代表　有北 いくこ

市
民
の
目

つながり合う人たち、
コミュニティの再生を目指して
～NPO法人まめな人生・コミュニティカフェ「まめり」の誕生～

「人が集まる、話ができる、お互いが助け合う」関
係づくりを目指し、「NPO法人まめな人生」を立ち上
げ、０歳～100歳が集える場として、コミュニティ
カフェ「まめり」を平成24（2012）年４月に開店して
以来、10カ月。ここに集うお一人お一人のお話に、
人生に、毎日目を開かれる思いで過ごしています。
私は平成５（1993）年に子育て支援の団体「NPO法
人ままとんきっず」を立ち上げ、以来20年、60人近
いスタッフとともに、数えきれないほど多くの親子
に出会い、支援してきました。ままとんサロン、グ
ループ保育、講座、産後ヘルパー、子育て支援セン
ター、育児園、親育て子育て支援者養成講座、育自
力講座、情報誌発行、単行本執筆、赤ちゃんふれあ
い体験など、現在も年間20近い事業を実施しており、
地域の新しい親子だけではなく、県や全国へも広く
情報発信しながら支援活動を展開しています。中に
は育自力講座や育児園のように全国で初めて取り組
んだ事業もあり、また市内で初めて立ち上げた事業
も多く、おこがましいのですが、先駆的な活動で川
崎市の子育て支援に寄与してきました。
どの事業も子育て当事者、経験者のお母さんたち
が、自分たちが子育てで苦労したことを反映させな
がら、つくり上げてきたもので、お母さんたちのパ
ワーは素晴らしいものがあります。「たまたま子育て
まつり」や「子どもの外遊び事業」、「親と子の育児園」、
「親育て子育て支援者養成講座」、３カ所の「子育て
支援センター運営」など、行政との協働も担当者と
の協議を重ね、一から積み上げてきました。
しかし、全てが順風満帆だったわけではありませ
ん。いくつもの壁にぶつかり、中には途中で諦めた
事業もあります。また諸条件からなかなか取り組め

ないままで気にかかっていた事業もあります。その
中のいくつかをテーマとして、新しいNPOを立ち上
げ取り組もうというのが、今回の「まめな人生」です。
子育ての悩みの出口は、案外子育ての外にあるこ

とも多く、いろいろな立場、世代の人たちと交流す
るうちに、子ども自身が力をつけて解決に向かうこ
ともあります。しかし、今地域の中からはそのよう
なご近所の交流機会がすっかり消えてしまい、人々
が分断され、会話が少なくなっています。日常の中
で赤ちゃんからお年寄りまでが集い、さまざまな触
れ合いや話ができる場が必要。また社会的弱者とい
われる人たち、障がい者や不登校の子どもたち、若
くても就労できずに苦しんでいる人たち、孤立した
高齢者の方たち、だれもがごく自然に平等に生きら
れる関係づくりをしたい。お互いがお互いを助け合
える地域づくりをしたい。子どもたちがやがて育っ
ていく時に、この地域に生まれ育ってよかったと言
える地域にしたい、それが究極の子育て支援ではな
いかと考え、これまでの経験を糧に新たな挑戦を始
めました。

コミュニティカフェ「まめり」外観
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立ち上げにあたっては内閣府の社会起業プランコ
ンペ※１に応募、優秀賞をいただきました。「地域交
流と生きがい創出」をテーマに、①コミュニティカ
フェまめり、②交流事業まめ心、③新しい仕事・生
きがい創出事業まめ力、④他世代交流事業こまめ、
を実施していくことを目的としています。そして多
くの方からのご寄附と応援をいただき、第一の取り
組みであるコミュニティカフェ「まめり」を開店す
ることができました。 地域コミュニティ再生のた
めの交流、ごはんとおやつの提供、地産地消、作業
所製品の販売、不登校児の職業研修、障がいのある
人たちの雇用を目指しています。今はまだ道半ばで
すが、運営に対して財団法人まちづくり市民財団の
認定をいただき、徐々に徐々に歩みを進めています。
「まめり」は11坪ほどの小さなカフェで、駅からも
遠く、商店街のない坂の多い住宅地の狭間にありま
す。便利な地域ではないからこそ、そこに課題があ
る。なんでこんな何もないところで事業を始めたの
かと言われるくらい、困難はいっぱいあります。楽
に事業ができるところなら誰かがやりますが、何も
ないところだからそのままでは課題が蓄積していく
だけで、より問題が大きくなる。ならば自分が取り
組もうと考えてしまうのは、ある意味愚かなのかも
しれません。時々自分でもなんでこうあえて重荷を
背負ってしまうのだろうと思いますが。

ともかくも紆余曲折の中で見つけた場所は住宅街
の坂と坂の谷間に位置する大通りに面し、大きな桜
の木が店の中から眺められる、少なくとも景色だけ
は抜群の場所でした。４月の開店当初は来店する人
が、皆うっとりと満開の桜を眺めたものです。
店の奥には靴を脱いで上がれる６畳ほどの座敷の
ようなスペース（10人くらいが座れ、おもちゃを置
いてあります）を作り、壁には小箱ショップ用の棚
を設置。手前は８席ほどの椅子席と情報コーナー、
販売物コーナーを設けました。
開店を知ったお母さんたちが早速赤ちゃん連れで
訪れ、子どもを這い回らせ、遊ばせながらお茶をし、
ご飯を食べ、おしゃべりをしていくようになりまし
た。このスペースは時間貸しもしており、近隣の方

が講師になって講座を開いています。シニアの方た
ちは膝の悪い方が多いため、手前の椅子席で飲食し
ながら、カウンターの中にいるスタッフとおしゃべ
りを楽しみます。90代のご夫婦が をついてケーキ
とお茶を楽しみに来てくれます。そして時にはお客
さん同士を紹介、コーディネートして、顔見知り関
係を広げていきます。毎日のように来る慣れたお客
さんは、初めて出会う人にも自分から話かけ、どん
どん会話を広げます。
近隣の小学校からは、「まちたんけん」の小学生た
ちが訪れ、「まめり」のパンフレットや歌を作ってく
れました。それ以来時々小学生がやってきて、大人
との会話を楽しんでいきます。初対面なのに、イン
コの話で盛り上がるシニアと小学生もいました。
壁はギャラリー仕様にしたため、近隣の方達が写

真や油絵、日本画、水彩、ステンドグラス等、さま
ざまなアート作品の発表の場として使ってくれるよ
うになり、喜寿の記念、米寿の記念の作品展、こど
もの絵のグループ展、時にはプロの方の個展等、毎
回展示物が変わるたびにお店の雰囲気が変わる楽し
みがあります。

多摩区制40周年記念事業・平成24年度磨けば光る
多摩事業で採択された「アクティブシニアのための
セカンドライフ講座」では、さまざまな課題を抱え
た方が集い、ストレスを吐き出したり、相談したり、
同じ悩みを抱える方同士がつながったりしています。
健康寿命を伸ばそうということで体操やおしゃれの
講座も企画し、特に女性が元気になっています。ま
た地域活動の先達から学ぶ機会もあります。同じく
「地域のみんなのお誕生会」では、赤ちゃんから80代
までが集い、子育て中の方はそこで仲間をつくり育
児ノイローゼの軽減につながったり、シニアの方は
新しい趣味の仲間を見つけたり、赤ちゃんを子守り
してくれたりします。プロの写真家にポートレート
を撮ってもらいますが、シニアは良い遺影ができた
と話し笑い合います。ここでは死の話もタブーでは
なく、皆が笑いながら自然に話せるのです。
自主事業のアフタヌーンコンサートでは、毎月赤

ちゃんからシニアまでが生の音楽を楽しみ、子ども
が飽きて泣いても誰も文句を言いません。地域でさ
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まざまな活動をしている方たちも、情報交換や交流
の場、時にはストレスを吐き出す場として立ち寄っ
てくれます。
販売物としては福祉作業所のパンやクッキーを仕
入れて販売していますが大変好評で、毎回入荷日を
目指して買いに来る方もいます。障がい者の方も納
品時に一緒に来て交流していきます。
広報は毎月１回発行の「まめな人生通信」で、近隣
に約4,000部をポスティング。その他タウン誌など
に協力してもらっています。近隣だけでなく遠い地
域からもブログを見て来てくださる方もいます。月
１回のバザールにはそういう方たちの出店もあり、
とても参考になります。
また、「だれでもサロン」（通常の開店のときもそう
ですが）では初めて来た方が、いろいろな話をして
いきます。障がいのあるお子さんを抱える方、心の
病気の方、怪我で療養中の方、不登校児を抱える方、
さまざまな理由で就労ができない方など。それぞれ
の状態によって情報を提供したり知り合いを紹介し、
助け合える関係づくりに進むことも少なくありませ
ん。 地域包括支援センターや子育て支援センター、
児童相談所、いろいろな専門職の方たちともつなが
りができ、特に子どもの問題に対しては、皆が熱心
に手を差し伸べようとしてくれます。 

朗読の会（講師：秋山雅子さん）

誰もがかつては赤ちゃんでした。そして誰もがや
がてはお年寄りになります。そういう人間の人生を
そのまま俯瞰し受け入れることで、地域は成り立ち
ます。思いは壮大ですが、歩みは一粒の豆のごとく、
一歩一歩の毎日です。毎日お一人お一人の人生を聞

くことは、どれだけ人間の尊厳に近づけるか自分が
試されているような気持ちになります。それぞれの
方の心の温かさ、しなやかさ、強さは、人間として
素晴らしいものです。つらいこと悲しいことを持ち
ながらも、一生懸命生きている人たちがここにいる
ということ。それこそが尊厳なのだと思わされます。
また、つながりが希薄になっているといわれます

が、人と人とのつながりがこれほど豊かであるとは
と思わされるほど、実際に毎日誰かと誰かがつなが
っていき、心のコミュニティが形成されていくよう
です。ただ、つながる機会や術がなくなっているだ
けで、実はだれもがつながりたいと願っている。ひ
しひしとそれを感じます。NPO法人としては生まれ
てからたった10カ月の赤ちゃんで、今はまだつかま
り立ちがやっとの状態ですが、その経験は当初想像
していた以上の、何百倍もの重さだと思えます。
運営的にはまだまだ赤字状態で、先行きの不安も

実はいっぱいあります。でもこれからも少しずつ少
しずつ育っていくことを願いつつ、小さな豆が蔓を
伸ばし何本も絡み合い、やがて大木のようになるま
で、頑張っていきたいと思います。まめりを通して、
皆さんが元気になってくれること、それが目下の一
番の願いです。
どうぞ皆さまのご支援、応援をよろしくお願い致

します。

〈連絡先〉
法 人 名　NPO法人　まめな人生
Ｕ Ｒ Ｌ　http://d.hatena.ne.jp/mamenajinsei/
メ ー ル　mamenajinsei@gmail.com

コミュニティカフェ「まめり」
所 在 地　多摩区菅馬場３-７-４-101
電　　話　050－3364－5241

※１　社会起業プランコンペ
内閣府が行う地域社会雇用創造事業の１つで、
社会的企業の事業化を通じて「地域社会雇用」
を創造するため、社会起業プラン・コンペテ
ィションを通じてスタートアップ等を支援し
ている。
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NPO法人川崎ダルク支援会　岡﨑 重人

市
民
の
目

生き方が変わるように
信じる気持ち
～依存症からの回復～

１　薬物依存症を理解する

30年前の日本では、薬中（薬物中毒者）といえば人
生がどうにもならない人々であり、法律に触れた
人々とレッテルを貼られて過ごしていた。簡易宿泊
所、精神病院、刑務所での生活を余儀なくされ、そ
こで生活をする人が飲酒や薬物使用をやめて自身の
生き方が変わると信じられることもなかった時代だ
った。
そのような中で、依存症者が苦しんでいる依存症
者を支援するための施設、DARC（ダルク）※１が誕
生した。昭和60（1985）年にダルクは東京都に初めて
設立され、当事者が主体となって運営を行ってきた。
設立より27年が経過した現在は、全国に49カ所（69
施設）が点在する。ダルクが行う当事者支援は、依
存症からの回復を信じ続けて、現在までのプロセス
をたどってきた。
どこから来た人であろうとも、今まで何をしてき
たかは関係なく、今苦しんでいるアディクト（薬物
依存症者）を回復へとサポートできること、薬物を
やめ続けていけることを信じてきた。時折起こりう
るリラプス（再使用）は依存症（アディクション）とい
う病気の症状だということを病識として捉え、ダル
クを初めて訪れた人が一番の恩恵（サポートや支援）
を与えられるべきだと、ダルクの中では理念として
考えられている。アメリカ精神医学会では次回の
DSM-５※２において物質使用障害（アルコール、薬
物など）に加えてギャンブル障害も取り上げている。
依存症は誰にでもなりうるものであり、家族の中に
アディクションを持つものがいてもおかしくない。
依存症は完治（治癒）ができないとても難解な病気

の症状であり、生涯自身のリハビリテーションを行
っていかなくてはならない障害である。しかし、回
復プログラム「12ステップのプログラム」を行い当事
者の断薬期間が長くなることで責任や自由を手に入
れて回復することができる。回復することで生活の
幅が広がりを見せ、社会復帰が可能になる。これら
の経過を経ていくには長期的なリハビリのプロセス
が必要となる。
アルコール依存からの回復を目指す自助グループ

「アルコホーリクスアノニマス」※３の提案する12ス
テップは欧米でも依存症回復のために使われている。
依存症者の思考と行動を変えるための12の段階があ
り、これらを当事者同士の中で共有し、経験を分か
ち合い自分の生活や共同体とも適応していく準備を
していく。このような互助の精神は自助グループ、
または当事者活動の礎となるものであり、今のダル
クを形成する基盤となっている。

2012年 第八回川崎ダルクフォーラム

２　依存症の側面

人間が巻き込まれる様子からストームと呼ばれる
こともあるほどに、依存症とは周囲にいる人々との
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関係を破壊し、当事者を孤立させていく。本人の意
思とは反対にやめたくてもやめられない状態になっ
ていく時に、依存症はどんどん進行していき、最後
には、刑務所、精神病院、施設、死の方向へと向か
っていく。進行性の病気であり、不治で致死の病と
いわれている。一度依存症になってしまったら、そ
れは自身が治療を始めていかなければ回復の方向へ
と転換することはなく病気は進行していく。
問題が表れたときの対処法として、依存症者は解
決ではなく薬物使用、逃避、反発、責任転嫁などへ
向かい、自分では責任を取らないでいる。こういっ
た状況下には依存症者の責任を本人が取る前に取っ
てしまうイネイブラー※４という存在があり、この
関係を共依存ともいう。アルコールや薬物、ギャン
ブルも依存症の側面には、配偶者や家族と対等で自
由な関係を築くことができないことが多く存在する。
また依存症者本人の感情の回復にはとても長い時間
がかかる場合がある。抑圧した感情がスピリチュア
ルな部分（道徳的観点）を本人たちから奪っているよ
うに思う。
依存症（アディクション）からの回復に必要なもの

としては、①正直さ、②心を開くこと、③やる気が
必要だと語り継がれ、自身の中にある価値観や思考
の変化が断酒や断薬を続けていく上でとても大きな
要因である。この三つのスピリチュアルな原理を実
践するためには、自助グループに通ったり、グルー
プの中にある12ステップを行ったり、いろいろな人
と交流を持ったり、信頼を持てる人と話をして自身
の心のエネルギーバランスを補充しながら生活を続
けていかなければならない。そうでないと、進行性
の依存症がもたらす結果は、依存症の再発、再使用
という形になっていってしまう。

３　ダルクの活動

ダルクでは入寮制の共同生活もしくは通所での日
中の活動を当事者同士が中心に行い、一緒に生活の
リズムを立て直しながら自身の依存症からの回復へ
向けて再スタートしていく。日常の中で最も重要視
されているのがミーティングと呼ばれるグループセ
ラピーである。もともと自助グループで使われてき

た手法であり、ナラティブセラピー※５と類似する。
ルールは、人が話をしている時には誰も発言をしな
い、クロストークやディスカッションをしてはいけ
ないことであり、「言いっぱなし、聞きっぱなし」と
称される。全国のダルクの中では午前と午後に一度
ずつミーティングを行うプログラムを設けていると
ころが多い。その他各ダルクによって特色を設けた
プログラム作成に取り組んでいる。
川崎ダルクのリハビリプログラムで特徴があるの

は、琉球太鼓の練習、演舞にダルクのプログラムと
して参加してもらっていることである。地元のお祭
りや講演会、老人ホームや病院での夏祭りやリハビ
リ施設合同の催しなどがあった時に、ダルクのメン
バーが琉球太鼓を叩いて地域社会とのつながりを築
いていくことができる。川崎市高津区区民祭では地
元の高津区保護司会と一緒に参加して、薬物予防の
活動を続けさせてもらっている。
メンバーの中で初めて琉球太鼓を行う人には今ま

で練習してきた人が練習を一緒にサポートしていき、
曲を踊れるように振り付けを覚えたりする。体の不
自由な人は太鼓の振り付け以外の音響やビデオ撮影
を中心に行い、全員が参加できるように琉球太鼓の
プログラムを組んでいる。
また、認知行動療法を用いたワークブック

（SMARPP-16）※６を使用し新規のメンバーを中心にこ
のプログラムに参加してもらっている。一日の終わ
りの時間には夕食の提供を行っておりメンバーが交
代制で作ったご飯を食べてから夜の自助グループに
参加する。
川崎ダルクは主に初期治療の薬物依存症者にやさ

しい施設である。メンバーシップの中ではクリーン
の期間に応じた行動範囲や行動制限があり、クリー

琉球太鼓演舞
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１　私たちは、アディクションに対して無力であり、生きていくこと
がどうにもならなくなったことを認めた。

２　私たちは、自分より偉大な力が、私たちを正気に戻してくれると
信じるようになった。

３　私たちは、私たちの意思といのちを、自分で理解している神の配
慮にゆだねる決心をした。

４　私たちは、探し求め、恐れることなく、モラル（＊）の棚卸表を作っ
た。

５　私たちは、神に対し、自分自身に対し、もう一人の人間に対し、
自分の誤りの正確な本質を認めた。

６　私たちは、これらの性格上の欠点をすべて取り除くことを、神に
ゆだねる心の準備が完全にできた。

７　私たちは、自分の短所を取り除いて下さい、と謙虚に神に求めた。
８　私たちは、私たちが傷つけたすべての人のリストを作り、そのす

べての人たちに埋め合わせをする気持ちになった。
９　私たちは、その人たち、または他の人々を傷つけないかぎり、機

会あるたびに直接埋め合わせをした。
10　私たちは、自分の生き方の棚卸を実行し続け、誤ったときは直ち

に認めた。
11　私たちは、自分で理解している神との意識的触れ合いを探るため

に、私たちに向けられた神の意志を知り、それだけを行っていく
力を祈りと黙想によって求めた。

12　これらのステップを経た結果、スピリチュアルに目覚め、この話
をアディクトに伝え、また自分のあらゆることにこの原理を実践
するように努力した。

＊モラル　行為の善悪を判断する個人の内面的原理
 （2002年４月改訂　ナルコティクスアノニマスIP NO1-JPより抜粋）

12のステップ

ンタイムが伸びるほど自身の自由の幅が広がり、薬
がない生活の中で人生の失敗や成功を繰り返し、ダ
ルクの中で成長を練習していくのである。

４　ダルクの希望、課題

社会の中で依存症者が活動していくためには自ら
が心を開くことがとても大切な変化であり、それに
よって社会の有用な一員としての第一歩を踏み出す
ことができる。依存症者は自身の自由の象徴として
薬物使用をしていたものが多いが、使用を続けてい
く中でいつしか薬物使用が人生の目的になってしま
い、薬物に人生を奪われてしまう。薬物依存症者に
とって自分たちの負のレッテルを取り外して前向き
に薬物をやめていくには、たくさんのコミュニティ
に所属すること、自己肯定感を上げるために自分以
外の困っている人に対してサポートや協力をするこ
とで、前向きに人生の方向転換をする必要がある。
依存症から解放され、本来持っている自由な発想や
想像力、ユニークで自分らしい生き方をハビリテー
ションしていってもらいたい。
ダルクのサポートとして、依存症者が薬物をやめ
始めていく分野に関してはとても手厚いサポートが
用意できているのだが、この場所から巣立ち、社会
に参加していくときにサポートの薄さを強く感じて
しまう。依存症者が孤立することは薬物、アルコー
ルの再使用につながる大きな要因の一つであり、帰
属感を持てる居場所づくりが本人たちの笑顔を取り
戻し、明るく前向きにさせるのである。就労のサポ
ートから一人暮らしにかわっていく段階で、自助グ

ループ、ダルク、職場以外の自分を保てる場所や、
趣味づくりのサポートができるような施設や団体と
の間でネットワークを築くことにより、薬以外の喜
びや楽しみを感じて、苦しいことや怒りの中にいて
も自分を取り戻すことができるのである。

依存症からの回復のためにダルクで大切なことは
笑顔であり、希望を持ちみんなと生活を共にし、薬
物なしの新しい生き方を行っていくことである。

〈連絡先〉
法 人 名　NPO法人 川崎ダルク支援会
所 在 地　川崎市中原区新城４-１-1 新城NHビル２F
電　　話　044－798－7608
Ｕ Ｒ Ｌ　http://darc-kawasaki.org
メ ー ル　info@darc-kawasaki.org

※１　DARC
Drug Addiction Rehabilitation Center の略語で「ダル
ク」と発音する。薬物依存症リハビリテーションセ
ンターの頭文字をとっている。1985年に日本で誕生
した民間のリハビリ施設である。

※２　DSM-５
DSMはアメリカ精神医学会が定めている「精神障害
の診断と統計の手引き（Diagnostic and Statistical 
Manual of Disorders）」。第５版となるDSM-５が
2013年に発表される予定。

※３　アルコホーリクスアノニマス
Alcoholics Anonymous、略してAAと呼ばれる。1935
年にアメリカで始まり世界に広がった、飲酒問題解
決を願う相互援助の集まり。

※４　イネイブラー
依存症者に対して間違った支援をしてしまい、結果
的に病気の進行に手を貸してしまう人。依存症者が
引き起こした問題を処理するなど。

※５　ナラティブセラピー
ナラティヴ（ストーリーや物語）を用いて治療や援助
実践を行おうとする精神療法。

※６　認知行動療法を用いたワークブック
SMARPP-16（「せりがや覚せい剤再乱用防止プログラ
ム」Serigaya Methamphetamine Relapse Prevention 
Program）。アメリカの覚せい剤依存症外来治療プ
ログラムを参考に開発され、神奈川県立精神医療セ
ンターせりがや病院で使用されている認知行動療法
による薬物依存症治療プログラム。
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公益財団法人川崎市産業振興財団 新産業振興課　志鷹 義法

川崎元気企業紹介⑬

１　はじめに

株式会社菅原研究所は、ストロボスコープ、ベア
リング検査機器、モータ性能測定器を設計・製造す
る測定器メーカーである。多くの測定器メーカーが
電気系の技術に偏りがちなのに対し、機械的な技術
にも強い当社が、ストロボスコープの心臓部である
“キセノンフラッシュ”※１に焦点を当て、さらなる飛
躍を目指している。

２　コア技術を活かした新たな展開

「近代ストロボの父」といわれるアメリカのエジャ
ートン博士（1903～1990）は、稲妻が光る瞬間に激し
く降っていた雨粒が止まって見えることに気がつい
た。当社の主力事業の一つであるストロボスコープ
とは、閃光を一定間隔で連続的に点滅させることに
より目の残像効果を利用して、高速で運動する物体
を「止めないで、止めて見る」測定技術である。これ
によって例えば100万分の１秒の瞬間を静止画像に
捉えることが可能となる。この技術は大学や研究機

関においては調査・研究用に、産業界においてはカ
メラ・ソフトウェアと組み合わせたAOI（自動光学
検査装置）システムの光源として、インクジェット
飛翔状態の観察等の工業検査に幅広く利用されてい
る。
その心臓部となるのがキセノンフラッシュランプ

である。閃光時間40ナノセコンド（2,500万分の１秒）
といった高速現象あるいは極小体の観察・撮影に対
応できる極めて高性能なランプから、１マイクロセ
コンド（100万分の１秒）といった長時間ランプまで、
自社で開発・製造を行い、高い技術力を蓄積し取引
先からの信頼を得ている。
菅原社長は「ストロボからキセノンフラッシュと

いう、さらに応用の利く用途の広い分野にスポット
を当て、研究・開発を行っている。ストロボスコー
プはキセノンフラッシュを応用した限られた一分野
の技術であり、キセノンフラッシュという技術分野
自体は大きな可能性を秘めている」と語る。この３
～４年はキセノンフラッシュの用途開発に積極的に
取り組んでいるという。
現在、川崎市からの補助金を活用し開発している

株式会社 菅原研究所
～やりがいのある、ベンチャー精神あふれる企業を目指して～

ストロボスコープ
（防塵・防滴構造の多機能ストロボ）

マシンビジョン用ストロボスコープ
（シャッターカメラのために開発された外部
同期専用のストロボ光源）

さまざまなキセノンフラッシュランプ



107

「フラッシュランプを用いた瞬間加熱実験装置」もそ
の一環である。これは、プリント基板への熱影響を
抑制することを目的に、金属ナノインクを瞬間的に
焼成・焼結させるものである。その際に重要となる
のが瞬間的な加熱条件（照射エネルギーや照射時間
等）であるが、インク組成や塗布厚、基材材質で条
件が異なるため、今回の、瞬間加熱の実験および加
熱条件を見出すための安価な瞬間加熱実験装置の開
発は、さまざまな研究開発を促進するものと期待さ
れている。既に実験機段階で大学や研究機関等から
引き合いも来ているとのことで、これからではある
が順調にスタートを切っており、用途開発の努力は
確実に芽を出しつつある。

３　当社を支える３本柱

当社を支える事業がもう二つある。それはベアリ
ング検査機器、モーター性能測定器だ。回転する部
分がある機器には必ず存在するものがベアリングだ。
軸を正確かつ滑らかに回転させ、摩擦による無駄な
エネルギー損失や発熱などを防ぐためのボールベア
リングには、表面の凹凸を10万分の１ミリ以下にす
る超精密加工が施された、真円度の高い鋼球が使用
されている。日本は精密ベアリングの製造において
世界トップクラスの技術を有しているが、この精密
ベアリングを支えているのが当社の検査機器である
アンデロンメータ（騒音、振動検査）やウェービメー
タ（回転するボール面のうねり測定）だ。当社では、
極めて振れの少ない高性能スピンドルの開発により
0.1アンデロン※２域まで測定可能な画期的なアンデ
ロンメータの実用化にも成功しており、より静粛な
ベアリング測定が可能となった。エアコンなど家電
製品の静音化や自動車の静粛化に欠かせない技術と
なっている。
モーター性能測定においては、小型化・省力化の
流れの中で、騒音や振動の原因となり制御性の悪化
につながるトルクリップル（トルク※３の変動幅）を
少なくする開発のためには、当社の検査機器は重要
な役割を果たしている。取引先からも、モーターの
特性にあった負荷制御方式で測定する当社の考えが
支持されているという。

４　技能継承とベンチャー気風

「大企業と違い、中小企業である我々は、長年、
コツコツと積み重ねた基盤技術を使うしかなく、取
引先の要望やクレームも技術力向上のための大切な
シーズと受け止め、着実に技術力を高めてきた」と
力強く語る菅原社長の技術力強化に対する考えは明
快である。人材についても菅原社長は、「技能者は生
涯現役で良いのでは。ココぞという時に頼りになる
社員には残ってほしいし、若手技術者には10年後20
年後の柱となるような種（テーマ）を持つよう尻を叩
いている」と笑う。これらの言葉には、これからも
取引先の声と真 に向き合うことで技術力や提案力
をさらに磨いていくという、そして、“お客さまの
喜ぶ顔を見るために自ら工夫を凝らし創造力を発揮
することができる職場を作ることで、社員がやりが
いを感じられる、ベンチャー精神があふれる会社”
を目指す菅原社長の強い思いが詰まっている。キセ
ノンフラッシュの技術をもとに、従来とは異なる分
野への進出あるいは他の光源への転用など、当社か
らは今後も新たな展開が生まれてくるであろう。社
長の視線は、あくまで前を見据えている。

「社員がやりがいを感じる、ベンチャー精神あふれる企業を
目指す」と語る菅原社長

〈会社概要〉
社　　名　株式会社 菅原研究所
代表者名　代表取締役社長　菅原 重信
所 在 地　川崎市麻生区南黒川８-２
電　　話　044－989－7320
Ｕ Ｒ Ｌ　http://www.sugawara-labs.co.jp/

※１　キセノンフラッシュ
短い時間に集中して光を放射できるランプの一種。「キセノン」は希ガス
の１つ。

※２　アンデロン
振動量を表す単位。ベアリングの精密さを検査するアンデロンメータが
測定したメータ値をアンデロン値という。

※３　トルク
ある固定された回転軸を中心に働く、回転軸のまわりの力のモーメント。
ねじりの強さ。
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「年末に選挙やるのかぁ・・・」
平成24（2012）年11月、野田首相が月内の国会の解

散を決め、12月16日投開票で調整が進んでいるとの
ニュースに触れ、私はこれから始まる１カ月余りの
怒濤の日々を想像した。
投開票日の開票速報はもちろん、担当する選挙区
の情勢取材や、必要な人員・資機材の手配など、や
ることが山ほど発生する。
そうした中で我々が選挙報道の準備を進めるのに
欠かせないのが各自治体の選挙管理委員会、選管だ。
選管なしでは我々が実施する出口調査、それに開票
速報での各候補の得票状況の紹介など、選挙関連の
報道の大半は成立しない。
その意味で、私が見た川崎市の選管の一連の報道
対応は秀逸だった。11月の終わりに選管が実施した
レクチャーでは得票中間発表のサンプルなど、必要
な資料が過不足なく配られ、資料によっては見やす
いようカラー印刷がなされていた。また各社からの
報道対応への要望については、安易に前例を踏襲し
て不可とするのではなく、必要性や妥当性を考えて
判断するなど、悪い意味での「お役所」のイメージと
は一線を画すスタンスで、ある種驚きを覚えた。当
然、そこまで行き届いた仕事であるから、投開票日
には、各地の他選管でミスが相次ぐ中、川崎市選管
は滞りなく選挙事務を遂行していた。
どうしてそのようなスマートな仕事ができるのか、
選挙取材で川崎市選管の方々と触れ合う中で、「市民、
有権者にどう応えるか」という思いがあることを強
く感じた。
選挙は多く人の興味・関心が集まる事象だからこ
そ、迅速でなければならないが、絶対に間違いがあ
ってはならない。その考え方は、実は我々報道機関

と全く同じなのだ。
「市民のために、より早く正確に」を体現している
川崎市の選管には強く感銘を受けた。

一方、日々の川崎市の広報をめぐる各部署の対応
には改善の余地があると思う。
イベントや事業の広報資料を開催日の前日や前々

日に出す部署がある。それが慣例かもしれないが、
１週間前、10日前に出せば、テレビや新聞で扱われ
る可能性や頻度が増えるかもしれない。報道各社は
突発の事案以外は１週間ほど先の予定を洗い出し、
その時期に扱うニュースや紙面の方向性を決めてい
るし、事前に取材やリサーチが進めば、事案や問題
を本質的に、より一層掘り下げた企画リポートや特
集記事にする可能性が広がる。
また、たとえ毎年やっている行事であっても「今

年ならでは」のポイントや変化があれば、ニュース
になりやすい。
各部署の担当者がそうした意識やセンスをもとに、

報道対応、情報提供をしていただければ、川崎市が
やっている事業や施策を売り出せるチャンスはもっ
と増えていくはずだ。
大きなエネルギーを費やして従来と違うことをし

ても、そこまで大きな成果は得られないかもしれな
い。従来通りで問題がなければ、あえて変える必要
はないのかもしれない。だが、こうすれば今より良
くなると内部の誰かが気づいたり、外部から指摘を
受けたりした時には真 に向き合ってほしい。
「市民に報いる」という思いは市の各部署で共通し
ているはず。ぜひそのように取り組んでいただきた
いと思う。

日本放送協会 横浜放送局放送部　倉野 亨也

記
者
の
目
市民に報いるということ
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「リサイクルパークあさお王禅寺処理センター」が完成（３月）
川崎市北部地域のごみ処理を担う「リサイクルパークあさお
王禅寺処理センター」が、３月末に完成した。この施設は、
最新の廃棄物処理設備の導入により環境負荷の小さい廃棄物
処理をすることができ、ごみの焼却過程で発生した熱を利用
した蒸気タービン発電機による発電や、余剰電力の売電、王
禅寺余熱利用市民施設（ヨネッティー王禅寺）への蒸気供給な
どを特徴としている。

指定都市移行40周年、各区でも30・40周年を祝う（４月）
川崎市が昭和47（1972）年４月１日に人口98万人で指定都市に
移行してから、平成24（2012）年で40年になった。当時の５区
（川崎区・幸区・中原区・高津区・多摩区）では区制40周年を
迎え、また昭和57（1982）年７月１日に高津区および多摩区の
分区により設置された宮前区および麻生区が、誕生30周年を
迎えた。各区では「区の花」「区の木」の制定、記念誌の発行や
記念イベントの開催などを行った。

麻生区に「明治大学黒川農場」が開場（４月）
麻生区に環境・自然・地域との共生を目指した新時代の農場
として「明治大学黒川農場」が開場した。今後は黒川農場を農
業技術・多目的交流機能を持つ拠点施設に位置付け、大型農
産物直売所「セレサモス」と連携し、地域の活性化に寄与する
ことが期待される。また明治大学は同月、「地域産学連携研究
センター」を開設し、新産業の創出や産学連携の促進も期待
されている。

「かわさき宙（そら）と緑の科学館」がオープン（４月）
青少年科学館が「かわさき宙（そら）と緑の科学館」として４月
28日にリニューアルオープン。最新鋭のプラネタリウム「メ
ガスターⅢフュージョン」は、リアルな夜空を体感でき、人
気を集めている。また、東口ビジターセンターも開設し、生
田緑地の魅力がより一層高まった。

かわさき新産業創造センター新館「ＮＡＮＯＢＩＣ（ナノビック）」
供用開始（４月）
「新川崎・創造のもり」において、かわさき新産業創造センタ
ー新館「ＮＡＮＯＢＩＣ（ナノビック）」の研究棟が供用開始し、
大学や企業が入居した。９月にはクリーンルーム棟も供用開
始し、大学と企業が連携して、世界最先端の超微細技術（ナノ・
マイクロ技術）の研究開発が行われている。

井田病院が新しくなり、新棟で診療を開始（５月）
施設老朽化のため改築工事中の川崎市立井田病院は、５月１
日から新棟での診療を開始した。がん治療の強化、救急医療
の強化といった医療機能の充実のため、新しい医療器械や電
子カルテを導入、高度な医療の提供や効率化を図った。全面
開院は、平成26年度の予定。

川崎港と中国青島港等を結ぶ新規コンテナ定期航路新設（５月）
川崎港と中国山東省青島港などを結ぶ新規コンテナ定期航路

が、中国船社「海豊国際航運有限公司（ＳＩＴＣ）」によって開
設された。川崎港の新規コンテナ航路は12年ぶりで、コンテ
ナの取扱量が増加した。また10月には、川崎港と中国上海港
等を結ぶコンテナ定期航路も開設された。

中国・瀋陽市と「環境先進都市づくり協力に関する覚書」を締結
（５月）
友好都市である瀋陽市から川崎市に訪問団が訪れ、両市は環
境産業分野での協力を推進するため、「環境先進都市づくり協
力に関する覚書」に調印した。今後、専門家の交流や情報交
換の仕組みづくりなど環境先進都市に向けた協力を推進して
いく。

寄附金控除の対象となるＮＰＯ法人の条例指定制度を導入　
（６月）
平成23（2011）年６月の地方税法の改正により、個人住民税
の寄附金控除の対象となる特定非営利活動法人（NPO法人）
を、各自治体が個別に条例で指定できる制度（条例指定制度）
が創設された。川崎市では、NPO法人への寄附の気運を醸成
し、市民による相互支援の促進と市内における特定非営利活
動の健全な発展を図ることを目的として、この制度を導入し
た。12月には川崎市初となる指定NPO法人が２法人誕生した。

「川崎市高層集合住宅の震災対策に関する施設整備要綱」を施行
（７月）
東日本大震災によって、市内の高層集合住宅においてライフ
ラインが停止し、高層階に居住する市民の日常生活に支障
を来した経験を踏まえ、自助・共助・公助の考え方に基づ
き、行政、市民、事業者が相互に連携・協力し、“安心して
暮らすことのできる住環境の形成”に資することを目的とし
て、７月１日に「川崎市高層集合住宅の震災対策に関する施
設整備要綱」を施行した。

デンマーク大使館と経済交流で覚書を締結（７月）
川崎市とデンマーク大使館は、環境や福祉の分野に力を入れ
ているデンマークとの交流を促進するため、「経済産業交流
に関する覚書」を締結した。環境、廃棄物処理、福祉、医療、
新エネルギー、デザインなど各産業分野の企業間連携の促進
や相互の発展が期待される。

災害時の帰宅困難者一時滞在施設に民間で初めて昭和音大を
指定（７月）
川崎市と昭和音楽大学は、災害時に帰宅困難者の一時滞在施
設として昭和音大の南校舎を使う協定を締結した。民間の施
設では初めての指定となり、被災時の備蓄としてトイレや飲
料水などを常備している。

川崎商工会議所の新会館（川崎フロンティアビル）が完成（７月）
川崎駅東口に川崎商工会議所の新会館として「川崎フロンテ
ィアビル」が完成した。また、10月には、フリーオフィスの
インキュベータ施設として「ＫＣＣＩインキュベータ」がオー
プンした。

医師が現場に出動できるドクターカーの試行運用開始（８月）
川崎市と日本医科大学武蔵小杉病院は、医師が毎日午前９時
から午後５時までドクターカーで現場に出動できる救命救急
活動の試行運用を開始した。

かわさき市政カレンダー
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「かわさき水ビジネスネットワーク」設立、官民連携で国際展開　
（８月）
川崎市と民間企業が連携し、関係省庁・団体の協力も得て、
水ビジネスを推進するためのプラットフォーム「かわさき水
ビジネスネットワーク」を設立した。今後は世界の水環境改
善への貢献を目指して、国際展開を進めていく。

ドラえもん誕生前100年、藤子ミュージアム開館１周年で特別住
民票発行、１週間で９万ダウンロード（９月）
９月３日、ドラえもん誕生前100年と藤子・Ｆ・不二雄ミュ
ージアムの開館１周年を記念して、川崎市からドラえもんに
「特別住民票」を交付した。ミュージアムでは、８月16日に来
館50万人を突破するとともに、市のホームページからダウン
ロードされた特別住民票は１週間で９万件にのぼるなど、盛
り上がりを見せた。

水泳の立石諒選手に「川崎市スポーツ特別賞」を贈呈（９月）
中原区のＮＥＣグリーンスイミングクラブ玉川所属の立石諒
選手が、ロンドンオリンピックの競泳男子200メートル平泳
ぎで銅メダルを獲得した。その栄誉をたたえ、川崎市から「川
崎市スポーツ特別賞」を贈呈した。

二ヶ領用水、選奨土木遺産に認定（９月）
９月26日、川崎市内を流れる農業用水路「二ヶ領用水」が、公
益社団法人土木学会から市内初となる選奨土木遺産に認定さ
れた。

ザルツブルク、リューベックとの友好都市提携20周年（10月）
オーストリア・ザルツブルク市とドイツ・リューベック市は、
川崎市と友好都市になって20周年を迎えた。10月にはザルツ
ブルク市長が川崎市を訪れ、今後の交流と協力に向けた確認
書の調印を行った。

「モントルー・ジャズ・フェスティバル・ジャパン・イン・かわさ
き2012」を開催（11月）
世界三大ジャズフェスティバルの一つである「モントルー・
ジャズ・フェスティバル」の理念を引き継いで、11月16日か
ら24日の間で、ライブコンサートを開催した。国内外の一流
アーティストによるワークショップやジャズアカデミーなど
も同時に開催された。

等々力陸上競技場メインスタンドの改築に着手（11月）
11月末より、等々力陸上競技場メインスタンドの改築工事に
着手した。工事期間中は仮設スタンドを設置してＪリーグの
試合等に使用しながら工事を行い、平成26年度末の完成を目
指し整備を進めていく。

「安藤家長屋門」を川崎市重要歴史記念物に指定（11月）
教育委員会では、11月27日付けで、｢安藤家長屋門｣（中原区小
杉陣屋町１丁目13番３号）を新しく川崎市重要歴史記念物に
指定した。これにより、川崎市指定の文化財件数は111件と
なった。川崎市内で個人所有の建造物が川崎市重要歴史記念
物に指定されるのは本件が初めてで、建造物の指定は日本民
家園内に移築復原されている旧原家住宅（平成13年１月23日
指定）以来、11年ぶりとなる。

川崎生命科学・環境研究センターLiSEが開設（12月）
殿町国際戦略拠点キングスカイフロントにおいて拠点形成を
先導する中核施設「川崎生命科学・環境研究センターLiSE（ラ
イズ Life Science & Environment Research Center）」が、民間
活力を活用した整備手法により、12月に竣工した。現在、順
次移転整備を行っており、３月末にはキングスカイフロント
基盤整備完成と併せた式典・イベントが行われる。

川崎駅北口自由通路の整備に向け、JR東日本と施行協定を締結
（12月）
JR川崎駅の東京側に整備される北口自由通路について、平成
29年度の供用開始に向け、川崎市とJR東日本の間で施行協定
を締結した。北口自由通路の整備と併せて、新たな改札口や
商業施設の開設も予定される。

川崎駅帰宅困難者等対策ワークショップ（図上訓練）を実施　　
（１月）
川崎市では、大規模災害が発生した場合の川崎駅周辺におけ
る帰宅困難者等対策として設置した「川崎駅周辺帰宅困難者
等対策協議会」において、駅前滞留者の抑制を図るための行
動ルール作りに向けた協議を関係機関および事業者などで進
めている。この行動ルールの策定にあたり、内容を検証する
ため、協議会委員及び周辺企業を幅広く集め、帰宅困難者対
策を考えるワークショップ（図上訓練）を１月10日に行った。

社会実験を実施し、「京急川崎駅周辺地区通行環境改善計画」を
策定（１月）
川崎市および神奈川県警は、京急川崎駅周辺の通行環境改善
に向け、11月14日から27日まで一方通行の自転車道の設置や
自転車押歩きの推進に関する社会実験を実施した。これらの
施策の有効性や問題点等を検証した結果、本設実施すること
とし、川崎市が通行環境改善計画を策定した。

国立医薬品食品衛生研究所、公益財団法人実験動物中央研究
所、川崎市との連携・協力に関する基本協定書の締結（１月）
国立医薬品食品衛生研究所、公益財団法人実験動物中央研究
所及び川崎市は、１月30日、保健医療・公衆衛生・福祉の充
実、安全で快適な国民・市民生活の確保への貢献、革新的な
医薬品・医療機器の開発・製造と健康関連産業の創出を目的
とする京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区の
取り組みの着実な推進を図るため、連携・協力に関する基本
協定書を締結した。

携帯電話等を利用した収納サービス「モバイルレジ」を開始　　
（２月）
川崎市は、国民健康保険料の新たな納付方法として、２月１
日から携帯電話等を利用した収納サービス「モバイルレジ」を
開始した。モバイルレジを利用すると、金融機関やコンビニ
エンスストアに出向くことなく、いつでも、どこでも、簡単
に、国民健康保険料を納付することができる。


